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第一部　研究の位置付けと概略　　小田侯朗
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3. 本書の構成
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研究の位置付けと概略

1.　研究課題について

特別支援教育の制度的な展開が一段落し、その内容の充実が求められている現在、改めて聾教

育の専門性の維持と向上が課題となっている。近年聴覚障害者の社会参加が様々な分野に広がる

中で、聴覚障害幼児児童生徒の言語力や学力の向上に対する関心がこれまでに増して高くなって

いる。また平成 15 年度から 19 年度の４年間に課題別研究として行ってきた「聾学校におけるコ

ミュニケーション手段に関する研究」から得られた知見からは、幼児児童生徒のコミュニケーシ

ョン手段の多様化に対応する指導法や評価法の検討が更に必要であることが明らかにされた。さ

らに在籍児の多様化、人事異動等とも関連する新転任教員の専門性の課題などを考えると、聾教

育における授業の在り方に関して、多様な視点を統合しながら再度検討を進めることが喫緊の課

題と言える。

本研究では聴覚障害教育を主とする特別支援学校（以下聾学校）での授業を取り上げ、その課

題やあるべき姿を検討することを目的とした。現在課題となっている聾学校の児童生徒の少人数

化や多様化（人工内耳装用児や日本手話を主要言語として用いる児童生徒の在籍）、指導言語の

多様化（音声日本語、書記日本語、日本手話等）、発達の段階や多様性にかかわる課題（乳幼児・

幼稚部段階でのプレリテラシーや重複障害児の学びに対する適切な支援）、学校としての専門性

の維持（授業研究や指導法研修等）等に広く目を向けながら授業のあり方を検討することは、様々

な変化の下にある聾学校の授業を考える上で現在最も必要とされるアプローチと言える。したが

って本研究では聾学校の授業に関する現状の把握、現在の聾学校の授業に関するいくつかの主要

な課題の論考と、課題を解決するための授業実践報告を柱とした。
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２.　研究組織

本研究の実施に当たっては、研究所内の研究スタッフの他に二名の研究研修員と四名の研究協

力者の協力を得た。また研究の遂行全体にわたって宍戸和成（文部科学省初等中等教育局視学官）

に貴重な助言をいただいたので、ここに謝意を表す。

研究代表者

小田侯朗（教育研修情報部）

所内研究分担者

原田公人（教育支援部）・藤本裕人（企画部）・横尾俊（教育相談部）

所内研究協力者

牧野泰美（教育支援部）・松村勘由（教育支援部）

所外研究協力者

佐坂佳晃（筑波大学附属聴覚特別支援学校）

藤岡久美（兵庫県立こばと聴覚特別支援学校）

細田和久 （福島県立聾学校平分校）

堀谷留美（大阪市立聴覚特別支援学校）

研究研修員

高濵由美（兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 :平成 20 年度）

後藤純子（兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 :平成 21 年度）

３.　本書の構成

本報告書の内容は大きく六つの部分からなる。第一部は本研究の趣旨や組織について記述した

ものである。第二部は研究所の研究スタッフが、本研究課題にかかわる重要なテーマを選び、それぞれについて

論考を進めたものである。藤本は授業の枠組みにかかわる授業形態、教育課程、教材等についてまとめた。原田

は聾学校の子ども達の実態把握を中心に授業の工夫や多様な子ども達への対応についてまとめた。小田は授業に

おけるコミュニケーション手段、特に手話の活用についてまとめた。これらは、現在の聾学校における授業を考

える上で、常に議論になるテーマであり、重要な課題でもあると考える。

第三部は聾学校での実践報告を集めたものである。聾学校の授業という様々な切り口をもつ研

究を開始するに当たり、我々所内研究スタッフは聾学校の授業の核になる部分について議論をす

すめた。その結果、小学部の国語とそこにつながっていく幼稚部の言語的な活動に焦点を絞るこ

とにした。そして所外研究協力者も小学部の国語を指導する教員や、幼稚部の言語にかかわる活

動に携わる教員に協力を求めた。そして実践報告も小学部、幼稚部の活動を中心にお願いするこ

ととした。初年度に行った全国聾学校調査の結果なども考慮しながら、現在の聾学校における授

業実践に関する実際的な課題を議論していく中で、いくつかのテーマを設定した。すなわち、「子

どもの実態を十分把握した授業作りの基礎を押さえること」「授業力を向上させるための学校全

体としての取組を示すこと」「授業とその評価の関係について検討すること」などであった。そ

してこれらのテーマを念頭に置きながら、研究協力者の方々に実践報告をお願いした。佐坂氏に
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は小学部の国語の授業を取り上げて、授業の準備から授業の反省までのプロセスを丁寧に解説し

て頂いた。藤岡氏には幼稚部の話し合い活動を対象に聾学校の授業として重要な指導的かかわり

や配慮について丁寧に解説して頂いた。堀谷氏には学校としてのテーマに基づく授業研究や研修

について述べて頂いた。細田氏には学校の様々な活動を授業力の向上につなげる取り組みを述べ

て頂いた。高浜氏には平成 20 年度の本研究課題に参画して頂いた経緯もあり、全国調査の結果

なども考慮した上で、学部全体で授業評価の仕組みを検討する取り組みについてまとめて頂いた。

いずれも聾学校の授業の在り方を考える上で重要な示唆を与える実践報告と考える。

第四部は特別寄稿と位置付け、宍戸氏に聾学校の授業の在り方、そして聾学校教員の授業に対

する心構えなどについて記述してもらった。様々な変化の基にある聾学校、そして聾学校の授業

であるが、宍戸氏の論は昔も今も変わらない大切な視点を提供してくれたと考える。

第五部は本研究課題の初年度に行った全国聾学校調査の結果を掲載した。特にここでは、現在

の授業の実体を明確にとらえるために、「授業グループ」という視点を提起し、聾学校全体の国

語を中心とした授業実態を浮き彫りにしたことは、新しく貴重な試みと言える。本調査には全国

聾学校長会のご理解とご支援があったことをここに改めて記し、謝意を表す。

第六部では全体のまとめを行った。本来はそれぞれ独立した論文であり、これらをまとめるこ

とはそれぞれの論文の趣旨との齟齬を生じさせる危険もあるが、本報告書が一つの課題意識のも

とに編集されていること、研究全体で積み残したテーマ等について触れておく必要があること、

また本書が聾学校の新転任教員の授業作りに何らかの形で寄与したいという思いも含めて作られ

ていることなどから、敢えてまとめとして記述した。

本報告書が現在の聾学校の授業を考える上で、読者にとって意義のあるものとなることを望む。





第二部　聾学校の授業を考える

1. 幼児児童生徒の実態把握と授業　　　　　　　　　原田公人

2. コミュニケーション手段の活用と授業　　　　　　小田侯朗

3. 聾学校における授業の形態　　　　　　　　　　　藤本裕人
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幼児児童生徒の実態把握と授業

原田公人

１．実態把握の視点

指導に際して、まず実態把握を行うことが大切であるということは周知の事実であり、教育活

動には実態把握が欠かせない。本稿では、「何故、実態把握が必要か」、「実態把握をどう活かすか」、

「もし実態把握をしなかったらどんなことが生じるのか」という点について考えてみる。

実態把握の目的としては、「子どもを理解するため」、すなわち「子どもの得意なこと、苦手な

ことを把握することにより、指導のねらいを明確にする」ことが挙げられる。実態把握をすると

いうことは、教師の生命である授業に臨む際の必須事項である。これまで、聾学校では実態把握

と言えばどのようなことを指していたのか。まず、聴力など障害にかかわる状態、言語発達、興

味・関心、心理・認知発達、運動発達等の身体発達といった全体発達を把握し、これらの情報を

基に実際指導に臨んできた。

このように実態把握は、指導者が「一人一人の子どもを伸ばすために」、障害の状態、発達段階、

経験の程度、生育歴等を総合的に理解し、かつ保護者や子どもの関係者などからの情報収集を通

して、現在の子どもの姿を細やかに把握することが重要である。

次に、上述した総合的な実態把握を踏まえ、指導内容の習熟度や子どもの課題について予測す

る必要がある。したがって、実態把握に当たって、個性化に関連する「良さをとらえる」こと、

そして「課題をとらえる」という視点が大切である。

１－１　聴力の把握
指導する対象が聴覚に障害がある子どもという点から、聴力の把握は、授業を進める際に、第

一に考慮すべき事項である。子どもの聴力を正確に把握することにより、その子どもの聞こえの

状態をイメージすることに努めることが大切である。

環境音に対する反応は良いが、音声の反応が苦手な子ども、高度難聴ではあるが音や音声に対

する気づきが良い子など、聴力測定の結果（検査閾値）とその子の聴覚活用の状況が異なること

はよく経験することである。指導者として、子どもの生活の中での音反応や音声言語の聞き取り

の状況を理解し、コミュニケーションのとり方を個々の子どもに応じて工夫することが必要であ

る。そして、補聴器や人工内耳による補聴閾値と裸耳閾値の両面から、聴覚活用の現在の状態や

今後の見通しをもつこと、また、補聴器や人工内耳の機器やフィッティング、マッピングに関す

る知識をもつことも重要である。

聾学校の教室は比較的、音環境が整備されているが、廊下や体育館などは必ずしも音環境とし

て良いとは言えない。子どもの聴性反応行動は、個々に異なるという事情を踏まえ音量や距離を

考慮することも大切である。このように、聴力の程度にかかわらず、子どもが関心をもって話者

に注目し、聞きやすい環境整備に努めることは、子どものコミュニケーション意欲を高めること

につながる。特に、乳幼児や幼稚部段階においては、指導者と子どものやりとり、指導者を介し

た子ども同士のやりとり、そして子ども同士のやりとりの成立へと発展させることが重要であり、
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このための聴覚活用やコミュニケーションの状況を把握することが重要である。

１－２　各種検査
発達検査は、子どもの発達の度合いを知り、指導に役立てることを目的として実施される。聾

学校においては、乳幼児教育相談から幼稚部の入学時、幼稚部から小学部（小学校）の入学時な

どの客観的資料として、標準化された発達検査を使用している。

特に発達検査では、発達年齢を知ることだけでなく、プロフィールの読み方や検査項目の意味

を熟知しておくことが重要である。そして、指導者間、学部内等で検査結果を元に子どもの発達

の状態について話し合い、共通理解を図ることが必要である。

また、小学部などでは、読書力検査や学力検査なども実施している。これらの検査の実施に際

しては、学習成果、教育の評価など、その目的を明確にすることが大切である。

これらの発達検査は、今後も子どもを把握し、指導する際の基礎資料として、重要な役割を果

たすものである。また、検査だけによらず、日常的な行動観察を重視し、子どもの行動に対して

観点を定めて記録し、累積化することが不可欠である。

なお、検査により得られた情報は、実際の指導に活用するためのものであるが、これまでと同

様に検査内容の吟味をしつつ、個人情報の保護という観点から、情報管理の方法について校内的

なコンセンサスを得ることが必要である。表 1に聾学校で使用される各種検査を示した。

表１　聾学校で使用されている各種検査
検査の種類 検査名

乳幼児発達検査
遠城寺式乳幼児分析的発達検査、改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査
（JDDST-R）、新版Ｋ式発達検査、乳幼児精神発達診断法（津守・稲毛式）、KIDS（キッズ）、
SM 社会性能力検査

知能テスト・個別式
ITPA 言語学習能力診断検査、WISC-R 知能検査、WISC- Ⅲ、知能検査 WPPSI 知能診断検
査、鈴木・ビネー式知能検査、K－ ABC 心理教育アセスメントバッテリー

知能テスト・集団式 教研式新学年別知能検査

行動・社会性検査 親子関係診断テスト

学力検査 幼児・児童読書力テスト、標準学力検査、標準読書力診断テスト

言語発達検査 絵画語い発達検査（PVT）、言語発達診断検査

知覚・感覚・運動検査 フロスティッグ視知覚発達検査、ムーブメント教育プログラムアセスメント（MAPA-R）

その他 行動観察による記録の累積化

１－３　行動観察
行動観察の目的は、子どもの課題の取組状況や子どもを取り巻く環境について情報収集し、指

導の一助とするためである。観察する内容としては、子どもの興味・関心、コミュニケーション

意欲、理解や表出内容 (程度 )等、多岐にわたる。これまで聾学校においては、日常の子どもの

行動を日誌に記録したり、一定期間子どもの行動を焦点化して観察し、子どもの印象や示した行

動を記録したりするなどして、総合的に子どもの状態を捉えることに努めてきた。そして、これ

らの行動観察による記録は、実際の指導に際する重要な情報（留意事項）として活用を図ってきた。

また、子どもの行動を記録することは、指導者にとって、子どもの今の姿を把握する上で非常

に大切である。ある行動から、その行動の生起要因や過程を分析・検討することは、指導者自身

の子ども観や発達観を磨く上で有益である。また、行動観察による記録は、信頼性（誰が見ても、



－ 11 －

同一の内容である）が求められる。従って、子どもの行動観察は、日常的に複数の指導者により

なされる必要がある。

2　発達段階を踏まえた授業

子どもの発達（言語発達や全体発達）には機序がある。表２に言語力（日本語力）習得の段階

を示した。

表２　言語力（日本語力）習得の段階
段階 内　容 備　考

Ⅰ
様々な手段によるコミュニケー
ション関係の確立

Ⅱ 生活言語としての言語力の獲得

親しい人との対話によって展開
子ども自身の活動や経験を題材として生活の言語化
ことば＋状況の助けを借りて理解（シンボルとしての文字使用～話し
ことばを支える文字使用）

Ⅲ 生活言語のレベルアップ
自分の経験＋間接経験、疑似経験を題材としての言語使用
ことばの文脈での理解が増えていく（話しことばを支える文字使用）

Ⅳ 読む力」「書く力」の基礎の獲得
生活言語の拡大、定着（ことばの文脈で理解）
かな文字学習と音韻意識形成の相互作用促進
話しことばと書きことばのすり合わせ・敷き写し

Ⅴ 学習言語としての言語力の獲得
経験事項＋非経験事項をことばの文脈で理解 
対話活動＋「読む・書く」活動による学習展開
学習言語の生活言語化、文字情報の活用、確かな文章力の形成

（※齋藤佐和：国立特別支援教育総合研究所　平成21年度特別支援教育専門研修聴覚障害教育コース講義資料による）

指導者には目の前の子どもが発達のどの段階にあるのかを丁寧に見る姿勢が求められる。子ど

もがどの段階にあるのかを把握することにより、次の指導の段階を見通すことが可能になる。聾

教育のベテランともなれば、子どもの些細な行動から発達段階を的確に把握することが可能にな

ると思われる。その域に達するためには、上述したように、まず聴力測定や発達検査に関する知

見をもつことであり、日々の記録を積み重ねることである。

指導記録をつけ、その記録を見直すことにより、子どもの実態把握と指導内容に妥当性をもた

せることができる。複数担任制であれば、互いの記録をもちよることにより、子どもの様子や指

導の目標、手だて、教材の適否、指導内容等について更に深い検討が可能になる。指導記録を重

視することは、次の授業への見通し、即ち次の授業での子どもの変化の見通しをもつことにつな

がる。

2 ー 1　個別の指導計画の作成とその活用
個別の指導計画は、児童生徒の実態に応じて適切な指導を行うために学校で作成されるもので、

教育課程を具体化し、一人一人の指導目標・内容・方法を明確にし、きめ細かく指導するための

計画書であり、一人一人の子どもの実態に応じた指導の質的な改善・充実を図るために必要なも

のである。個別の指導計画で最も重要な位置にあるのが、一人一人の子どもの指導目標の設定で
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あることは言うまでもない。個別の指導計画の作成に際しては、実態把握に基づいて、一人一人

の子どもの将来の生活や発達を見通しながら、指導目標の具体化を図り、達成のための手だてを

十分に検討し、指導目標を設定することが大切である。

次に、個別の指導計画では子どもの目標を短期、長期などで具体化して設定し、指導経過や結

果を評価する必要がある。一方、子どもの評価には指導者側の指導の課題も考慮されることが重

要であり、目標に対応して子どもの評価と指導の評価は、表裏一体のものであると捉えることが

必要である。

これまで聾学校においては、一人一人の子どもの有する課題が異なることを踏まえて、集団に

おける指導においても、個別にかかわり方や対応について配慮することを重視してきた。特に、

聾学校においては、聴覚障害の早期発見により早期教育を推進し、この中で保護者との連携・協

力体制の構築を図ってきた経緯がある。保護者が指導者の指導意図を理解し、それを家庭におい

ても反映させることが、指導の一貫性や系統性をもつことにつながる。表３に聾学校幼稚部 (3

歳児 )における幼児及び指導者の評価の観点 (例 )を示した。

表３　聾学校幼稚部における幼児及び指導者の評価の観点 ( 例 )

幼児の
評価

①長期、短期目標

②具体性、客観性

③心理面

④評価の活用

・目標達成の期間、毎日の活動の状況について記録（例：話して
いる人に関心をもとうとする、自分の要求や気持ちを表現しよ
うとする）

・具体的な目標を設定し、評価も具体的で、かつ客観性を持たせ
る（具体物や半具体物を用いて、動作化を促し、全体の活動に
参加しようとする）

・心理面や興味・関心や学習態度に関する評価を重視（表現しよ
うとする事に適切に応答し、積極的な活動を奨励する）

・次の目標の設定、指導の手だてや教材・教具の工夫に生かすこ
とができるようにする（板画、絵カード、絵日記などに残し、
使用した教材を幼児の目に触れるような場所に残す）

指導者の
評価

①活動の種類や量の適切性

②指導の手順や工夫の適切性

③保護者との連携、協力

・繰り返しの活動を好むが、興味・関心の持続時間を考慮する
・幼児の表情（反応）を見て、指導の手順を替えたり、関連する

教材を準備する
・家庭での活動、かかわり方について具体的に提案する

聾学校において、個別の指導計画は、学校（授業）だけではなく、家庭を含めて計画されるこ

とが大切であるが、現実的には、家庭との結びつきが強い幼稚部など、早期の段階では必要度が

高いと思われる。小学部以降における個別の指導計画は、授業を展開する際に、教員が配慮すべ

き事項の一つとして位置づけ、個別の指導計画が教員にとって過度な負担にならないようにする

ことも必要である。

各発達段階における発達課題を踏まえ、現在、聾学校において実施されている主な指導形態と

しては、個別指導、習熟度別学習グループの編成、及び異学年の集団編成がある。これらは、聾

学校の伝統的指導、在籍児童生徒の変容（多様化）、在籍児童生徒数の変化の視点から、押さえ

ておくべき事項である。以下にそれぞれの内容について述べる。

2 － 1 － 1　個別指導、個別指導の計画
教科学習等において、個別的な配慮をして授業を進めることが基本である。これは「個別指導」

というよりも、「授業時における個別的な対応」というべきものである。これとは別に、聾学校
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の幼稚部や小学部においては、放課後に学級に子どもを順番に残し、個別にその子どもに必要な

言語指導等を行っており、このような指導形態を個別指導と称している場合が多い。

個別指導は教育課程に位置づけられているものではない。従って上述した「個別の指導計画」

の中に明確な記載を必要とするものではない。このように「個別の指導計画」と「個別指導の計画」

とは同義でなく、本稿では、放課後等に行ってきた指導及びその計画を「個別指導の計画」とする。

「個別指導の計画」や指導内容は、指導者により、発達段階や学部学年を踏まえ、「今、この子

どもに必要なもの」を検討して決定される。また、個別指導は、子どもの姿を的確に捉える良い

機会でもある。個別指導において、指導目標を定め、目標達成の方法を模索し、実践することは、

指導者自身の指導技術の錬磨、一斉指導における個に応じた配慮を考えることにもなる。このよ

うに、個別指導で扱われる内容は、指導者の課題意識や専門性が問われる場面でもある。

また、幼稚部等においては、個別指導後に保護者面談をすることもある。ここでは指導者と保

護者の意思疎通を図る良い機会となる。指導者が保護者に対して指導意図を示したり、具体的な

かかわり方を示したりすることにより、子どもへの指導効果を高めることが期待できる。

聴覚障害児の指導の基本形は個別の対応であり、可能な限り個々の子どもとのかかわりを重視

し、個の力を伸張させるための個別指導を重視したい。

2 － 1 － 2　習熟度別学習グループの編成
習熟度別学習グループ編成は、学習内容の習熟状況によって子どもを分けて学級編制する場合

もある。また、学級編制とは別に学習グループとして編成する場合もある。さらに、教科・科目

ごとに編成する場合もある。聾学校においては、学習進度に著しい個人差が生じている場合や子

どもの進路希望への対応策として、指導の効率性を図るというねらいから、習熟度別学習グルー

プ編成をすることが多い。

実際の導入にあたっては、目的を明確にすることが最も重要である。子どもに対しては、不必

要な優越感や劣等感、不公平感を抱かせることがないように配慮すること、また、保護者に対し

ては編成のねらいについて十分な理解を得る必要がある。さらに、習熟度別学習グループ編成は

固定化して続けるのではなく、指導の効果評価を行い、個々の子どもの学習進度に応じて随時再

編成を行うことが大切である。

中学部や高等部段階では、特に進路選択にかかわって、習熟度別学習グループ編成がなされる

ことも多い。所謂、等質編成という視点は重要であるが、高学年という精神発達を踏まえ、子ど

もの心理面や学習意欲に十分配慮する必要がある。

2 － 1 － 3　異学年の集団編成
子どもの人格形成や学力の形成にとって、学級という集団のもつ意義はきわめて大きい。学級

とは、生活指導や教科指導を計画的、体系的に行うことを目的として組織されるグループである。

学級編制には、過疎地などにおける複式学級編制もあり、異学年合同で学級編制されている。

また、今日、通常の学校においては、異学年の交流を大切にし、自ら課題を見付け問題を解決

していくことを目的として体験学習などが展開されている。これは均質な集団形成だけが人格形

成や学力形成に効果があるわけではないということが示された結果だと推察される。

現在、聾学校においては、在籍児数の減少で集団が確保できない所が多く、たとえ集団が確保

できても個人差が大きいため一斉指導が困難な状況にある。このため、異学年のグループを編成
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し指導している事例がある。グループ編成に際しては、いかにして指導するのに効率の良い集団

形成をするかを慎重に検討することが重要であり、少人数化傾向への対応という単純な理由で実

施することは避ける必要がある。また、学年が異なる幼児児童生徒のグループ編成においては、

上述した複式学級編制にあるように学年の教育課程、指導目標を踏まえることが重要である。

異学年の集団編成の主なねらいは、学年や学級の集団同士でのかかわり合いを深め、主体的に

学び合う集団にしていくことにある。そして、指導者は、子どもの行動、態度、学習状況をよく

観察し、個に応じた指導に配慮しつつ集団の指導を展開していくことが大切である。

３　授業グループ

今日の聾学校の現状として、少人数化、多様化（併せもつ障害、発達、聴力、コミュニケーシ

ョン手段、学力、進路指導・職業教育等）があり、これらへの適切な対応が求められている。本

研究（「聾学校における授業とその評価に関する研究」）において、平成 20 年度に実施した全国

聾学校調査では、授業グループについて様々な試みを実施していることが示された。本調査では、

授業グループの編成の考え方として、主に学年、学習進度（習熟度）、言語力といった観点（自

由記述より）が示されていたが、個々の子どもの実態把握を踏まえて、指導効果を高めるために、

授業グループを編成する指針や目的について詳細な記述を得ることはできなかった。

また、聾学校への訪問調査を実施し、授業参観、授業者からの聞き取りを行った。これらから、

授業グループの編成の視点及び授業グループ編成に際する留意点について検討した（調査結果は

後述する）。

3 － 1　授業グループ編成の視点
授業グループ編成において考慮すべき視点として、以下のことが挙げられた（表４)。

表４　授業グループにおいて考慮すべき視点

乳幼児教育相談
年齢（月齢）、発達段階（運動発達、認知発達等）、性別、聴力レベル、主たるコミ
ュニケーション手段、デフファミリー、家族の状況、保護者同士の関係　等

幼稚部
教育歴、子どもの性格、子ども同士の友達関係、言語発達、特技、保護者の意識、
子どもと指導者、併せもつ障害の有無　等

小学部以降 学習進度、学力（学業成績）、進路希望、指導者　等

グループ編成に際しては、これらの視点を指導のねらいに合わせて行う。具体的には、乳幼児

教育相談段階においては、月齢によりねらいが異なるため、月齢の高い子と低い子を別のグルー

プにすることもある。乳幼児教育相談段階では指導者と子ども、保護者と子どもという個別的な

関係づくりが基本であるが、授業グループの編成は、保護者の子どもの受け止め、障害に対する

意識、母子関係、保護者同士の関係などを考慮して行われる。

幼稚部段階になると、個から学級集団として活動することに変化する。ここでは子どもと指導

者を中心として、授業グループが編成される。保護者は必要に応じて活動への参画を求めるとい

う形態をとる場合が多い。このため、授業グループは学年固定を原則としつつも、子どもの性格
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や保護者の意識を考慮して、編成することが必要となる。

小学部以降になると、保護者の参画がほとんどなく、指導者と子どもという学級としての形態

に進展する。授業グループは、学年の教育課程を踏まえ、個々の子どもの発達状態（学年、言語

力等）を考慮して編成される。

3 － 2　グループ編成に際する留意点
グループ編成は、特に規則として定められているものではないが、各聾学校においては、子ど

もの状態や学部組織等の運営面を考慮してなされている場合が多い。グループ編成をする目的は、

授業のねらいを効率的に達成するためであり、指導者同士でどの場面でどの期間、どのようなグ

ループ編成にするか、何を重視するか等、その基準を設定し、共通理解を図ることが大切である。

また、グループ編成について指導者間で様々な角度から話し合うことは、子どもの実態（現状

や課題）を共有する上でも重要である。

４　授業づくり

子どもの的確な実態把握を基に、指導者は授業に臨むわけあるが、「教師は授業が命」と言わ

れるように、学校の様々な教育活動の中でも特に重視すべきことである。所謂、教育の PDCA サ

イクルの中で、指導者は「自分の今の力量」を十分認識する謙虚な姿勢が大切である。例えば、

経験の浅い指導者においては、指導計画（P :Plan）を重視する必要があろうし、実践（経験）（D:Do）

を重ねるにつれて、評価（C：Check）あるいは授業改善（A：Action）に至るまでを見通す力量

が求められよう。図１に授業づくりの過程を示す。以下の過程を総体的に捉えることが重要であ

る。

図１　授業づくりの過程

授業に際しては、事前の授業準備が不可欠である、教科や題材のねらいを押さえ、教材を選択

（精選）し、子どもの興味・関心を踏まえつつ授業展開を指導案に反映させることが重要である。

4 － 1　学習指導案（Plan）
学習指導案（以下、指導案）は、指導者が授業の展開を記載した学習指導の計画書 ( 企画書 )

である。指導案には、目標、指導の流れ、個々の子どもに対する配慮事項が記述される。指導案

に表現される内容については、子どもの実態や教科のねらいを十分検討する必要があり、記述内

容は、曖昧な表現を避け、より具体的なものでなければならない。特に、実態把握の記述には、

各種検査は勿論のこと、上述した日ごろの指導者の子どもに対する行動観察を整理し記述するこ

とが大切である。実態把握が不十分な状態では、指導目標の達成には至らない。このため、日々
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の指導記録の積み重ねが重要である。指導記録には、指導者の発問やそれに対する子どもの反応

等、自分なりの課題や観点をもって、記述することが大切である。

平成 20 年度の全国聾学校調査では、授業研究会は計画的に実施されているが、十分に話し合

う時間がないという記述が多く見られた。かつて、ある聾学校の先輩から、「メモ魔になること、

日ごろからメモをする習慣を身に付けるように」と助言を受けたことがある。この助言から、子

どもの様子、他の教員の発言、授業で気になったこと（気づいたこと）、課題と考えたこと、保

護者の思い等、随時、メモにして残すようにした。これらのメモは、限られた時間の授業研究会

の議論を補完するばかりでなく、授業展開のヒントを考えたり、課題解決の方法を考えたりする

材料となった。

指導案には、子ども観や教材観、指導観を始め、授業時間の指導展開（発問、教材提示、子ど

もの反応等）、評価の視点を詳細に記述する「細案」、学習の流れを大まかに記述する「略案」が

あるが、少なくとも、発問や板書事項、まとめについては、事前に略案またはメモに残し、指導

記録として累積するようにすることが大切である。

また、ある先輩から、「空（から）授業」ということを教わったことがある。空（から）授業

とは、（子どもは授業場面にいないが）指導者が事前に授業展開を想定して、授業を行うことで

ある。空（から）授業は、一般に指導者一人で行うが、複数の指導者に協力してもらい行うこと

もある。（この場合、他の指導者は子どもに見立てる。）指導者の働きかけや発問に対する子ども

の反応や発言を予想しておくことは、指導目標や指導内容を明確にし、授業展開における留意点

を確認することになる。また、空（から）授業において、複数の指導者と意見を述べ合うことは、

話しかけ方や注意喚起の方法、予期しない発言の対処法等、授業展開の留意点に気付くこともあ

り、指導者にとっては、指導技術の向上につながる。

4 － 2　授業展開の工夫（Do）
授業に際して指導者は、まず、授業のねらいや重点を明確にするとともに、指導者として子ど

もと時間や空間を共にすることで、子どもに対する強い期待や願い（子どもをこのように育てた

い等）をもつことが必要である。授業は、子どもにとって知識や経験の伝達、獲得の場とも言え

る。子どもにとって興味・関心のないもの（もてないもの）は、習得しにくい。このため、指導

者は、子どもの気持ちをつかむこと、興味・関心をもたせることが重要であり、そのことが子ど

もの学習意欲にもつながる。子どもの学習意欲を高めることが、指導者の大切な指導技術である。

授業展開に際して、子ども自ら質問する気持ちをもつことは、理解の前提と捉え、指導者は子

どもに「分かること」、「分からない」ことを明確に意識させたい。その上で、子どもからの質問

に対して、直ちに回答を示すのではなく、子どもにどうしたらよいか共に考え、指導者から子ど

もに問いを発することが大切である。これが子どもの理解の深まりにつながる。

また、尋ね方を示し、周りの子どもからも考えを聞き出そうする気持ちを育てることが、授業

の活性化にもなる。指導者からの発問は、時として子どもにとって想定外のものも有効である。

これは子どもの見方、考え方に幅をもたせることにもなる。

さらに、場面に応じて子どもが自信をもって、回答を引き出したときなど、指導者があえて「分

からない態度」を示すことも大切である。これは子どもにとっては、表現を変えて表現したり、

繰り返して表現したりすることにつながり、自分の回答を反芻し、明確化することになる。

その他、指導者としては、個々の子どもの学習の度合いを見計らいつつ、発問の難易度（質）
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を変えることも重要である。これにより、子ども自身で自らの理解度や課題を意識させ、次の授

業への参加意欲を向上させることになる。

このように、授業の展開に際して指導者は、子どもとともに考え、授業を発展させていくよう

に工夫をすることが大切である（表５）。

表５　授業展開の工夫

・子どもに「分かること」と「分からないこと」を意識化させる

・子どもからの質問を奨励する

・発達段階（言語力、経験）を踏まえた発問をする

・周りに尋ねたり、調べたりすることなどの解決方法を示す

・時に、子どもにとって意外な発問をし、視点を変えて再考させる

・時に、指導者が「分からず屋」になる

・①容易に理解できる内容、②ある程度考えると理解できる内容、③時間をかけて考えなくては理解でき

ない内容（自分の目標を明確に意識する）を組み合わせる　等

4 － 3　評価（Check）
指導者には、今の子どもの状態を数字や文字で表すだけではなく、子どもの状態（指導記録や

テストの結果に表れた数字）を正しく解釈し、授業に活用する力量が求められている。指導者は

授業中、指導と同時に評価も行っている。指導の中で的確な評価（自己、子ども）ができなけれ

ば、指導もうまく進まない、ということになる。

国立教育政策研究所（2004）の報告書において、「学校の教育活動は，計画，実践，評価とい

う一連の活動を繰り返しながら展開されるものであり，評価の結果によって後の指導を改善し，

さらに改善した指導の成果を再度評価するという指導に生かす評価を充実させることが大切であ

る。また，評価が，児童生徒にとって自分自身の学習の課題等を意識するきっかけとなり，その

後の学習の改善に生かされるよう，日常的に児童生徒や保護者に学習の評価について十分に説明

し，学習の評価を児童生徒や保護者と共有していくことが大切である。」また、本報告書では「評

価規準とは，学習指導要領に基づく目標に照らした学習の実現状況を「関心・意欲・態度」「思

考・判断」「技能・表現」「知識・理解」などの観点ごとに適切に評価するためのよりどころとな

るものである。一方，同音異義語である評価基準という用語は，いくつかの意味で用いられてい

る。例えば，観点別学習状況の評価を行う際に，実現状況を区別するため，Ａ基準，Ｂ基準，Ｃ

基準を設定する場合があるほか，総括の際に用いられる場合がある。」と記されている。

田中（2008）によれば ､評価には「評価観点」、「評価規準」、「評価基準」の３つの段階がある

と述べている。評価観点とは、知識、技能、態度等、子どもに身に付けさせたい力のことであり、

評価規準とは、評価の観点により示された子どもに身に付けさせたい力を、具体的に文章に表記

したものである。また、評価基準は、評価規準で示した子どもに身に付けさせたい力の習得状況

を数値や記号で示したものであるとしている。

授業の評価の場合、指導目標や指導内容が明確に指導者に意識され、子どもの実態に的確に対

応するための評価規準を示すことが重要である。また、授業の評価の視点として、障害に配慮し

た教材の扱い方がどうであったかが重要である。

聾学校においては、発達段階、興味・関心、指導内容等との整合性を踏まえ、絵カードや短冊

と呼ばれる文字（文章）カード等の補助教材（視覚教材）が用いられることが多い。指導者が教
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材をどのタイミングで、どのように提示したか、また、その教材そのものが指導に適合するもの

であったか等、指導目標との関連で評価する必要がある。さらに、指導者の話し方や表情など、

指導者自身が子どもにとって、大切な教材であることを意識することが大切である。

授業は指導者と子どもとの信頼関係で成り立つものである。このため、指導者は授業場面以外

の様々な学校生活の場面を通して、子どもとのかかわりを深め、その子どもをより多く知ろうと

する姿勢が求められる。「量より質」ということばがあるが、聴覚障害教育においては、指導者

は子どもとコミュニケーションする機会（量）を大事にするとともに、「量も質も」を念頭に置

いた姿勢で指導に臨むことが重要である。

4 － 4　授業改善（Action)
授業における PDCA サイクルの A（Action) とは、授業が当初の計画や目標に沿っていない部分

を調べ改善を図ることである。A（Action)は、授業改善と同義と捉えることができる。授業改善は、

さまざまな学校で議論され、試行されている。授業改善の具体的手立てとしては、授業チェック

リストの作成、個人カルテの作成、指導案の記入様式の検討（評価規準の見直し）等がある。

また、授業改善は、学力向上、教科指導の充実など、学校全体でテーマを掲げて取り組んでい

る場合が多いが、基本的には、個々の指導者の課題意識に委ねられる。このため、指導者には、

PDCA のそれぞれの過程を連続体ととらえ、常に自分の授業を見直す姿勢が求められる。そして、

授業改善の視点としては、明確なねらいに基づいた指導計画、発問の吟味、子どもの特性に応じ

た指導、入念な教材や資料の準備・提示等があるが、これらについて客観的な分析や省察を行う

ことが重要である。

「授業に始まり、授業に終わる」ということばがあるが、指導者としては、前述した明確な子

ども観（こんな子ども育てたい・育てる）をもち、これと併せて確かな指導観、すなわち PCDA

を意識した指導を通して、子どもに力がついたかどうかを見極める意識をもつことが大切である。

５　授業研究会

聾学校においては、専門性向上のための様々な研修会が計画 ･実施されているが、特に、授業

研究会は頻度が高く、校内研修の中で中心的な位置づけがなされている。

授業研究会は、他の指導者が子どもの活動（反応）を観察し、個々の子どもについての様々な

見方や指導に関して意見交換をする場であり、授業者にとっては、自己の授業に対する多面的な

情報が得られ、指導技術の向上の場として欠かせない。また、多くの指導者は授業を改善してい

く必要性を感じている。しかし、他の指導者の授業を見ることよりも、自分の授業を見てもらう

ことに消極的であったり、率直な意見交換にならず、一方通行の議論に終わったり、先輩の指導

者の指摘は「こうあるべき」という押しつけと感じたりする等の印象や意見をもつ指導者もいる。

授業者はじめ授業研究会の参加者の誰もが、快く討議し合い、授業改善の成果を実感できるよう

にするために、授業研究会の在り方を工夫する必要がある。

授業研究会の目的は、一口で言うと、「指導者の力量を高める」ことであるが、授業の善し悪

しを判断することではなく、参加者同士で授業改善の方向性を見出すことにある。とりわけ、授

業者としては、どの考えが正しいかというスタンスではなく、多様な見方や考え方に謙虚に耳を
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傾ける意識が大切であることは言うまでもない。また、他の参加者にとっては、授業者の子ども

の理解や解釈を知る機会であり、自己の授業を振り返る意識が大切である。

聾学校は、学級集団が少人数であることから、子どもの姿や内面の変容を丁寧に見ることが可

能である。従って、授業研究会において、子どもの活動内容 (反応 )の解釈について共通理解す

ることが容易となると考えられる。しかし、「知っている子ども」ということで、個々の子ども

の認知面・情意面・態度面を深く考察しないまま、議論が進んでしまうことが危惧される。所謂、

談話会で終始することのないように留意する必要がある。このため、授業研究会では、自由な意

見交換を基本にしつつ、例えば、テーマや課題を設け、議論を焦点化することが大切である。そこ

で、授業者は、自己の課題や議論していただく観点を述べること、また、参加者は「肯定的に評価

できる点」、「課題だと考えられる点」のポイントとなる場面や発問内容及びそのときの子どもの反

応等を詳細に考察して意見することが重要である。

授業研究会は、授業者にとっては、自分なりの子ども観、指導観を再考し、新しい視点を得、

授業改善の方向性を見出す機会であるが、「子どもを伸ばすには何が大切か、どうすれば力を身

に付けさせられるか」についてより具体的に考える場とすること、また、授業研究会を継続する

ことにより、次の授業の課題や論点を明確にすることが重要である。

６　授業に関する今日的課題

現在の聾学校の状況を概観すると、発達段階で考えた場合、乳幼児教育相談においては、新生

児聴覚スクリーニングによる早期発見が進み、より早期に教育を受ける子どもが増加しつつあり、

聴覚障害乳幼児の療育や保護者への教育的対応が求められている。また、個に応じた適切な指導

という観点からは、個に応じたコミュニケーション手段の選択、子どもの多様化（重複障害児、

発達障害を併せ有する子ども等）への対応、学力の向上、社会性の育成、自己認識（障害認識）が、

課題として挙げられる。さらに、生涯学習の観点からは、高等部（専攻科）における、進学希望

者や就職希望者への卒後支援についての対応も課題である。その他、在籍児童生徒数の減少化に

伴う学校組織の在り方が課題として挙げられている。さらに、平成20年度の全国聾学校調査では、

人事異動や退職によるベテラン教員の減少により、専門性の維持、継承が懸念されるとの指摘が

多々見られ、指導者の資質向上も課題となっていることが示された。

これらは何れも、聾学校の授業を考える際の直結した課題であると考えられる。本研究（「聾

学校における授業とその評価に関する研究」）において、全国聾学校調査及び聾学校訪問調査を

実施し、聾学校の授業に際する子どもの対応・課題について情報収集した。その結果、高度難聴

児、軽・中等度難聴児、人工内耳装用児、他の障害を併せ有する子どもの指導の 4点が、共通し

た今日的課題として挙がった。以下に、これらの対応について授業との関連で述べる。

表６に難聴の分類を示す。本稿では、小寺氏の論文より、軽度 ･ 中等度難聴を 26dB から

69dB、高度難聴を 70dB 以上と定義する。
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表６　難聴の程度・聴力レベルの分類　
分類 小寺一興 (※ ) 世界保健機関（WHO）

軽度
26 ～ 39dB
小さい会話のみ聞き取りにくい、静かな場所での女性の４，５人の
集まりで、声が小さい人の話を正確に理解できない

26 ～ 40dBHL
Slight impairment

中等度

40 ～ 54dB
普通の会話でしばしば不自由を感じる。大きい声で正面から話して
もらえば会話を理解できる。 41 ～ 60dBHL

Moderate impairment55 ～ 69dB
大きい声で話してもらっても会話を理解できないことが少なくな
い。後方で行われている会話に気づかない。

高度
70dB 以上非常に大きい声か、補聴器使用による会話のみ聴取でき
る。会話が聴取できても聴覚のみでは理解できないことが多い

61 ～ 80dBHL
Severe impairment

非常に高度
81dBHL 以上
Profound impairment

（※「補聴器の適応と適合検査」による日本医師会雑誌（第 123 巻・第６号）より）

6 － 1　高度難聴児への指導
聴覚障害による発達的、教育的な課題の一つは、言語獲得の困難さに関するものである。聴覚

障害の原因、失聴時期、聴力の活用の時期や方法、教育的環境などの違いによって言語発達の様

相も著しく異なってくる。

乳幼児期の聴覚障害の診断技術の進展による難聴の早期発見に伴い、聾学校乳幼児教育相談に

おいては、高度難聴児に対する早期補聴や保護者に対する早期からの教育的支援を行っている。

また、乳幼児期における母子コミュニケーション指導はもとより学齢期における教科指導、生徒

指導、進路指導等、それぞれの発達段階に応じ、「言語指導」を中心軸とした指導を展開してきたが、

この中で、聴力測定による聴力レベルの把握、補聴器のフィッティングや集団（FM）補聴器等の

補聴システムの活用を通して、高度難聴児に対して、その子どもなりのきこえを保障し、聴覚管

理に努めてきた。

授業に際しては、聴覚的に全ての音声情報の受容が困難であることを踏まえ、視覚教材や補助

教材を駆使したり、コミュニケーション手段の適正な選択を図ったりすることが大切である。ま

た、口形や話し方、話す速さ、話す量、子どもが読話しやすい位置どり（子どもの視線が過度に

高くないこと、話し手との距離が遠くないこと、話し手が光を背にしない）に配慮することが大

切である。同音異義語などについては、板書したり、文脈から正しい意味を推察させたりするなど、

今、何を話しているか、何が求められているかについて適宜確認することも大切である。さらに、

高度難聴ということで、一回で聞き取ることが困難な場合があり、必要に応じて、指導者が繰り

返して話したり、口声模倣をさせたりすることも必要である。さらに集団指導の場合は、誰が話

しているか気づかない場合もある。展開に際しては、子どもを指名した後に話すルールづくりや

相互読話しやすいように机の配置を工夫することも欠かせない。

高度難聴児への対応は他の子と同様に、分かる授業づくりと主体的学習態度の形成を図ってい

くことである。高度難聴というきこえの状態を押さえ、上述した配慮をすることが重要であるが、

さらに、ことばの面だけではなく、行動の面（年齢に即した学習態度を身に付けさせる）からの

指導も充実させていくことが大切である。　

6 － 2　軽度・中等度難聴児への指導
これまでの聾学校の在籍児童生徒を見ると、高度難聴との診断を受けているケースが大多数を
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占めていた。近年、学校における軽度・中度難聴の割合が増えているとの指摘があるものの、全

聾学校における聴力レベル別の在籍児に関する調査結果はない。

軽度・中度難聴児は、ある程度聞こえているがために、障害発見の時期が遅れ、それに伴い言

語獲得やコミュニケーション、学力の面で遅れを示し、発達の可能性に影響を及ぼすという課題

がある。具体的には、きこえが十分でないため、曖昧な理解に止まっているにもかかわらず、周

囲は「きこえている」という認識で子どもに対する課題意識をもたなくなるという問題がある。

また、聴力が 70dB 未満の場合は補聴器の交付対象とならず、軽度・中等度難聴は、全額自己負

担となっている状況がある（近年、軽度・中等度難聴者に対して、補聴器の購入補助を制度化す

る自治体も見られるようになった）。

軽度・中等度難聴児に対する指導としては、聴覚活用を基盤として語彙力の向上、基礎的言語

力、発音指導、書きことばの理解や表現、他の児童生徒とのコミュニケーション指導、児童生徒

本人の障害認識に関わる指導、周囲の人々の障害理解に関する指導、学力に関する指導等が必要

である。これらは主として、難聴特別支援学級で行われている。これらの事項は聾学校において

も同様に取り扱う必要がある。

聾学校における授業に際しては、子ども自身が音声でのコミュニケーションに不都合を感じて

いない場合があるため、確実に聞き取れているか、どこまで聞き取れているか、聞き取れたこと

の意味を理解しているかという確認をすることが大切である。

また、軽度・中等度難聴児は音声によるコミュニケーションが可能な場合が多いが、曖昧な発

音や表現内容に止まっていることもある。このため、相手の話を最後まで聞く態度や自分が話し

たことが相手に確実に伝わったかを確かめる態度を育成することが大切である。

その他、軽度・中等度難聴児は他の子どものきこえの状態を十分理解しないまま話すこともあ

り、子どもたち同士のコミュニケーションが円滑に進まない要因となる場合がある。このため、

指導者は、話しかける速さや声量、簡潔に話す等の話し方を指示することが必要である。

6 － 3　人工内耳装用児への指導
軽度・中等度難聴児と併せて、近年、聾学校において増加傾向にあるのが人工内耳装用児であ

る。80％以上の聾学校には人工内耳装用児が在籍しているという報告がある（原田 ､2008）。人

工内耳装用児の在籍は、乳幼児教育相談、幼稚部で多く、小学部以降、減少傾向にあるが、早期

の人工内耳施術が増加しており、今後、人工内耳装用児の在籍数の増加が予想される。

人工内耳装用児のコミュニケーション手段として、早期の場合 Auditory-Verbal 法（聴覚音声

法）が重要だとされているが、手話との併用指導を行っている学校が多い。また、現在、一部の

聾学校を除き、殆どの聾学校においては人工内耳装用児に特化した指導プログラムを用意した指

導がなされていない。今後は、人工内耳装用児に対して発達段階を踏まえたコミュニケーション

方法及び評価について検討していく必要がある。この他、人工内耳に関する学校の課題としては、

医療機関との連携、校内における情報収集と管理、進路選択、個別指導の内容等が挙げられる。

実際の授業に際して指導者は、人工内耳は全てのきこえをカバーしておらず、軽度あるいは中

等度の難聴を有していることを念頭に置くことが重要である。人工内耳は、施術時期や（リ）ハ

ビリテーションにより、個別に効果が異なるということを踏まえる必要がある。このため指導者

は、きめ細かくきこえや発語の状態を確認し、授業を進める必要がある。

今後も人工内耳装用事例が増加することが予想される。多くの聾学校においては、人工内耳研
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修会を実施しているが、人工内耳の仕組みを始めとして基礎的な内容に止まっている場合が多い。

このため、校内で具体的な指導事例を検討し、授業の配慮、必要十分な情報収集に努めていく必

要がある。

（補：ハビリテーションとは、障害のある人に対して現在の状態を出発点として最大限の発達

をとげるように支援すること。また、リハビリテーションとは障害のある人に対して残された能

力を最大限に回復させ、新たな能力を開発し、生活への復帰を実現するために行われる一連の働

きかけをいう。ハビリテーションもリハビリテーションも、一定の時間を設定した支援過程を指

す場合が多い。）

6 － 4　他の障害を併せ有する子どもへの指導
聾学校においては、他の障害を併せ有する子どもが在籍する割合が 20％程度で推移してきた。

今後、特別支援教育体制への移行に伴い、この割合が増加することが予想される。また、近年は

聴覚障害と ADHD、LD 等の発達障害を併せもつ子どもの在籍が認められるとの指摘もある。

他の障害を併せ有する子どもに対しては、実態把握を的確に行い、指導目標や指導の手立てを

定めることが求められるが、個々の子どもの障害の状態が異なるために、指導計画の作成は至難

の業といえる。

授業に際しては、可能な限り聴覚の活用を促し、全感覚を活用するように環境整備を図る必要

がある。このための個々の子どもの興味・関心に合わせた教材の開発は欠かせない。また、個々

の実態に対応したコミュニケーション方法を導き出すことが重要である。授業に際しては、子ど

もの微細な反応を受け止め、「伝える」意識をもつことが求められる。

平成 20 年度に実施した全国聾学校調査においては、障害を併せ有する子どもに対するコミュ

ニケーションの配慮として、「音声＋手話」、「指文字」、「写真・絵カード」、「単語・文章カード」、「身

ぶりサイン」、「手話付きスピーチ」、「実物」 、また、盲ろう児に対する「触サイン」等の使用に

関する記述があった。これらの配慮事項については、個々の子どもを対象として効果評価を行う

必要がある。

また、他の障害を併せ有する子どもの指導に対しては、外部の専門家との連携を図っていくこ

とも重要である。その際、授業記録の累積化に努め、子どもの課題や指導上の困難性について、

幅広くかつ具体的な検討をすることが大切である。
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コミュニケーション手段の活用と授業
－手話の活用を中心として－

小田侯朗

１．「授業」におけるコミュニケーション手段の活用

授業は教師と子どものやりとりを基本に成立する。教師が伝えようとする事柄を子どもの分か

る伝達手段で伝え、子どもの答えや様々な反応を教師が受け止めて授業を展開していく。そのた

めには教師と子どもの間に共通のコミュニケーション手段が必要になる。更には子ども同士のコ

ミュニケーションも授業の中では重要な役割を果たすため、子ども同士が共通のコミュニケーシ

ョン手段をもつことも大切な課題となる。日本の小・中学校における授業では音声日本語でのコ

ミュニケーションが基本であり、聞こえる子どもを対象とする教師がそのことに特に疑問を差し

挟むことはほとんどない。しかしながら、聾学校ではこの通常のコミュニケーション手段が成立

しにくい状況がある。聾教育の歴史における努力や工夫の多くの部分は、「授業の基本としての

音声言語によるコミュニケーション」を制限されたところから、いかに通常の学習内容を子ども

たちが身に付けるための道筋を用意するかに費やされてきたと言える。聾教育の世界的な歴史を

見ても、16 世紀には指文字が聴覚障害児の指導法として用いられ、18 世紀には手話法・口話法

といった指導法及びコミュニケーション手段が用いられるようになっている。また手話について

も、その国の音声言語や書記言語の体系を手で表示するために工夫される方法的手話と、そのよ

うな意識をせず聾者の集団の中で用いられる自然手話を巡る論争も、同じ 18 世紀には出現して

いる。その意味では聾教育におけるコミュニケーション手段の課題は古くて新しい課題と言える。

近年は聴覚障害の早期発見や人工内耳手術の普及などにより、早期からの聴覚活用に新しい展開

が生まれてきている。また手話の言語学的認知や社会的認知の広まりとともに、手話の教育的活

用にも深まりを見せている。本報告書に掲載した聾学校の授業に関する全国聾学校調査からも、

多様なコミュニケーション手段が聾学校の授業において使用されていることが分かる。特に手話

の使用については近年様々な議論がなされているところであり、今後の聾教育や聾学校の授業に

おいて、その位置付けの明確化が求められているところである。本論では聾学校の授業で用いら

れるコミュニケーション手段のうち、特に手話の活用に焦点を当て論じる。

２．日本の聾教育における手話活用の歴史

江戸時代の寺子屋の様子を記述した書物の中には、聴覚障害児が学ぶ様子などが記されている。

教育における手話の活用も江戸時代以前にあったのかもしれないが、十分な資料はない。一般に

日本の聾教育の組織的な展開は、1878 年の京都盲唖院設立をその始まりとされる。初代校長の

古河太四郎はその教育方法の一つとして「手勢」を用いた。今で言う手話である。彼は発音指導

も試みたが、十分な成果は上げられなかったとされる。1880 年の世界聾教育者会議（ミラノ会議）

での口話法採択に象徴されるように、この時期は口話法の世界的な広がりを目前にした時期であ
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る。その意味では日本の聾教育における手話活用は、始まりと同時に口話法への移行という波に

直面することになる。その後大正時代、昭和時代とよく知られる手話・口話の論争が続き、第二

次世界大戦を経て新しい教育体制が整備されると、聾教育は口話法と聴覚活用及び早期教育を融

合させる、早期からの日本語ベースの教育に活路を見いだそうとした。しかしその中で、聾教育

では捨てる方向にあった手話を、再度日本語化して利用しようとする栃木県立聾学校の「同時法」

が提唱されたのが 1960 年代の後半であった。栃木県立聾学校は、県の聴覚障害者協会とともに、

日本語に対応した手話表現の開発に取り組み、その成果を「手指法辞典」として発行することに

なる。日本語に厳格に対応した手指表現を用いる「同時法」がその後多くの日本の聾学校に普及

することは結果としてなかったが、折から世界的な展開を見せていたトータルコミュニケーショ

ンの影響もあり、この「同時法」の実践者たちはトータルコミュニケーション理念を実現する方

法の一つとして同法を位置付け、1970 年代から 1980 年代の日本の聾教育における手話活用にお

いて重要な役割を担うことになった。また 1960 年代の後半は京都府立聾学校でキュードスピー

チの使用が開始された時期でもある。その意味でこの時期は、伝統的な手話使用の教育と決別し

ようとする聾教育が、聴覚口話法を支える日本語ベースの多様な視覚的補助手段を用いてコミュ

ニケーションを改善しようとした時期とも言える。

その後三十年から四十年になる近年の聾教育における手話活用の状況を振り返ると、聾教育内

部での展開と聾教育を支える外部の展開の二つが絡まりながら進展していることが分かる。

聾教育内部では、聾学校在籍児童生徒数の減少、重複障害児の教育への関心の増大、早期教育

の進展などの変化から、指導の多様化・個別化が進み、それに合わせてコミュニケーションの成

立が重要なテーマとなってきた。また一方では、教員の人事異動の活発化から聾教育経験者の転

出や聾教育未経験者の転入などがこれまで以上に話題となり、授業を成立させるための子どもと

教員のコミュニケーションの課題もより顕在化してきた。手話、指文字、キュードスピーチなど

のいわゆる「手指メディア」を聴覚口話法を補助・補完する手段として位置付けて活用する取り

組みに対して、国立特殊教育総合研究所は 1983 年に研究成果報告書「手指法等の適応とその評

価に関する研究」を、さらに 1986 年には「聾児及び聾精神薄弱児の言語習得と多様なコミュニ

ケーションに関する研究」をまとめる。これらの中には現在「日本手話」として認識される手話

表現に関する研究も含まれるが、中心的には聴覚口話法を補完する「手指メディア」の活用に関

する研究が主であった。ここで行われたコミュニケーション手段を異にする学校間の比較からは、

各学校の生徒の高等部終了時点での成績（読書力診断テスト）では明確な言語力・学力の差は確

認されなかった。一方、小学部の児童を対象とした読解力検査では、聴覚口話法を採用する二つ

の聾学校の成績の間に手話指文字を用いる学校とキュードスピーチを用いる学校の成績が位置す

ることになった。このようなことから、言語力や学力とコミュニケーション手段を単純に結びつ

けることの問題点が明確にされた。

一方、聾教育を取り巻く状況としては 1981 年の国際障害者年などを契機に聴覚障害者の社会

参加や手話に対する関心が高まっていた。成人聴覚障害者が聾教育における手話の積極的導入を

求める活動を活発化し、また手話を言語学的に議論する研究会が 1970 年代の後半から活動を開

始した。従来、手話の言語的な特徴や社会的位置付けについては、聾教育関係者が主要な発言者

として活躍してきたが、1980 年代からは言語学研究者の中から手話に関心をもつ者の発言が目

立つようになり、やがて欧米の手話言語学研究の流れが日本の手話研究に中心的な影響を与える

ようになって、日本の手話に対する聾教育関係者の発言は影を潜めるようになっていく。1980
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年代から 1990 年代にかけて手話をめぐる議論は聾教育、手話言語学研究、成人聴覚障害者の社

会参加関連運動の各領域で異なった主流を形成してきた。聾教育内部では依然、手話は主として

日本語の習得や日本語でのコミュニケーションを補完する手段との意識が強く、日本語とは異な

る独自の言語としての教育的利用 ( 聾児のバイリンガル教育に代表される )は個別の試行的実践

にとどまるのみであった。一方、手話の言語学的研究を進める研究領域では、単なる日本語の手

指モード表現としての手話への関心は少なくなり、その独自の言語構造や聾者集団における手話

の社会的機能等に関心を強くしていく。また成人聴覚障害者の社会参加を進める立場では、様々

な教育的背景や障害状況を有する聴覚障害者のコミュニケーションや情報保障を安定させ、これ

までの様々な立場の聴覚障害者が築き上げてきた文化的営みを統合する概念及び統一名として

「手話」を位置付ける方向が主流となっていた。2000 年代になると聾教育における手話使用も、

聴覚口話とともに主要な手段の一部となり、教員の手話研修、手話付き教材の開発、指導法の研

究など具体的な教育実践レベルの進展が見られるようになってきた。

　各聾学校に聴覚障害教員が採用されるケースが目立ってきたのも 2000 年代の特徴であろう。

また教育特区を活用した「日本手話」による教育を掲げるフリースクールの活動が関心を集める

ようになる。1980 年代から 1990 年代にはコミュニケーションの成立や改善を主目的としてきた

聾教育における手話活用も、2000 年代には手話を用いた日本語力や学力の向上に関心が移って

きたと言える。　

３．日本における手話活用の現状

１）コミュニケーション手段としての手話
近年の聾学校における手話使用の変化については我妻（2008）の調査があげられる。我妻は聾

学校の幼稚部、小学部、中学部を対象に手話使用に関する調査を行い、その中で「半数以上の教

師が手話を使用している」学校の割合を尋ねる項目を用意した。そこからは平成 9年の調査では

幼稚部 22.5%、小学部 27.1% であったものが、平成 14 年にはそれぞれ、70.5%、75.6% となり、

平成 19 年には 86.3%、88.3% となっていた。このことから日本の聾学校の幼稚部、小学部におい

ては平成 9 年から平成 14 年の間に手話が主要なコミュニケーション手段の一つになってきたこ

とが推測される。また、国立特別支援教育総合研究所の調査からも近年の手話使用の広がりは確

認される。小田・他（2008）は平成 13 年と平成 19 年に行った聾学校におけるコミュニケーショ

ン手段の使用調査から、それぞれの年でスピーチに手話を併用するタイプのコミュニケーション

手段が聾学校の学部全体の 80% 以上（平成 13 年）と 90% 以上（平成 19 年）の割合になっている

ことを明らかにした（図１参照）。この「手話付きスピーチ」の使用割合は学部が上がるにつれ

て大きくなっていた。またこの間に聴覚口話法やキュードスピーチを主要な方法として用いる学

部の割合が減少していることも明らかになった。
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図 1. コミュニケーション手段使用の変化

小田・他（2008）は聾学校で用いられるコミュニケーションや言語力の評価法についても経年

比較を行っている。図２及び図３は試用している日本語力の評価法が、４つのカテゴリーのどれ

を評価しているかを尋ねたものであり、平成 8 年と平成 19 年とを比べると、「聞く」「話す」に

比べ「読み」「書き」に対する関心が以前に比べ高くなっていることが示唆される。図１に見ら

れる「聴覚口話」や「キュードスピーチ」を中心的なコミュニケーション手段として用いる割合

の減少と日本語力の評価法における「読み」「書き」への関心の増大は、聾学校におけるコミュ

ニケーション手段の多様化とともに、書記言語能力の重要視が近年の聾教育の大きな傾向の一つ

であることを示しているものと考えられる。

図２　日本語評価法における評価対象モード ( 活動 )  

　　　　の割合 （1996 年） 

図３　日本語評価法における評価対象モード ( 活動 )

　　　　の割合 （2007 年）
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２）聾学校における手話研修
聾学校における手話の活用が広まることにより、教職員の手話研修の必要性も高まってきた。

聾学校における手話研修の現状を概観できる資料としては、全国聾学校長会が発行した「聴覚障

害教育の現状と課題　1」（2004 年）がある。この調査結果については、質問項目などに十分整

理されていないところがあったとして、傾向を知る程度のものと注釈が付けられてはいるが、整

理のしにくさも含めて日本の聾学校における手話研修の現状を表した調査として貴重なものであ

った (聾学校長会 ,2004）。

まずは手話を使用する ( できる）教職員の割合についての調査であるが、どのような手話であ

れ授業において手話を使用している教員等の割合は乳幼児教育相談担当者を含めすべての学部の

平均で 81.9% となった。しかしながら授業に支障がない程度のレベルかどうかを問われた場合に

は、支障がない教員等の割合が 53.2% となる。同様に授業以外での活動で手話を使用している教

員等の割合は 82.2%、そのうち支障のないレベルで使用する教員等の割合が 52.0% となる。ここ

からは、現在の聾学校ではすべての学部で手話がかなりの割合で使用されていることが分かると

同時に、約半数の教員が自分自身の用いる手話が授業等で十分な機能を発揮していないことを感

じていることが分かる。さらにこれらの手話を「日本語対応手話」および「日本手話」という名

称で授業での機能的な活用を尋ねた設問に対しては、それぞれ 20.5%、3.2% となる。上述の「手

話」が授業で使えるレベルの割合であるおよそ 50% の数値が、「日本語対応手話」という名称で

の問いに対しては 20.5% と減少し、「日本手話」という名称での問いにはさらに 3.2% と激減する

理由としては、聾学校の教員の手話に対する意識が「日本語対応手話」「日本手話」といった枠

組みに沿っていないこと、これらの呼称を持つ手話を限定的にとらえていること、そして特定の

枠組みの手話を自分自身が身につけているかどうかの判断ができないことなどがあげられよう。

この聾学校長会の調査では聾学校における手話研修の実態についても述べられている。

106 校の聾学校のうち 88 校が何らかのかたちで手話研修を行っている。これは同時に尋ねら

れた設問の「手話以外のコミュニケーション手段の研修実施」が 47 校であることからも、手話

が学校として意図的に、かつ積極的に取り組む必要のあるコミュケーション手段であるとの意識

が伺える。形式としては朝礼時の短い時間に継続して学習する学校が多くみられた。また手話研

修のレベルについても本調査では、「新単語学習」「会話入門レベル」「授業使用レベル」「通訳レ

ベル」の 4段階を設けそれぞれプログラムが紹介されている。具体的な記述をみると、必ずしも

この 4段階に分けることが適切とはいえない面もあるが、対象者の能力や研修のために確保でき

る時間帯や講師などの条件を考慮しながら、それぞれ工夫を凝らしていることが分かる。手話研

修の講師に関しては聴覚障害教職員あるいは手話通訳士の役割が重要になっている。しかしなが

ら、教員が手話使用能力を身につける方法について尋ねる質問には、「生徒との会話の中で」学

ぶとの回答が上位に位置しており、実際には校内研修 (典型的には全校あるいは学部の一斉研修

) が手話習得に一定の役割を果たしてはいるものの、それだけでは十分ではなく、生徒とのコミ

ュニケーションや成人聴覚障害者との積極的な交流などを通して、はじめて機能的な手話活用能

力を身につけることが示唆される。聾学校における教員の手話使用能力維持を考える上で、大き

な課題となるのが人事異動であろう。近年教員の人事異動の活発化が話題になっており、聾学校

においても、手話を知らない教員の転入や、手話で何とか授業が行えようになってこれからを期

待される教員の転出などなどが課題として議論される。　
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３）聾学校における手話教材
手話を授業等で活用する際には教材の開発が重要な働きを担う。日本の中で手話を解説する辞

書・語彙集の類が一般向けに出版されはじめたのは1960年代である。1962年に市村栄の「手真似」、

1963 年に松永端の「手話辞典」、1964 年に同じく松永端の「手まね入門」、そして 1969 年には全

日本ろうあ連盟の「わたしたちの手話（１）」が出版されている。その後は 1980 年代以降になっ

て一般向けの手話学習書の出版ブームのような現象が起こり、書店に多種・多様な手話学習書が

並ぶこととなる。しかしながらこれらは、日常会話に用いる手話語彙や歌の歌詞を手話で表した

ものなどが主流であり、聾学校における教科指導を念頭に置いたものではなかった。教科に対応

した手話語彙の開発などが盛んになってくるのは 2000 年以降である。聾教育の明日を考える連

絡協議会が「学校の手話シリーズ１　国語の手話　用例集」を出版したのが平成 16(2004) 年で、

その後現在まで主要教科の手話用例集が継続して発行されている。また 2000 年以降にはビデオ

や CDを媒体とした手話教材も開発されるようになった。平成 14(2002) 年に日本ろうあ連盟日本

手話研究所から国語教科書に対応した日本手話ビデオ教材が発行され、これも小学部低学年用に

ついてシリーズ化された。さらに平成 19（2007）年には熊本県立聾学校や熊本県聴覚障害者情

報提供センターなどがプロジェクトチームを組み、「手話ごんぎつね」という CD-ROMを開発・発

売し始めた。また脇中 (2007) の「よく似た日本語とその手話表現」（北大路書房）は、似ている

が意味の異なる日本語表現をとりあげ、それらに対する手話表現の違いを解説したものであり、

聾学校で授業を担当する教員に読まれている本の一つである。このように教員が授業を中心に手

話を活用のための教材は、近年より多様化している。教科の専門用語を手話で表すための教科対

応手話語彙集、日本語指導や日本語を基盤とした指導に、手話が概念的に適切に対応するよう工

夫した日本語と手話の対応表現教材、そして日本手話を教科の理解に積極的に用いようとする日

本手話教材など、様々な教材が開発されてきている。しかしながら、これらはまだ試行的な段階

を十分超えてはおらず、小学部から高等部に至る教科指導に十分な語彙数や対応表現が開発され

ているわけではない。そしてこれらの開発には単独の聾学校での努力には限界もあり、聾学校間

の連携、聴覚障害者や手話関連の機関との連携、メディア開発のノウハウをもつ企業との連携等

が今後課題となってくると言えよう。

４）手話を用いた指導法
先にも述べたが近年の日本の聾教育において、手話を積極的に用いた意図的、体系的な指導法

として最も知られているものは栃木聾学校の同時法であろう。1960 代に実践が始まったこの同

時法は、スピーチと手話を同時に表現するもので、そのために徹底した手話表現の日本語化を図

った。日本語の表現が同じ語は手話表現も同様にし、日本語の文法的マーカーも独自に開発する

など、言語コードは日本語で統一されたものであった。しかしながらこの指導法が日本の聾学校

に広く流布することはなかった。その後の日本の聾学校における手話活用の広がりにおいて手話

は、聴覚口話法の補助的手段あるいはコミュニケーション成立を促す概念の視覚的表示手段の意

味合いが強く、使用にあたっても学校や地域として十分体系化・共通化するのではなく、個々の

教員の手話能力に任せられたその場に応じた対応が主流であったと言えよう。しかしながら手話

が聾教育におけるコミュニケーション改善に一定の役割を果たすようになり、また手話の教育的

使用をさらに積極的に望む保護者の要望なども高まると、教科指導や日本語指導への手話の活用

という、古くて新しい課題が再提起されてくる。具体的な方法としては日本語化した手話の利用
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と、日本語とは言語体系の異なる日本手話の利用の二つが課題になってくる。前者の場合、「同

時法」において経験したように、日本語を視覚化することにより学習場面で日本語に触れる機会

は増えてくることや日本語コードでの学習で統一できることなどの効率化が望める一方、極度に

日本語化した手指表現は一般に流通する手話とは表現も概念もかけ離れていく問題がある。また

スピーチと手話の同時表現を方法として用いる場合には、教員や児童生徒の日本語能力と日本語

に対応した手指表現能力が同レベルに在ることが求められ、それらが異なる場合（特に手指表現

に省略・欠落や逸脱がある場合）には、日本語としての十分な理解が望めなくなる可能性がある。

また、日本語指導に対する教科指導や日本手話の使用は、二つの問題を同時に抱えることにな

る。一つは教師と児童生徒の両方に十分な日本手話の使用能力があるかどうかであり、もう一つ

は日本手話から日本語への学習の転移がどの程度期待できるかと言うことである。さらに日本語

に対応した手指表現と日本手話の両方を学習活動に用いる場合には、コードスイッチの意識と技

術をどの程度持てるかも課題となる。

　これら両アプローチ共に、小学部の高学年以降になると、書きことばを通して学ぶことの重要

性が高まってくることも付け加えるべきことであろう。

５）手話を用いた授業での実際的配慮
上述した手話の教育的活用法は授業を考える上でも重要であり、以下にその具体的な配慮につ

いて述べる。

第一には手話が視覚的表現であることに関連した配慮である。音声言語での授業展開になれた

教員は音声の説明にかぶせて、黒板を使用したり、教材を用意したり、説明の位置を変えたりす

る。しかしながら手話での授業では、まず子どもたちが教員の手話を見ることが必要になる。子

どもの視線を確認せずに説明を始めること、後ろを向いたり移動したりしながら手話を表現する

こと、教科書などの教材を手にしたまま手話を表現することなどは、手話による十分な情報を伝

えない環境となる。また集団を意識せず、その中の一人に手話で話しかける場合なども、他の子

どもには伝わらず、集団の学習にならない。

第二には音声言語と手話を同時に使用する場合によく生じる問題に関連した配慮である。多く

の教員は音声日本語を用いる能力と手話を用いる能力の間に差がある。一般には日本語のスピー

チに合わせて手話を表現しようとすると、適切に対応する手話語彙が思い浮かばず、スピーチが

止まったり、手話表現を省略したり、たまたま思いついて手話語彙を当座のものとして表現した

りする。また両方のタイミングを合わせるためにスピーチや手話が間延びしたりあわてた表現に

なったりすることもある。このような場合には手話表現を中心に理解している子どもには、断片

的な情報しか伝わらず、結果的に学習を停滞させることになる。日本語能力の高い子どもの場合

には、限られた情報を推測でふくらませ、一定のメッセージとして受け止めることもできるが、

教員の意図した内容と異なる場合も多くある。また日本語では同じ表現であるが手話では使い分

ける語彙なども同様である。「話す」などの語彙は教員が話す場合と、相手の子どもが話す場合

とで手話表現は異なる。同じ表現を用いると話す主体を混乱することがある。このようなことを

避けるためには、授業で用いる手話語彙をあらかじめ確認したり、表現に詰まった際には板書な

どの方法で情報を伝えることなどがあげられる。自分自身の授業をビデオに録画し、後で音声を

消したり小さくして見ることにより、手話表現の課題をチェックすることも授業時のコミュニケ

ーション状況を知る上で役に立つ。
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第三には日本手話を中心にコミュニケーションする際に起こる課題とそれに対する配慮であ

る。一つには子どもの手話能力の評価が十分ではない場合があげられる。子どもの日本語力につ

いては様々な評価法があるが、手話力の評価法は十分に用意されていない。教員が用いる手話を

子どもがどのように理解しているかを様々なかたちで知る必要がある。また手話で通じ、十分に

理解したからといって、それに対応する日本語の語彙を理解したことにはならない。このような

時には手話での理解の後、それに対応する日本語の語彙などを指文字や板書等で表現し、その対

応関係を伝えることも大切になる。日本手話を用いる場合には空間のデザインあるいはマッピン

グと呼ばれる”表現の位置取り”が重要になる。「A から B へ○○する」等の文で、○○という

動詞を Aと Bの異なった項の位置に対応させる動詞の一致 (Agreement) や、話し手の交代を体の

向きや姿勢等の様々な手段で示す役割交代（role shift)）等はよく用いられる手話表現といえる。

また乗り物一般や人間一般を表したり、道具を操作したり形を表したりする表現として知られて

いる分類辞（classifier)）の円滑な使用も日本手話の効果的な使用として述べられる点である。

以上、手話を用いる際の実際的な配慮について述べてきたが、多くの聾学校での手話使用は、

厳格なルールの下になされているのではなく、教員の力量に任されているところがある。手話を

共通のコミュニケーション手段とする場合には学校としての一定の申し合わせが必要になろう。

また子どもの手話の使用状況を把握することと教員の手話研修は欠かせないものといえよう。

４．今後の課題

以上、日本の聾教育における手話使用の歴史を概観し、現状について説明してきたが、聾教育

における手話使用の問題は、300 年以上の長きにわたり繰り返し提起されてきた問題である。そ

こには通常の教育の基盤とされてきている多くの条件が、聴覚障害者の学習やコミュニケーショ

ンを考える際には基盤になりにくい事実が依然として横たわっている。社会的な活動の大部分が

聞こえることを前提にして成立していること。学校における日常の教育的かかわりやコミュニケ

ーションがはなしことばによる授業を中心に行われていること。聴覚障害児の親の大多数は聞こ

える親であり、家庭や地域での自然な手話習得が困難であること。そして依然、聞こえにくさは

その程度によるものの十分な音声言語の発達を抑制する要因となること。そしてこれら聞こえる

ことを前提にした社会システムは、聞こえない人々にとって十分便利なものではなく、一方「手話」

は聞こえる人々にとって社会生活を送る上での必須の手段とはなり得ていない。むろん聾教育は

これまでの歴史の中で、多くの努力を重ねその質の向上に力を注いできた。教育方法、指導方法

や教材の開発はもとより、聴覚支援機器の活用（補聴器や人工内耳等）、早期教育の進展、医療・

福祉・労働分野等との連携、そして聾教育に関する社会的な啓発活動等である。しかしながら特

別な努力や配慮がないままで、聞こえない人々が聞こえる人々と同じように学ぶ条件や環境は依

然整っていない。変化する社会において、これまで手話が聞こえない人々にとって重要な役割を

果たし続けており、かつ社会全体の中で手話は限られた目的、限られた人々への手段として機能

し続けてきたことが、繰り返し聾教育において手話をめぐる課題が提起される理由と言えよう。

あらためて考えるなら、補聴器や人工内耳の効果的利用に支えられる聴覚法や、教員の高度なス

キルと児童生徒の継続した習得のための努力に支えられている口話法についても、それ自体が自

然には成り立っていないという意味で手話の問題と共通するものであり、この教育はこれからも
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特に教育関係者の不断の努力を必要とするものだと言えよう。

このような中であらためて今後の手話の教育的活用に関する課題をあげるとすれば、以下のよ

うになる。

聾教育の対象となる子どもと、その養育環境や地域のリソース等の実態把握がより重要となる。

聴覚障害の程度や特性のみではなく学習のスタイルや他の障害の状況などを把握するとともに、

子どもが成長する言語環境やコミュニケーション環境の把握が重要になる。

手話に関しては、対象となる子どもの視覚的情報処理の特性や家庭や地域での手話環境の有

無などを把握することが適切な教育のために不可欠になる。これらの実態を把握するととも

に、手話を活用する教育を進める前提として、子どもたちの基本的な手話使用能力を高めてお

く必要がある。「遊び場の言語力」とも「生活言語」の力とも呼ばれる Basic Interpersonal 

communication skills(BICS) が、教科学習を開始する前に手話という表現形式で機能している

ように、言語環境を整備する必要がある。あわせて「生活言語」に対して「学習言語」と呼ばれ

る能力である Cognitive  Academic Language  Proficiency(CALP) が、手話においてはどのよう

に発展させられるのか、また手話の CALP と日本語の読み書き能力はどのように関係しているの

かについても今後さらに明らかにすべき課題である。

手話を活用した学習環境の整備としては、教員の手話活用能力の維持・向上や手話教材の開発・

配備等が上げられる。近年の聾学校では人事異動が専門性維持を危うくする最も大きい要因とな

っているが、手話によって学習が成立する環境の維持は一朝一夕では出来ず、専門性を持つ教師

集団の維持が不可欠である。またきこえない子どもが適切な自己認識を育て、積極的な社会参加

への意欲や態度を形成するためには、聴覚障害児集団でのコミュニケーション経験や、聞こえる

人々との相違点や共通点の認識など、バランスを考慮したかかわりが重要である。

指導法に関して述べるなら、指導法そのものが目的にならないよう、常に子どもたちの実態と

教育目標を把握した上での指導が求められる。教育は何らかの教育的価値に基づき展開される。

すなわち教育理念であり、教育を受ける子どもがどのような力を身につけ、どのように社会参加

し自己実現を果たしていくか等について述べるものである。そして理念に近づくために様々なア

プローチが組み立てられる。学習指導要領はこの理念に近づくために学習内容を学年という発達

段階を基本にならべた「内容に関するアプローチ」である。またアプローチには方法の面から組

み立てるものもある。アプローチを支えるものとして様々な指導法が存在する。指導法は子ども

の学びの特性によって選択されるものでもあり、子どもと教育の進むべき先に合わせて選択され

るべきものでもある。手話に関して述べるなら、手話を教育の理念の中に書き込み、きこえない

子どもたちの教育の到達点に手話が重要な価値として存在するように位置付けることもできる。

またきこえない子ども達が学ぶ道筋を創り上げるときに、それを支える基本的で重要な要素とし

て手話を位置付けることもできる。また特定の学習活動を成立させるために有効な指導法として

手話を位置付けることもできる。口話法に関してはかつて、「口話主義（音声言語および音声言

語によるコミュニケーションの価値を重視する）」「口話的アプローチ（読話先進・発話自然・言

語中心の三主義に表されるようなアプローチ）」「口話的技術指導法（発音指導・読話指導等）」

が聾教育において強固で一貫した体系を築いていた時期があった。手話に関しても同様に、これ

らのどこに位置付けるかによって教育的意義が異なってくる。近年はノーマライゼーションや

ICF などの考え方にも現れているように、多様な価値観の共存が課題となっている。以前の口話

主義の前提となった社会観とは異なった教育的理念が求められているとも言える。
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聾教育の対象となる子どもたちが多様化し、教育の理念も多様化する中で、手話の位置付けは

これまで以上に重要であり、かつ単純ではないものとなっていると言えよう。
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聾学校における授業の形態

 藤本裕人

今回、聾学校の授業の現状をとらえるために、授業を受ける子どものグループ編成の状況、教

育課程と教科書の使用状況、授業で使われる教材や教具、これらを表す言葉として、ここでは「授

業の形態」という語句を使用している。また、同じ教室で、同じ教科書を使って授業を受ける子

どもたちの集団を「授業グループ」と表現している。

（１）聾学校の授業における学習集団の重要性　
聾学校の在籍者数が減少していることが課題として取り上げられることが多くなってきた。現

在、聾学校の授業の専門性を考えるとき、教師は、どのような授業場面を想定して指導計画を立

案しているのであろうか。教科指導の際に教師の発問を受けて、児童生徒同士のコミュニケーシ

ョンが活発に行われているという状況であろうか。幼稚部の「話し合い」の授業で、昨日のでき

ごとなど自分の経験を話したくてたまらないという子どもがあふれているという様子であろう

か。友達である他者の経験を活かしながら、授業を進めることができる状況であるか。今一度、

授業を受ける児童生徒数や授業の形態を確認をし、冷静に専門性の継承と発展を行わなければな

らないと感じている。

聾学校の小学部や中学部の授業では、教師と児童生徒は、お互いの目を見ながら、また相手の

表情の意味をくみとりながら自分の考えを発表する。そして友達の発表をしっかりと聞いてから、

『僕は、こう思う』と、意見を述べ合う。友達の意見を自分の経験に照らし合わせ、表現された

言葉の意味を自分の頭の中で、イメージとして再現しながら、内容の理解を深めていく。

聾学校の教師は、聴覚に障害のある子どもの特性に配慮して、発言する話者に視線を向けるこ

とを促したり、発言の内容に曖昧な表現があったりして言葉の意味の斟酌が難しいときは、教師

が子どもの発達段階に即した内容表現に言い換えたりしながら授業を進める。そのようなとき、

曖昧な表現は、口声模倣や手話模倣などを経て正しい日本語になおされ、さらに確実な書き言葉

の表現に結びつける活動が行われる。教科指導場面での確実なコミュニケーションの伝達を確保

した教科指導を行いつつ、同時に言語指導も巧みに取り入れられているわけである。

学校教育の中で、年齢相応の生活の言葉を使って、教科の新出語句の概念を理解していくために

は、児童生徒の発達段階を踏まえた教師の指導が極めて重要となる。教科書で使用される語句や

文章の理解を促すときには、教師の側から「これは何ですか。見たことがありますか。」など、辞

書的な知識を尋ねる場合もあれば、「どう思いますか。どんな気持ちですか。」と、子どもの情動に

働きかけて、登場人物の心情を推察する発問が用いられることがある。このようなとき、学習場

面での語句や文章を理解し深めていくためには、授業グループの子どもたちの経験に基づいた言

語を使用することと、安定したコミュニケーション状態での意見交換がとても重要な役割を果た

すことになる。この点で、一緒に授業を行うグループの構成人数の状況は、授業での多様な経験

に基づく意見交換を充実させることに、大きな関係があることを踏まえておかなければならない。

例えば、教師１人の発問に対して、８人の児童の授業グループであれば、８人の子どもの知識、

生活経験、性格などが関係した様々な言語表現が飛び出してくる。教師は、子どもからの多様な
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表現形態を、教材の確実な理解に導くために、分類したり、言い換えたりしながら指導を行うわ

けである。理解が難しい場合は、言葉の意味を子どもたちの発達レベルの言葉を言い換えて、内

容をかみ砕いて説明し、その授業の目標の達成に近づいていくことになる。

現行法制度上は、聾学校の学級編制は、小学部や中学部では 1 学級８人という在籍者数となっ

ている。そして、重複障害の児童生徒の学級は、１学級の児童生徒が３人という構成である。し

かしながら１学級８人の授業グループで勉強を行っている聾学校は、今は全国でも数校しか存在

しない。近年、児童生徒数の減少が語られながらも、授業グループの実態の把握がなされてこな

かった現状があり、活発な意見の切磋琢磨ができているかという危惧を持つわけである。実態把

握の結果如何によっては、授業グループが常に６～８人在籍していた時代の聾教育から生まれて

きた指導方法の専門性が、そのままの手法で使えるのかどうか、検討が必要となる。少人数に対

応する新たな指導方法の工夫を開発したり考案しなければならない状況が生まれていることにな

る。継承すべき授業の専門性についても、具体的な内容を確認し、専門性を継承する研修システ

ムの検討が必要となる。

（２）授業形態の変遷と現状
①授業グループの現状
国立特別支援教育総合研究所では、全国聾学校長会の協力を得ながら、聾学校の幼稚部、小学

部、中学部、高等部本科、高等部専攻科の授業グループについて調査を行った。授業グループの

人数に関する調査対象は、幼稚部については「話し合い」の時間の授業グループ、小学部・中学

部・高等部本科・高等部専攻科については「国語」の時間の授業グループについて実態調査を行

った。調査期日は平成 19 年 11 月である。その結果を図１に示す。

図１　授業グループの人数

この調査結果から、聾学校の幼稚部では、約半数の授業グループは１～３人で「話し合い」の

授業が行われていることが分かった。小学部では、約 82％の授業グループが１～３人で授業が

行われていることが分かった。中学部や高等部（本科・専攻科）の授業では、約 75% の授業グル

ープが１～３人で授業が行われていることが分かった。
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授業グループの構成が「1 人」ということに限定して解釈するなら、小学部は約 41%、中学部

は約 32%、高等部本科は約 37%、高等部専攻科では約 31％が、教師１人と児童生徒１人という状

況で授業を行っていることが分かった。

②　授業グループの編成の考え方
授業グループについて実態調査を行ってきたが、実際にどのような判断基準でグループ構成を

行っているかについて、その結果を図２に示す。授業グループの編成に関する各聾学校（76 校）

からの自由記述内容を分析してまとめたものである（複数回答含む）。

図２　授業グループ編成の考え方

アンケートの自由記述（複数回答含む）からは、授業グループの編成での判断基準は、児童生

徒の学年を基本として編成するという回答が 66 ケース、児童生徒の学習進度や習熟度を考えて

授業グループを編成するという回答が 26 ケース、児童生徒の言語力を考えて授業グループを編

成するという回答が 14 ケースあった。その他は 10 ケース（重複障害・学力）という回答であった。

授業グループの編成の考え方は、まず「学年」を基本として、その次に「学習進度や習熟度」

を考えて授業グループを編成しているとの回答が多くあった。しかしながら、必ずしも「学年」

を主体とした授業グループが編成されない実態もあることが分かってきた。

授業グループは、そのグループでの教育課程の編成や使用する教科書と深く関係するものであ

り、授業グループの編成は、教育課程や児童生徒の教科書の履修歴とも関係があることが読み取

れる結果となった。

③　授業グループの変遷
聾学校での授業グループの歴史的な変遷を確認するために、文部省特殊教育資料と文部科学省特別

支援教育資料を調査し、表１を作成した。調査内容は、幼稚部、小学部の在籍者数と学級数、及び小

学校難聴特別支援学級の在籍者数と学級数である。この調査結果に基づいて幼稚部、小学部、難聴学

級（小学校）の１学級当たり在籍者数を推計し、表１に併記した。調査資料の文部省及び文部科学省

の統計資料については、調査が行われていない年度については、空欄として処理を行っている。１学

級当たりの在籍者数は、全在籍者数を全学級数で除し、１学級の在籍者数として表記している。

（校）

（複数回答含む）
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表１　聾学校の幼・小学部と小学校難聴特別支援学級の在籍者数推移（昭和 38 ～平成 20 年）

全在籍者数と全学級数から、単純に 1 学級当たりの在籍者数を計算したところ、幼稚部では統

計数値が残っている昭和 53 年は 1 学級 4.77 人、平成４年は１学級当たり 3.96 人と 1 学級当た

り 4 人を下回った。平成 20 年では、1 学級当たり 3.36 人と、次第に減少してきていることが分

かった。

小学部では、昭和 53 年は 1 学級当たりの在籍者数が 4.46 人であったが、昭和 57 年には 1 学

級当たりの在籍者数が 3.94 人と 4 人を下回った。そして、平成 12 年には 2.93 人と 1 学級当た

り 3 人を割り込む在籍者数となったが、平成 20 年には、3.03 人と 3人を維持する数字となった。

小学校の難聴特別支援学級では、昭和43年は1学級当たり7.93人の在籍者数があった。その後、

昭和 48 年は 6.16 人、昭和 52 年は 5.04 人、昭和 59 年は 4.08 人、平成元年には 3.02 人、平成

13 年は 2.04 人と常に減少を続け、平成 20 年は 1.81 人となっている。

授業グループの編成の判断基準は、先に述べたとおりであるが、１学級当たりの在籍者数の減
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少が、結果として授業グループの編成の人数にも影響を与えている実態が浮き上がってきた。

小学部の在籍者数は、早期教育の充実と関係があることが従前から述べられることがあったが、

断定的な関係は言及できるところまでは至っていない。近年の人工内耳の使用も何らかの影響を

及ぼしているが推察の域を脱していない。

（３）授業を支える教材・教具
聾学校の教室の中には、小学校や中学校等にはない特別な教材・教具が存在している。それらは、

特別支援学校の学習指導要領の第１節に則って考えると、教師の目の前にいるのは小学生、中学

生、高校生であり、そして聴覚に障害のある児童生徒を教えるための工夫された教材・教具であ

るいえる。聴覚に障害のある子どもの特性を踏まえ、いかに教科指導を行うか。長い間の教育活

動の中で、工夫が積み重なり指導の専門性として積み上がってきたわけである。伝統的に受け継

がれきたものには、教室の中にたくさん掲示された言葉の短冊、発音指導の大鏡、集団補聴シス

テムなどは、現在でも聾学校で目にすることができる特別な教材・教具である。音響の共振にこ

だわった木質床の音楽教室や聴力測定を行う防音室、始業終業を伝えるパトライトなど、聾学校

としての特別な設備も存在する。聴覚に障害のある児童生徒の教育方法の進展に影響を与えるも

のは、単に学校教育だけの範囲に収まらないのも事実である。例えば、人工内耳や文字表示も可

能な大型ディスプレイなど、医療技術や科学技術の進歩が深く関係していることも事実である。

学校教育を展開していく上で、いかに効果的に音声情報を伝えるかとうことでは集団補聴シス

テムがあることはよく知られている。この分野だけでも、ループ式、相互通話式、ＦＭ式、赤外

線式など、伝搬方式を考慮した技術革新の歴史がある。アナログからデジタルへという科学技術

の進展の影響も色濃く受けているわけである。

コミュニケーション手段面では補聴器が開発される前には、声を見せるという方法として「話

読」の指導技術が使われていたが、補聴器が開発されると「聴能訓練、聴覚学習」という方法が

加わってきている。そして、視覚的な情報を有効活用する上で「手話」を言語として活用するこ

とも進んできているわけである。

「絵カード」の作成方法を見ても、手書き、カーボン紙を使って複製、銀塩写真、ガリ版活用、

ボールペン原紙、青コピー、ポラロイド写真、電子複写機、デジタルカメラ、電子データとして

の絵カードデータベースなど、より正確に、多量に、カラフルに、実物化、動画化、リアルタイ

ムに利用できるようにと変化をし続けているわけである。チョークと黒板は教室のシンボル的な

設備ではあったが、ここ 30 年来の教材の提示方法の変遷は、掛け図、スライド、16mm、TV、ＯＨＰ、

VTR、DVD、大型ディスプレイ、コンピュター活用しプロジェクター投影など、格段にリアルな視

覚情報を動画として提供できる環境に変化を始めている。

黒板そのものもプロジェクター投影が可能なホワイトボードに変わり始めているようである。

これらは、聴覚障害教育において、今後、何をもたらすか慎重に取り入れる必要がある。多量の

視覚情報と同時に、映像の背景には多量の音声情報も同時に提供されているからである。教材開

発は、聴覚に障害のある子どもの特性に応じた合理的な配慮は何かということを、常に意識して

授業を行いたいものである。多くの情報を活用する上で、その情報の意味するものを解釈する力

を育てたり、場合によっては、情報を脳で処理する力を育てたりしていくことを、学校教育の中

で取り組んでいかなければならないわけである。このような現状において、聾学校の教員に普段

の研修が不可欠な状況があることは、自明のことである。
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（４）教育課程と教科書の使用
聾学校において、学習指導要領に基づいて教育課程を編成した場合には、児童生徒の障害の状態

に合わせて、主に４つの教育課程の編成が行われることになる。それは、次の４つのパターンである。

①小学校・中学校・高等学校の教科等を指導する教育課程

②小学校・中学校・高等学校の下学年・下学部適用で学習する場合

③特別支援学校（知的障害）の教育課程と代替する場合

④自立活動を主とした教育課程

これらの教育課程と教科書の使用は、次のとおりである。

小学校・中学校・高等学校の教科等を指導する教育課程では、小学校、中学校、高等学校と同

じ内容の学習を行う教育課程のことを意味している。この場合は、小学校、中学校、高等学校と

同じ教科書を使用して学習をすることになる。聴覚に障害のある児童生徒を指導をする際には、

特に指導方法・内容の工夫が必要になるのは、教科指導全般に関わるコミュニケーション手段の

配慮と、特に音や言語発達に関係する「国語」「音楽」「英語」での配慮が重要であることは容易

に分かる。しかし現実には、全ての教科において、教科書の文章や教師が授業説明に使う言葉の

理解力が必要となる。指導者は、常に、児童生徒の言語力育成を意図した配慮が必要となる。

聾学校では、小学校や中学校にはない「自立活動」の時間があるため、教科の指導時間を相当

工夫して教材を精選しても指導総時間数に限りがあるため、小学校や中学校より教科の時間が少

なくなる場合がある。そのような場合、例えば、小学校５年生であっても、4 年生の教科内容に

未履修の箇所がある場合は、小学校４年生の教科書を使って学習する場合がある。つまり、下学

年の教科書を使って学習することになるわけである。小学部を終了して中学部であっても小学部

の教科書を使って学習することがあるわけである。このような場合の教育課程が、下学年・下学

部適用で学習する場合となる。

聾学校に在籍する児童生徒であっても、知的障害を併せ有する重複障害の場合は、知的障害

の教育課程を代替として教育課程を編成することになる。この場合の小学部では、教科は「生活」

「国語」「算数」「音楽」「図画工作」「体育」の６教科となる。この中で、「国語」「算数」「音楽」

については、知的障害教育用の文部科学省著作教科書が作成されているが、「図画工作」「体育」「生

活」（知的障害の教科「生活」は小学校の教科「生活」とは異なる教科である）の教科は、知的

障害を対象とした教科書が作成されていないため、子どもの障害の状態に応じて、一般図書を

使用して学習をする。特別支援学校（知的障害）の教育課程を中学部で編成する場合は、必修

教科は「国語」「数学」「社会」「理科」「音楽」「美術」「保健体育」「職業・家庭」の８教科とな

る。「外国語」は、学校の判断で必要に応じて設けることができるようになっている。教科の学

習では文部科学省著作教科書を使用するが、子どもの障害の状態に応じて、一般図書を使用す

る場合もある。

自立活動を主とした教育課程で学習する場合は、重複障害者のうち、障害の状態により特に教

育課程の編成に配慮が必要である場合についての学習指導要領の規定に基づいている。その規定

の内容は、「重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合には、各教科、道徳、外

国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科、外国語活動若しくは

総合的な学習の時間に替えて、自立活動を主として指導を行うことができるものとする（特別支

援学校小学部・中学部学習指導要領第１章第２節第５の３）」という内容である。重複障害者に

ついては、一人一人の障害の状態が多様であり、特に心身の調和的発達の基盤を培うことが重要
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であり、そのために自立活動を主とした教育課程を編成する。使用する教科書は、子どもの状態

に応じて、一般図書を使用することになる。

聾学校での教育課程の実施状況については、平成 13 年度の調査結果（表２）が国立特殊教育

総合研究所（現在の国立特別支援教育総合研究所）から報告されている。

表２　聾学校の教育課程の実施状況

教育課程　　＼　　学部  小学部  中学部  高等部

小・中学校等の教科を使用する教育課程   63.4  ％   59.4  ％   79.2　％

下学年・下学部適用で学習する場合   23.2　％   29.2　％   11.0　％

知的障害の教育課程と代替する場合   11.7　％   11.2　％    8.6  ％

自立活動を主とした教育課程    1.7　％    0.1　％    1.2　％

＊平成 13 年度　国立特殊教育総合研究所調査結果より引用　（一部表現を修正）

平成 13 年度の結果では、小・中学校等の教科を使用する教育課程は小学部で約 63％、中学部

で約59％、高等部では約79％である。 下学年・下学部適用で学習しているのは、小学部で約23％、

中学部で約 29％、高等部で約 11％であった。知的障害の教育課程と代替して学習しているのは、

小学部で約 12%、中学部で約 11％、高等部では約９％であった。そして、自立活動を主とした教

育課程で学習しているのは、小学部で約２％、中学部で 0.1％、高等部で約１％という結果であ

った。

本研究の平成 19 年度の授業グループでの教科書の使用状況調査結果から、教育課程の現状を

図３に示した。回答のあった小学部（674 授業グループ）のうち、小学校の教科を使用する教育

課程で学年対応の教科書を使用しているのは 397（約 59％）の授業グループ、下学年の教科書を

使っているのは 140（約 21％）の授業グループ、その他で一般図書（学校教育法附則の９条本）

を使用しているのは 137（約 20％）の授業グループという結果であった。

図３　授業グループの使用教科書（小学校・中学部）

中学部では回答のあった 370 授業グループのうち、学年対応の教科書を使用しているのは 210

（約 57％）の授業グループ、下学年の教科書を使っているのは 81（約 22％）の授業グループ、

その他で一般図書を使用しているのは 79（約 21％）の授業グループという結果であった。
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教育課程と教科書の使用は、極めて関係の深いものであり、平成 13 年度の小学校の教科を使

用する教育課程が 63.4% に対して、平成 19 年度の小学部の学年対応の教科書使用状況は 58.9% 

であり、かなり似通った実態であることが分かった。このことは、聾学校では、小学校と同じ教

育課程が行われていることの実態には大きな変化がないことが推察される。

下学年の教科書を使用して学習している場合は、教育課程の観点では 2 種類あり、下学年・下

学部適用で学習している場合と、知的障害の教育課程を代替した場合で一般図書として下学年の

教科書を使用する場合があるため、下学年の教科書の使用の実態があっても、必ずしも教育課程

が同一とはいえない。そのため、平成 13 年の調査結果と平成 19 年度の調査結果の比較について

の詳細な解釈には限界がある。これ以上の考察は、教育課程の厳格な定義を行った調査を実施す

る必要がある。

近年の聾学校では全国の学力テストに向けて、学年対応の教育に積極的に取り組む聾学校の実態

がある一方で、重複障害の児童生徒の増加傾向の実態もあり、今後の聾学校の方向性として、より

進学等に向けた対応と重複化への対応を、同時に行わなければならない実態があることが分かる。

（５）文部科学省著作教科書聾学校用「国語」（ことばのべんきょう・ことばの練習）の使用状況
現在、聴覚に障害のある児童生徒のための教科書として、聾学校の小学部児童を対象として聾学

校用「国語」（ことばのべんきょう・ことばの練習）と、中学部生徒を対象とした聾学校用「国語」

（言語編）の文部科学省著作教科書が作成されている。聴覚に障害のある児童生徒の場合には、国

語の習得に関して、特に言葉の指導が重要なため、小学生や中学生が使用する「国語」の検定教科

書に加えて、聾学校用「国語」（言語指導・言語）の文部科学省著作教科書が無償で併給されるこ

とになっている。この聾学校用「国語」の教科書の内容としては、ことばのつながり、一文字の助

詞の違いでも意味の違いがあることを理解する教材、説明文の解釈の方法をかみ砕いて理解する教

材、メモを取る意義を理解する教材などが取り入れられている。聴覚に障害のある児童生徒が、こ

とばを理解し使用する際の基本的な力が、段階を追って育成される単元の構成となっている。

本研究の調査では、回答のあった 81 校の聾学校小学部では、61 校 ( 約 75％）の学校で聾学校

用「国語」の教科書を使用し、20 校（約 25％）は未使用ということが分かった。

図４　聾学校教科書「国語」（ことばの練習）使用状況（小学部）
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（６）聾学校の授業形態に関する今日的課題
聾学校の授業グループの実態の調査や 1 学級当たりの在籍者数推移の調査から、授業グループ

内の児童生徒数が減少傾向であることを事実として受け止めなければならない。教育における児

童生徒の集団が重要であることは、教科の学習に深く関係していることは先に述べたとおりであ

る。今回は、特に言語力に係わる授業グループが重要であるとして、幼稚部では「話し合い」、

小学部・中学部・高等部では「国語」の授業に視点を当て、授業グループの状況を把握したわけ

であるが、すでに、少人数化する授業グループへの対応の工夫が、様々な学校教育活動の中で始

まっている。

授業を行う際に、ＴＴとして授業に加わっている教師が、「子ども役」として話し合いの授業

に参加していたり、チームプレーや合奏などを行う必要がある「音楽」や「体育」などの教科で

は、小学部の各学年という単位ではなく、低学年・中学年・高学年というように、できるだけ多

くの人数編成になるように授業グループをつくったりして学習が行われている。また、「特別活動」

や「総合的な学習の時間」では、小学部の低学年から高学年までの児童を縦割りにした集団をつ

くって活動を行い、授業の効果をあげている。そのようなときには、高学年の児童が低学年の子

どもを世話をするなど、人間関係の育成を意図した目的も考慮したグループ編成となっているこ

とが多い。また、教科「図画工作」「美術」などでは、先輩の作品を学校にデータとして蓄積し、

児童生徒のイメージをふくらませる教材として活用したりする試みも行われている。聾学校に在

籍している児童生徒の授業グループへの配慮だけでなく、近隣の学校との交流及び共同学習に積

極的に取り組むことで集団活動の経験を増やす取組も盛んに行われ始めている。今後、全国的な

視野で、授業グループの少人数化に対応する各学校の工夫や実践の情報交換が、必要となってき

ているわけである。

授業グループが少人数化しても、聾学校教育の専門性は、きちんと継承していかなければなら

ないことに変わりはない。聾学校では授業を行うときの配慮として、教師や友達の顔が見えやす

いように机を馬蹄形に配置したり、補聴器を使ったり、手話を使ったりして授業が行われている

ことはよく知られている。また、近年では、テニスボールを机や椅子の脚にはめこみ、教室の騒

音を押さえる音環境に配慮した学習環境を整える工夫も、難聴特別支援学級を設置している小・

中学校から、全国的な広がりを見せている。

聴覚障害教育に携わる者は、その一つ一つのコツコツとした取組の根底にあるものは、聴覚的

な情報や視覚的な情報を駆使して確実なコミュニケーションのやりとりを行い、聴覚に障害のあ

る児童生徒が学校教育の目標を達成し、社会自立する力を身につける営みにつながることを決し

て忘れてはいけない。歴史的に、読話が聞こえにくい声を視覚情報に変えて理解する方法として

登場したことや、相互通話方式の補聴器が開発されたり、手話を効果的に授業に取り組んだり、

近年では ICT関連機器を教材・教具として活用したり、新たな工夫が常に積み上がって、今の授

業形態となっているのである。そして、これらの工夫を前提として、子どもの発達段階や実態に

即した発問や授業展開が行われなければならないわけである。「聾教育には専門性が大切である」

と言うことは容易なことであるが、具体的な専門性を確認するときには、必ず、「今、私は小学

校の指導方法に加えて、聴覚に障害があるという児童の特性に対して、特別な工夫として何を行

っているか」と自問自答しながら、授業に臨みたいものである。
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指導力の向上を目指して
－話し合い活動の取り組みから－

藤岡　久美

（兵庫県立こばと聴覚特別支援学校）

Ⅰ　はじめに

兵庫県立こばと聴覚特別支援学校は創立して 35 年、当初から一貫して個々の子どもの保有す

る聴力を生かす聴覚口話法を基本に教育を進めてきたが、子どもの実態の多様化等を踏まえ、10

年ほど前、子どものより良い発達を促すため、聴覚口話法に視覚情報の一つとして手話と指文字

を取り入れた。個々の子どもに合わせ、音声言語と視覚情報（絵、文字、手話や指文字など）の

提示方法やバランスを考えながら教育を進めてきている。

さて、特別支援学校の新幼稚部教育要領の

自立活動の内容に『人間関係の形成』の区分

が加えられた。広く人間関係の形成のために

は、教育活動の中の話し合い活動（朝の会・

トピックス・設定保育）は、欠かすことので

きない大事な取り組みであると考える。　　

しかし、本校では聴覚障害児教育に携わって日の浅い教師が増え（経験 5 年未満の者が、18

名中 12 名）、なぜ話し合い活動が大切なのかを理解できないまま保育を行っている状況が見られ

る。どのように話し合い活動を進めればよいのかわからないため迷いが見られ、参観している保

護者に対しても課題が明確に示せないことがある。保護者の信頼を得て連携をとりながら教育を

進めていくためには、まず日常の保育の充実が必要であると考えた。そこで話し合い活動を一か

ら見直し、実践と評価を繰り返すことで、全教師が自信をもって話し合い活動に取り組めるよう

にしたいと考え、この研究を行った。

なお、聴覚特別支援学校で課題となっている専門性の継承にも留意しつつ、話し合い活動を中

心にこの研究をまとめ、概要を以下に紹介する。

Ⅱ　本校の研究体制について

本校では、教師の聴覚障害児教育の専門性を高めるため、毎年以下の三つの取り組みを行って

いる。今年度は、本校の特色の一つである研究授業（全員が必ず 1回実施する）をより充実した

ものとし、指導力の向上を目指して、（１）研究授業と（２）研究活動の関連を強化させて研究

を進めた。

人間関係の形成

①　他者とのかかわりの基盤に関すること

②　他者の意図や感情の理解に関すること

③　自己の理解と行動の調整に関すること

④　集団への参加の基礎に関すること
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（１）研究授業　　　一人、年間 1～２回
（２）研究活動　　　幼稚部（3･4･5 歳）、保育相談部（1･2 歳）に分かれて、テーマ

を決め研究する。
（週１回の話し合い）

（３）職員研修

（１）研究授業
①　目的

子どもの発達段階に応じた適切な保育のあり方、指導方法について共通理解を

深めるとともに、指導力の向上を図る。

②　実施内容
全校の研究授業・授業研究会　　　　各学年１回は学校全体での研究授業・授業研究会と

　　　　　　　　　　　　　　　　　する。（年間 5回実施）

各部の研究授業・授業研究会　　　　各部とも全員 1回ずつ実施する。

（２）研究活動（今回の報告に関連のある幼稚部のみ記す。）
〔テーマ〕　　　「保育とその評価」

「人とのやりとりを育てるための話し合い活動」

〔研究の方法〕

・「朝の会」の保育について学年ごとのねらいを明確にするとともに、教材や指導方法に

ついて研究する。

・3 歳・4 歳・5 歳クラス共に共通の題材を扱って保育を行い、学年ごとのねらいや教材、

指導方法などについて検討する。

本校の研究の取り組み、（１）研究授業の目的の中に、子どもの発達段階に応じた適切な「保

育のあり方」「指導方法」とある。それを教師が実践するためには、きめ細やかな実態把握の上に、

研究活動のテーマである「人とのやりとりを育てるための話し合い活動」を積み重ね、「実践⇒

評価」を繰り返すことが必要であると考えた。

個別の指導計画の作成等に関しては、『計画（Plan）－実践（Do）―評価（Check）－改善（Action）』

というステップの重要性が述べられている。保育の評価には、自己評価と他者評価があり、他者

評価としては、授業研究会などでの教師相互の評価と、通常保育を参観している保護者の評価（保

育記録）がある。他者評価に基づいた改善という点は、教師それぞれに委ねられており、「改善」

という部分（指導力を高めていけるか）の個人差が大きいと感じる。そこで、今年度の研究では、

研究授業だけではなく通常の保育においても、教材の観点から子どもの変化を観察し、指導方法

を適切に評価することで、指導力の向上を目指すことにした。
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Ⅲ　話し合い活動の取り組み

１．話し合い活動で培いたい力
　特別支援学校の幼稚部新教育要領の教育の目標に、「障害による学習上又は生活上の困難を改

善・克服し自立を図るために必要な態度や習慣などを育て、心身の調和的発達の基盤を培うよう

にすること。」とあるように、人間として調和のとれた発達を目指すことが本校の教育課題であ

ると考えている。本校では、「ことば」に執着しがちになる保育を反省しつつ、聴覚特別支援学

校に求められている言語力・コミュニケーション意欲の向上に向けて、様々な教育活動をバラン

スよく行っている。

　その中でも、話し合い活動という聴覚特別支援学校独自の取り組みは、聴覚障害児教育にとっ

て欠くことのできないものであると考えている。とりわけ、人とかかわる力・基本的な会話のル

ールなどは、話し合い活動でこそ培えるものであり、その取り組みを通して言語力を高め、もの

の見方や考え方を深めることもできるのである。これらの力をつけるために、的確な子どもの実

態把握、教材へのアプローチの仕方、働きかけと援助の仕方など、話し合い活動の中で教師に課

せられている役割は大変多い。

　話し合い活動は右記のように、朝の会、設定保育、トピックスの３つに分けられる。

①朝の会は、どこの学校でも取り組んでいる活動である。朝の挨拶

や歌、名前呼び（欠席調べ）、日にち調べやお天気など、毎日繰

り返し行っている活動である。

②設定保育は、季節や子どもの興味に合わせ、教師が意図的に設定

する活動である。夏ならプール、冬ならクリスマスというように、ねらいを絞り、教材を用意

して話し合い活動を行う。

③トピックスは、子どもから出てきた話題を受け止め、それを他の子どもの経験に結び付け、話

し合いをする活動である。このトピックスは、子どもの興味に一番合っているのだが、話し合

いを深められるか否かが教師の力量にかかっており、難しい活動でもある。

　本研究では以下のように、①朝の会の取り組みの中で導き出した指導方法のテクニックやステ

ップを、②設定保育や③トピックスに生かす方策を探求していく。

２．話し合い活動『朝の会』の取り組み
　本校のカリキュラムの中でも話し合い活動は大きな位置を占めている。『朝の会』の活動はル

ーチンワークとして、話し合いのルールの基礎を作るため、

毎日それぞれの学年で行っている。ただ毎日行うことで、

内容がマンネリ化したり、パターンから脱却することがで

きなかったりと、課題が出てきている。この『朝の会』の

活動を通して、話し合い活動の基盤となる（１）実態把握、

（２）保育形態、（３）会話のターン、（４）質問の精選、（５）

子どもの受容について、確認したことをまとめる。

（１）実態把握
　幼児の実態を的確に把握していないと、保育を組み立てることができない。担当するグループ

話し合い活動

①朝の会

②設定保育

③トピックス

保育の様子
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の一人一人の幼児の実態を見極め、発達課題を明確にすることで、保育のねらいが絞られてくる。

『朝の会』の保育を取り上げ、意見を交わす中で、以下の言語発達段階別目標の表を作成した。

表の中の「態度」は、乳児期の親子の愛着関係の形成があってこそ培われるものであり、話し合

い活動を通して、友だちや教師などいろいろな人と更により良い関係が構築されると考える。

言語発達段階別目標（子ども）

態　度 ことば

見る 話す 口声模倣 表現 質問

３
歳

・前にいる教師を見
ることができる。

・前で発表する友だ
ちを見ることがで
きる。

・話し手を意識する。

・教師に向かって話
そうとする。

・教師と1対1で、
口声模倣ができる。

・５～６音節のこと
ばを口声模倣でき
る。

・３語文を口声模倣
できる。

・見たこと思ったこ
とを意欲的に話す。

・ことばを連ねて話
すようになる。

・教師に促されて、
教師の問いかけど
おりに質問するこ
とができる。

４
歳

・話し手や話の内容
に興味をもって見
る。

・教師の支援があれ
ば、座って話して
いる友だちを見る
ことができる。

・友だちに向かって
話そうとする。

・友だちを見て話す。

・４、５語文を口声
模倣できる。

・集団の中で口声模
倣が定着する。

・タイミングをとら
えて口声模倣をす
る。

・教師や友だちの話
に沿った内容で話
ができる。

・文の形での発話が
中心となる。

・教師の発言に対し
て、疑問に思った
ことを尋ねる。

・教師に促されて、
友だちに尋ねるこ
とができる。

５
歳

・座った状態の話者
を見ることができ
る。

・話者が変わると、自
分から視線を移動す
ることができる。

・相手が何を言って
いるか、分かろう
として見る。

・友だちが分かるよ
うに話そうとする。

・相手が分かってい
るか意識しながら
話す。

・６、７語文を口声
模倣できる。

・相手に分かるよう
に文を構成して話
すことができる。

・相手に合わせて表
現の方法を変える
ことができる。

・友だちの発言に対
して、疑問に思っ
たことを尋ねるこ
とができる。

・話題を広げる質問
ができる。
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（２）保育形態

（３）会話のターン
3 歳児段階では、前にいる教師に注目させることが必要である。それができるようになると、

子どもが話をするときは教師の横に移動させ、話者としての子どもを際立たせ他の子どもが集中

しやすい状況を作る。会話のターンは 1 回くらいで、教師からまたは子どもからと一方的な投げ

かけにことばを返し始める時期である。

4 歳児段階では、教師と子どもの会話のターンが見られるようになる。子ども同士もやりとり

を始め、教師に促されると話者の移動に合わせて視線を移すようになる。教師は手真似で話者を

知らせたり、「○○ちゃんだよ。」とことばで伝えたりする。中には自分から視線を移し、友だち

と教師の会話に入ってくるようになる子どももいる。

5 歳児段階では、教師と子どもの会話のターンの回数が増え、また子ども同士も教師の仲介な

く会話が成立し、ターンが急激に増える。教師や友だちの視線の

移動、友だちの声や動き（挙手など）で、自ら話者を判断できる

ようになる。

4 歳児段階で話をしている友だちに視線を向けさせるため、教

師が子どもたちの側の端に位置を移動して、子どもと同じ位置に

行き話者に注意を向けさせる方法をとることもある。（右図）

（４）質問の精選
子どもの発達段階を見極めた上で、保育の流れに沿って質問を投げかけることが必要となって

くる。投げかけた質問が難しすぎて答えられない子どもの様子に、次々と質問のことばを変え、

余計に子どもを混乱させることがある。教師が保育で陥りがちな失敗であるが、初めから子ども
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の発達をしっかりととらえていれば、

これは防ぐことができる。質問の提

示の仕方には順番があると考える。

教師の質問は、子どもの表現を引

き出すものであると同時に、話し合

いの内容をどこまで理解しているか

を確かめる方法ともなる。子どもが

分かるかどうかよく考えて、吟味し

た質問をすることが、教師にとって

欠くことのできない大事な力である

と考える。

（５）子どもの受容
子どもの表現を的確に受け止め、子どもの気持ちにぴったり添ったことばを返す、子どもの思

いを大切にしながら話をするなどは、教師が何より大切にしなければならないかかわり方である。

子どもが話をしたいという意欲をもつのは、相手が聞いてくれる、分かってくれるというかかわ

り手の要素が大変大きい。子どもの表出により良く反応したりそれを繰り返したりすることが、

子どもの伝えたいという意欲の向上につながる。保育の中で、子どもの表現をどのように受け止

めているか、どのようにそれを確認し、ことばを押さえ話題を広げているか、改めて自分のかか

わり方を見つめることが必要となってくる。

教師は子どもの思いを受け止めつつ、話し合い活動の中で瞬時の判断を絶えず突き付けられて

いる。子どもの表情やことばから理解の度合いを判断し、手がかりとして何を提示しようか考え

る。また子どもの発言の何を取り上げ、どの方向に広げるかも考えている。一人の子どもの発言

に対しては、他の子どもの生活経験や環境など背景となるものを思い浮かべ、全体で取り上げる

べきか否かを判断する。個人レベルで対応する時もあれば、集団に広げる時もある。また一人一

人の言語力を考え、単語から二語文へ、二語文から三語文へ、あるいは、文の中の助詞を意識さ

せるなど、個々の言語レベルにも着目している。発音や音韻に気を付けさせたい時は、口声模倣

や文字による板書も必要となる。いくつもの要素を重ね合わせて、話し合い活動は一つの方向へ

向かっていく。

３．話し合い活動『さつまいも』の取り組み（幼稚部の研究活動）
（１）『さつまいも』の保育で子どもに知らせたいこと

まず、3 歳児・4 歳児・5 歳児クラスの子どもたちに、さつまいもの保育を通してどんなこと

を知らせたいかということを、教師全員が意見を出して、話し合った。さつまいもにまつわる様々

なイメージが出てきて、それを表にすることで関連性も明確になった。

質問の順番

①　二つのものから一つを選ぶ質問

「いちごとみかん、どっちがほしい？」など

②　「はい」「いいえ」で答える質問

③　選択肢の中から選んで答える質問

「どうぶつのなかでおおきいのはなに？」など

④　答えが限定される質問

「どこ」「だれ」「なに」「いつ」など

⑤　いろいろな答えが考えられる質問

「どんな」「どうして」「どのように」など
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＊本校の研修会で筑波大学附属聴覚特別支援学校の松本末男先生に助言を頂き、さつまいもの保育で知らせたい

ことを教員で話し合った。

上記の表から今年度は、『さつまいもほり』『やきいも』の二つを研究の題材として取り上げた。

3・4・5 歳のどの学年でも同じように体験し、事前及び事後の話し合い活動で取り上げるため、

教材における有効性の比較が容易にできると考えた。

『朝の会』の取り組みで培った指導のテクニックやステップを生かし、教材という視点で話し

合い『さつまいも』を見つめた。

（２）言語発達別グループ
本校幼稚部は、3歳児クラス9名、4歳児クラス11名、5歳児クラス6名の幼児で構成されている。

担任は 3 歳 2 名、4 歳 3 名、5 歳 2 名である。各学年複数の担任が配置されているので、集団の

形態を活動によって流動的に編成し、保育を行うことが可能である。例えば話し合い活動の保育

では、言語発達の状況に応じて、3 歳児クラス 2 グループ、4 歳児クラス 3 グループ、5 歳児ク

ラス 2グループの構成ができる（下表参照）。

4 歳児と 5 歳児の幼児は、集団でこそ子ども個々の力を高めることができる。自分の考えを発

信するだけでなく、友だちのいろいろな考えを取り入れることでイメージが豊かに広がっていく。

昨年度は 4歳児クラスと 5歳児クラスの幼児数が少なく、発達差が大きかったため、本校初めて

の試みとして学年の枠をはずして縦割りグループを構成した。成果は見られたが、保護者にねら

いを明確に提示するなど、細やかな配慮が必要であった。今年度は学年内で言語発達別グループ

が確保できるので、縦割りグループは実施していない。

以下の表は、今年度の話し合い活動における言語発達別グループである。
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人数 使用するコミュニケーション・言語発達状況

３
歳
児
ク
ラ
ス

Aグループ 3名

音声言語を使用する。子ども同士のコミュニケーションも、このグループの中

では音声言語を使っている。教師と自然な会話のやりとりができる。3 名全員

が人工内耳装用。

Bグループ 6名

主に音声言語を使用するが、指文字・手話も併用している。「だれ？」「どこ？」

などの簡単な質問に答えたり、自分の経験したことをなんとか伝えようとした

りするようになっている。内 2名は個別対応（9月入学などのため）。人工内耳

装用は、６名中 3名。

４
歳
児
ク
ラ
ス

Cグループ 5名
主に音声言語を使用する。見たことや経験したことを文レベルで伝えることが

でき、簡単な質問にも答えることができる。人とのやりとりを楽しんでいる。

Dグループ 3名

主に音声言語を使用する。子ども同士で伝わりにくい時は指文字・手話を使う。

簡単な質問に答えられ、自分なりの考えや意見を伝えることができ始めている。

子どもたち同士でやりとりをし始めている。

Eグループ 3名

視覚教材（絵カードや写真）を多用し、音声言語と手話・指文字を併せて提示

する。簡単な質問に答えられるようになった。身近なことばを増やしている段

階である。人工内耳装用は、3名中 1名。

５
歳
児
ク
ラ
ス

F グループ 3名

主に音声言語を使用する。子ども同士伝わりにくい時は指文字・手話を使う。

ことばのイメージが広がって、自分なりの考えで意見を伝えることができる。

人とのやりとりを楽しむ。人工内耳装用は、3名中 2名。

Gグループ 3名
主に音声言語を使用する。経験したことや考えたことを文レベルで伝えるよう

になった。簡単な質問にも答えることができる。人工内耳装用は、3名中 1名。

（３）話し合い『さつまいもほり』
①　子どもの発達（実態把握）とねらい
全学年の共通の話題として「どんないもをほりたいか？」「さつまいもをどうやってほるか？」

の 2点に絞り、保育を行った。担任だけでなく、教師全員で全学年の子ども一人一人の実態を出

し合い、いろいろと出てきた子どもの様子を重ね合わせて、各グループの保育のねらいを考えた。

子どもの実態が分かるということは、ねらいが明確になることでもあり、何を提示すべきか、

どのような提示の仕方が良いかがはっきりと見えてくる。今回の保育では、共通の立体教材を全

グループで使用し、教師の扱い方や取り上げ方次第で、どの子どもにとっても興味や理解の促進

に有効な働きをするのではないかと仮定し研究を進めた。
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保育日 クラス ねらい
本時の位置
付け

３
歳
児
ク
ラ
ス

9 月 16 日 Aグループ

・いもほりをすることを知る。
・さつまいもにいろいろな大きさがあることを知る。
・さつまいもの形を何かに見立て、ことばで表す。
・さつまいもほりを期待する。

事前指導

9月 16 日 B グループ

・いもほりをすることを知る。
・さつまいもに興味をもつ。
・さつまいもにいろいろな大きさがあることを知る。
・さつまいもの形を何かに見立てる。
・さつまいもほりを期待する。

事前指導

４
歳
児
ク
ラ
ス

9 月 17 日 Cグループ

・どうやってさつまいもを掘るか、自分の考えをこと
ばで伝える。

・どうしてスコップで掘るとダメなのかを考え、こと
ばで伝える。

・さつまいもほりに期待をもち、気持ちをことばで表
現する。

事前指導

9月 17 日 Dグループ

・どんなさつまいもが掘りたいか話し合い、自分の思
いを伝える。

・さつまいもの形状を何かに見立て、ことばで表す。「○
○みたいなさつまいも」

・ さつまいもほりを期待する。

事前指導

9月 17 日 Eグループ

・さつまいもに興味をもつ。
・さつまいもの大きさの違いを、ことばや身振りで表

現する。
・さつまいもの形を何かに見立てる。
・さつまいもほりを期待する。

事前指導

５
歳
児
ク
ラ
ス

9 月 23 日 F グループ

・どんなさつまいもが掘りたいか、自分の考えをこと
ばで伝える。

・友だちの考えを受け、自分の考えを重ね合わせて意
見を伝える。

・さつまいもほりを期待し、自分の気持ちをことばで
表す。

事前指導

9月 23 日 Gグループ

・どんなさつまいもが掘りたいか、ことばで表現する。
・さつまいもの形を何かに見立てて、表現する。「○○

みたいなさつまいも」
・さつまいもほりを期待し、気持ちをことばで表す。

事前指導

②　教材作成
〈教材の共有化〉

既存の教材を教師全員で共有化し、何をねらいとしてこの絵カードを作ったかを話し合い、こ

れをもとに絵カード作りをした。いろいろないもの形があること、そこから子どもが想像すると

思われるイメージを予測し絵カードを作成した。細長いいもは、その形を動物の体の一部（例え

ば象の鼻）に見立てており、取り外しができるようになっている。操作ができる絵カードは、子

どもの物の見方が絞られると同時に、関心を高めることができる良さがある。

4 歳児・5 歳児クラスの子どもは「○○みたい」という見立てができるようになっており、生

活経験と結び付け表現の幅を広げたいことから、この絵カードを使用した。
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〈小さいさつまいも〉 〈太いさつまいも〉

〈細長いさつまいも〉

〈立体教材の作成〉
今回の話し合い活動で、全グループが使用した教材である。

「どんないもをほりたいか？」を子どもに考えさせるという

ねらいに合わせ、教材の検討をした。長いいも、丸いいも、

細いいも、小さないも、大きないもなどいろいろな形のいも

を提示することにし、その作成を教師全員で行った。

―教材作成中―

いもが植えてある畑は、教師

全員で相談しつつ、立体教材と

して作成した。段ボール箱を畑

に見立て、子どもが手を入れる

ことを考え、中に緩衝材を入れ

た。また、段ボールの上には、

土に見立てた布をかぶせ、そこ

に子どもの手が入れられるスペ

ースを作った。　　　　　　　　　　―教師が作ったいも―　　　　　　　―畑といものつる―

③「指導の流れ」作成（全グループ共通）
大まかな指導の流れについても、全教師で話し合いながら考えた。この案をもとにして子ども

の実態に合わせた保育を組み立て、各グループで授業を行った。
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時間 幼児の活動 活動の援助

9：50

10：00

10：10

10：20

昨年のさつまいもほりの活動を思

い出す

どんなさつまいもをほったか思い

出し発表する

どんなさつまいもをほりたいか発

表する

さつまいもほりごっこをする

どんないもがほりたいかを考えて

くる

ことばで促すが、ことばだけでは難しい子どもには写
真を提示して、経験を想起させる。

一人一人の発表を大事にし、他の子どもの理解に結び
付くよう板書する。（文字や絵）

画用紙を子どもの考えた形に切るなどして、友だちの
考えを理解し受け止められるよう配慮する。

畑やさつまいもの立体教材を提示して、自分も掘りた
いという気持ちをもたせる。

家でお母さんと一緒に掘りたいさつまいもを考えてく
る。

④　各グループの保育
3 歳児クラス、4 歳児クラス、5 歳児クラスの全グループで話し合い活動を行う。上記の「指

導の流れ」を参考にして、子どもの発達に合わせた指導案を作成し、共通の立体教材を使って保

育を行った。その様子をビデオで撮影し、午後からの定例の研究活動の時間に撮影した話し合い

活動の VTR を見て意見を交わした。

⑤　授業研究―教材について―
教材について 提示の仕方・使い方 子どもの様子・その他

３
歳
児
ク
ラ
ス

Aグループ

・「ふうせんみたい」「マイ

クみたい」と形を見立て

ることができた。

・いもほり後に教材を使っ

て何度も遊べた。

・いもほりのイメージを

つかむことができた。

・いろいろな大きさや形

のさつまいもができて

いることを知ることが

できた。

・どんな大きさのさつま

いもをほりたいか、考

えることができた。

・教材があることで、子ども

たちはうれしそうな表情

をしていた。

・「ほってみたい」という気

持ちが大きくなった。

・「いもほりにいきたい」と

いう期待感が高まった。

Bグループ

・ごっこ遊びをしながら、

ことばへつなげることが

できた。（さつまいも、

つる、ひっぱる等）

・見立てはできなかったが、

「大きいね」「小さいね」

など大きさを比べること

ができた。

・いもほり後に教材を使っ

て何度も遊べた。

・絵カードの提示だけで

なく、身体を動かすこ

とで、より一層いもほ

りのイメージやことば

と結び付けることがで

きた。

・いろいろな大きさや形

のさつまいもができて

いることを知ることが

できた。

・期待をもって、楽しみなが

らいもほりをすることが

できた。

・教材を提示することで、ど

の子も楽しんで保育に参

加することができた。

・いもほりに対して期待感が

高まった。

・教材を提示し、ことばかけ

をすることで、母親への

課題がはっきり提示でき

た。
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４
歳
児
ク
ラ
ス

Cグループ

・教材を使って、さつまいもほ

りごっこができた。

・スコップで掘る、つるを引っ

張るなど出てきた意見を試

してみることができた。

・教材にとても興味を示し、

さつまいもほりごっこを楽

しんだ。

・出てきた意見を試してみる

ことで、視覚的に理解する

ことにつながった。

・教材を使って試した結果、手

で掘ればいいことに気付かせ

ることができた。

Dグループ

・さつまいもほりの時に「バッ

トみたい」など、子どもから

見立てたものがいろいろと

出てきた。

・いろいろと形を見立てること

ができていた。

・何度も喜んで、いもほりご

っこをして遊んでいた。

・さつまいもがついていない

つるを提示したことで、「ど

んないもがほりたいか」を

考えさせることができた。

・教材を提示すると、子どもた

ちが集中して見たり、取り組

んだりするようになった。

・子どもたちは、期待感をもっ

て見ていた。

・いもほりの時にさつまいもの

形状や様子をよく見ていた。

Eグループ

・教材を使って、何度もいもほ

りごっこをして遊んでいた。

・さつまいもといろいろなもの

の形を結び付けることがで

きた。

・つるをひっぱると切れた

り、スコップで掘るとさつ

まいもが傷つくので、手で

優しく掘るなど掘り方に注

意を向けさせることができ

た。

・事前・事後共に教材に興味を

示し、ごっこ遊びをすること

ができた。

・遊びの中で、つるが切れて尻

餅をつき、痛がるそぶりを見

せた。

５
歳
児
ク
ラ
ス

F グループ
Gグループ

＊　欠席が多く、

F・G グループ合

同で保育を行っ

た。

・教材のさつまいもから、空想

のさつまいもをイメージし

ていた。

・教材を使っていもほりごっこ

を楽しめた。

・教材の提示と同時に、子ど

もたちの目の色が変わっ

た。

・体験しながら、いもほりの

イメージやことばと結び付

けることができた。

・さつまいもがついていない

つるを提示し、「どんない

もがほりたいか。」を考え

させることができた。

・「お月様みたいなさつまいも

がいいな。」「ソフトクリーム

みたいなさつまいもがほりた

い。」など、形を見立てること

に自分の気持ちを重ねて表現

していた。

・さつまいもを作ってみたいと

いう気持ちが高まった。

立体教材の良さと問題点が、全グループの授業研究を重ね、振り返ることではっきり見えてきた。

良さは、何度もその教材を使って遊べること、繰り返し遊ぶことで子どものイメージが明確に

なっていったことである。ことばや手話だけではとらえられない概念を、立体教材を使って確実

に子どもに伝えることができた。立体教材は何度も見たり操作したりすることができるので、イ

メージの強化につながり、またイメージとことばを結び付ける作業の助けとなった。3 歳児クラ

スや 4歳児Ｅグループの子どもにとっては、興味を引き出すのに適した教材であり、名前や動き

に関することばを押さえるのに役立ったと報告された。

一方、問題点は、話し合い活動を進めるのに、この立体教材がじゃまをする側面があったとい

う点である。大きな教材があることで子どものテンションが高くなり話し合いができず、もう少

しコンパクトなものでもよかったという意見が出てきた。大きすぎて触りたいという気持ちが先
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立ち、話し合い活動で教師の意図するところにもっていきにくかったなど、4 歳児 5 歳児クラス

の担当から反省が出てきた。

教材の提示の仕方やタイミング、ことばかけにも課題が見出された。4 歳児Ｃ・Ｄグループと

5 歳児クラスの担当は、教材を提示しながら話し合いを進めたことで、なかなか話し合いをする

態勢にもっていけなかったと反省している。教材を使って十分遊んだ後、話し合いをする、話し

合いをする時は教材を片付けてしまうなどの工夫が必要であったと考える。

子どもの発達状況によっては、教材が立体でなくてもイメージができ、かえって立体であるこ

とで子どもの考えが狭められてしまうということも起こってきた。

4 歳児 C、D グループと 5 歳児クラスの子どもは、ことばや抽象的

な絵カードでもイメージをとらえることができるので、立体教材

だと逆にイメージが固定され、話し合い活動が深まらなかったと

報告された。（右は、子どもが作ったハート型、アイスクリーム型、

ねこ型のいも）

（４）話し合い『やきいも』
保育日 クラス 保　育　内　容 本時の位置付け

３
歳
児

11 月 26 日 Aグループ
事後指導
やきいも大会　11/20

研究授業①

11 月 11 日 B グループ
事前指導　　　11/11
やきいも大会　11/20
事後指導（個別）

４
歳
児

10 月 29 日 Hグループ＊
事前指導
やきいも大会　11/20

研究授業②

10 月 29 日 Ｉグループ＊
事前指導
やきいも大会　11/20

５
歳
児

11 月 8 日 F グループ
事前指導
やきいも大会　11/26

研究授業③

11 月 24 日 Gグループ
事前指導
やきいも大会　11/26

『やきいも』についても、上記（３）『さつまいもほり』と同じ手順で研究を進めている。教材

については、『さつまいもほり』で作った立体教材の反省を受け、学年や子どもの発達状況に合

わせ、立体教材だけでなく絵カード形式のもの（平面で操作ができる）も作成した。教材の工夫

と提示の仕方など話し合い活動について、現在継続して研究を続けている。これらについては、

本校の平成 21 年度研究紀要『こばと』で報告したい。

（５）考察
話し合い活動『さつまいも』の取り組みを通して、子どもの発達に即した教材を準備すること

がいかに大切か、再確認することができた。発達状況についても、教師全員で話し合うことがで

きたので、ねらいを明確にしてどんな教材を作成すべきかを絞っていくことができた。

話し合い『さつまいもほり』では、あえて全グループで共通の立体教材を作成し、同じものを

＊ＨグループとＩグループは言語発達別グループではなく、 4 歳児 11 名を、 二つの集団がなるべく均等になるように分

けた生活グループである。 クラスの保育の都合でこのグループ形態となった。  
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使用して保育を行った。5 歳児と言っても幼児であるの

で、立体教材は 3 歳児から 5 歳児すべての学年の子ど

もの発達に有効に作用すると予測した。教師の取り上

げ方や扱い方で、この立体教材が子どもの興味や理解

に強く働くと考えたのである。結果は、興味 ･ 関心を

引き出すという点では、どの学年の子どもにとっても

魅力的な教材であった。しかし、その教材をもとに話

し合いを深めるという点では、立体教材がすべてのグ

ループに適しているとは言えなかった。

共通の立体教材を使って良かった点もある。全員が共通の教材を使って保育をしているので、

自ら行った保育と照らし合わせながら教材の使い方や提示の仕方などを話し合うことができた。

例えばある教師は、「どんないもをほりたいか」を考えさせる場面で、教材の一つにいもがつい

ていないつるを用意し、ことばだけでは理解し得なかった質問を全員の子どもに分かるように提

示することができた。こうしたことから保育をする者は、自分が担当する子どもの発達に合わせ、

教材の提示の仕方や教師の働きかけ方を真似たり、そこに自分独自の方法を加えたりすることで

指導力を高めていった。

次に行ったのは話し合い『やきいも』である。話し合い『さつまいもほり』の活動の手順（①

発達状況把握・ねらいの設定⇒②教材作り⇒③指導案作り⇒④保育⇒⑤授業研究）を、話し合い『や

きいも』でも繰り返し行った。話し合い『さつまいもほり』の活動と違うところは、②教材作り

の部分である。年齢や発達による違いを明確にし、各グループの子どもの発達に合わせた教材を

作成した。立体教材で経験をことばや理解に結び付けさせる段階、平面教材（絵カード）で思考

させる段階、ことばのみで思考させる段階に分け、それぞれ教材を作成した。これらの教材を使

った話し合い活動が、子どもの言語力、ものの見方や考え方にどのように作用しているのか研究

中である。

今年度は授業研究で互いに意見を出し合うことで評価を行い、それを受けて、次の保育では課

題をクリアしていく様子が見られた。客観的に繰り返し評価することで、「改善（指導力の向上）」

という点が個人レベルではなく、幼稚部全体として、より良い方向に変化した。

以下は、この話し合い活動『さつまいも』の取り組みを通して、教師が変化した部分である。

・教材の見方の幅が広がった。意見交換をしたことによって、自分とは違うとらえ方があること

を知った。

・教師全員で取り組んだことにより、個人個人が幅広いものの見方ができるようになった。また、

教材を多面的にとらえられるようにもなった。

・自分だったらどうするかというように、自分の課題として主体的に考えることができた。

・評価することで終わらず、どうすればより良い保育ができるか皆をで考えることができた。

・次学年の見通しをもって、子どもや教材を見ることができるようになった。

保育の様子
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Ⅳ　もう一つの評価――保護者の参観と保育の記録――

（１）保護者の参観
本校幼稚部では、話し合い活動を含め、保育すべてを保護者が

参観する。保護者は教室の後ろで記録を取りながら、我が子の様

子や発言を参観している。子どもと教師のかかわり方を見ること

で、保護者（本校では母親がほとんど）が何を課題としてどのよ

うに子どもと接すればよいかを学んでいるのである。

昨今の社会状況の変化により、本校でも保護者の参観の見直し

を検討する機会がもたれている。しかし、聴覚障害乳幼児期の保

護者のかかわりの大切さを考えると、何をおいても参観を存続し

たいと現在も保護者の理解を得て参観を続けている。ただ就学に向けて、3 歳 4 歳 5 歳と学年が

進むにつれ、参観時間は短くしている。

また、一日の保育が終了した後、保育の内容とねらいを保護者に説明する時間を設定している。

担任が話をして、それによって

ねらいをつかむ保護者もいれ

ば、担任のことばに頷きながら

ねらいを確認している保護者も

いる。保護者の保育参観、保育

後の教師の話があることで、保

護者は子どもの課題を自らつか

む力を付けていく。保護者の協

力や連携がなければ、聴覚障害

乳幼児期の教育は成り立たない

と考えている。明確なねらいが

見え、保護者が納得できるよう

な保育を、絶えず提供する力を

付けることが教師に望まれる。

（２）保育の記録
　保護者の保育の記録を見てい

ると、教師が保育の中で個々の

子どもにねらっていることを母

親自らつかめるようになってい

く変化が見て取れる。

　ある保護者は、4 月担任した

ばかりのころは保育で行ったこ

とを羅列するだけであったが、

半年ほどすると、自分の子ども

の課題を記録するようになる。 ―保護者の保育の記録―
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保育の様子を見るだけで、教師が自分の子どもに何をねらっているのかが分かるようになってい

るのである。保育後の話で伝えられなかった個々の子どもの課題は、保護者が記入した記録に担

任がコメントを書き加えることで伝えている。

家庭での保護者の取り組みも、子どもの課題をクリアするための適切な活動に変化してくる。「保

育⇒母の記録⇒家庭での取り組み⇒保育」と、より良い循環がなされ、それに伴い子どもの成長

もめざましいものとなる。

　保護者の保育の記録は、教師が自らの指導を見直すきっかけともなり、保護者のことばに丁寧

に心を込めてこたえ、保育の質を高めていくことで、教師自身が成長していく。この保護者の保

育の記録も他者評価として、教師の指導力向上のためには、なくてはならないものとなっている。

Ⅴ　まとめと課題

保育の評価には、自己評価と他者評価があると冒頭で述べたが、今年度は研究授業時だけでは

なく通常の保育においても、授業研究を行い、教師同士の評価を繰り返した。その評価は、他者

評価でもあり教師自身の自己評価でもあった。評価を受けての改善が幾度となく繰り返されたこ

とで、「指導力を高めるという部分の個人差が大きい」という課題が取り除かれ、全教師の指導

力が高まったと感じる一年であった。

共通の題材を取り上げて話し合い活動を行ったことも良かった。教材に視点を当てて子どもの

変化を観察することで、年齢や発達に応じた教材の準備、教材の提示の仕方、使い方などが明確

になった。話し合い活動を通して、教師の意図的な働きかけがあってこそ、魅力的な教材となる

のである。また話し合い活動では、教師の働きかけとともに、子ども同士のやりとりが大事な役

割を果たすと考える。子ども同士のやりとりの中で、自分とは違うものの見方や考え方を知るこ

とができ、幅広く物事をとらえる力が付いていく。しかし、教材の時と同様、教師の介入なくし

てこの力は育たない。今年度、話し合い活動『さつまいも』で、教材を通して子ども側の観点か

ら保育を見つめたが、子ども同士のかわわりという部分は検証することができなかった。

来年度も話し合い活動を取り上げ、子ども同士が理解し合い意見を交わすためには、教師がど

のようにかかわるべきか、教師側に観点を移し研究を進めていきたい。いかに子どもを引き付け

る話し合い活動ができるか、そのためには子どもの発言のどこをどのタイミングで受け止め、何

を広げていくかなどを検証することも必要となってくる。今年度と同様に自己評価と他者評価を

繰り返し、絶えず改善しながら前進していきたい。

＊　この研究は、幼稚部メンバー 10 名の協力のもと、まとめることができた。
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ろう学校における授業作りの基礎
―より良い授業をするための教師の在り方―

佐坂佳晃

（筑波大学附属聴覚特別支援学校）

１．はじめに

周知のことであるが，ろう学校で授業を行うには，多くの時間と労力を要する。では一つの授

業を成立させるために，私達ろう学校の教師は，どう子ども達と向き合い，そして授業というも

のをどのように考え，作り上げていけばよいのであろうか。

本稿では，多くの先達に教わってきた事柄を踏まえながら，ろう教育２５年の実践を通して筆

者なりに考えてきたいくつかの「大切にしたいこと」を，小学部での指導を中心に述べてみたい。

                                        

             

２．授業は児童生徒の実態を知ることから始まる

筆者が考える授業では，授業の計画や準備を行う際，授業場面はもちろん，学校生活の中での

子ども達のいろいろな様子を頭の中で思い描くことが大変重要になってくる。つまり「授業は児

童生徒の実態を知ることから始まる」ということである。授業はまず「教科書ありき」ではなくて，

「子どもありき」である。児童や生徒の実態がつかめていなければ，授業を計画したり，指導案

を作成したりということはできない。これは国語における読みの指導だけではなく，ろう学校に

おけるすべての授業について言える。児童生徒一人ひとりの実態を正確につかめて初めて，次に

何を教えるのか・そのためにはどんな教材を持ってくればいいのか・教材のねらいを達成するた

めに，どんな工夫をすれば子ども達は考えることをし，理解することができるのかなど順次授業

作りが可能になるのである。

児童生徒の実態と一口に言っても，いろいろある。言語面に関することはもちろん，子どもの

考え方・性格・行動生活面・家庭環境などトータルに把握する必要がある。

では子どもの実態をつかむためには、具体的にどうすれば良いのであろうか。筆者が大切だと

考え，実践していることをいくつか紹介したいと思う。  

（１）引き継ぎ等を通じて
まず小学部高学年で学年を新たに受け持つ時，前担任との引き継ぎを行う。そこで児童に関する

様々な情報が引き継がれることになる。引き継ぎはできる限り入念に行って，その後それらを整理

して記録しておくと良い。ただしここで注意しなければならないことは，引き継がれた内容による

先入観をなるべく持たないようにようにするということである。先入観をもつことで可能性を引き

出すことができなくなることもある。あくまでも自分の目で実態をつかむことを大事にして欲しい。

他に指導要録や個別の教育支援計画などに目を通しておくことも当然大事である。また学力テ

ストや諸検査の結果も大いに参考になるであろう。
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（２）子どもとのやり取りを通じて
授業を通じて子どもの実態把握に努めることは言うまでもないが，始業前や休み時間も有効に

使いたい。なぜかと言うと，休み時間や帰りの会などでは，授業の時には見せない子どもの一面

を見ることができるからである。家庭での出来事や専科の授業のこと，学級で話題になっている

ことなどいろいろと知ることができる。たとえ短時間であっても，まさに「寸暇を惜しんで」子

どもとやり取りをし，その中で実態をつかんでやろうという教師側の構えが必要だと思う。

その際子どもの考えを読み，その反応を予測することを心がけたい。例えば，「この子どもは

こう聞いたら，このように答えるだろう。」という予測を常に立てるのである。そのためには，

子どもの考え方や言語力などを常に把握しようという教師の気持ちが必要である。この予測を立

てることは，授業の展開を考える際，子どもの反応を予想するのに大変有効だと経験を通して強

く感じる。         

（３）日記を通じて
日記指導も子どもの実態を把握する上で大変重要である。日記からは子どもに関する様々な情

報を得ることができる。日記は貴重な情報源でなので，子どもにはなるべくたくさん書いて欲し

いと考えている。故に担任のコメントは，たくさん書くようにしている。そのことにより子ども

が日記をたくさん書こうという気持ちになってくれることを期待しているからだ。また行事等で

学級に共通の出来事があった際は，他の宿題を減らしてでも，その出来事についてたくさん書い

てくるように促すこともある。また担任から子どもへ質問をし，子どもがそれにこたえて日記の

内容をふくらませることもある。そうしていくうちに逆に子どもから担任に対して質問してくる

こともある。このように高学年になると，担任と子どもとの間で日記が交換日記のような形にな

ることも少なくない。 

これは小学部６年生の児童の日記である。筆

者のコメントについて「あーそうですか」。そ

れに対して筆者は「前に言ったよ」と返事をす

る。今度は子どもが「えっ！しらなかった」と

書いてきた。このやり取りのために，日記が何

回か往復している。

また「乗り心地」を「のりここち」と書いて

きたので，「のりごこち」と指導した。念のた

めに「ご」と濁らない「心地よい風」の読み方

を確認した。そうすると案の定「ごこちよいか

ぜ」と読みがなを付けてきたのである。これも

日記を何回かやり取りしての指導である。その

他，漢字の間違いや意味の分からない表現の訂

正など日記を通して指導したり，確認したりす

ることはたくさんある。

資料１　児童の日記の例１
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実際にはこの

ような形で，間

違った表現を正

しく書き直させ

たり，意味を調

べさせたりす

る。コメントに

も空欄を設け

て，考えたり感

じたりさせなが

ら読ませるよう

にしている。

筆者は一人２

冊の日記帳を用

意させている。

そうすることで

子どもが提出し

た日記を，じっ

くりと読み，コメントも十分時間をとって，心をこめて書くことができる（坂本，2003）。日記

帳の返却は翌日に行う。子どもは提出した日の日記は，別の日記帳に書く。つまり毎日日記を書

くことになる。このようなやり方を行っている理由は，日記を読み，コメントを記入するには，

授業の空き時間だけではどうしても足りない時があるからだ。

正確な児童の実態把握のためには，日記は丁寧に読み，丁寧にコメントを書く必要があると私

は考えている。

一人が２冊の日記帳を用意するやり方を行ってみて不都合は特には感じない。ただどうしても

その日にコメントを児童に読んで欲しい時がある。そういう時は，その必要がある日記を優先し

て見るようにし，その日に返却している。

（４）保護者との話し合いを通じて
保護者との話し合いも子どもの実態を知る上で大事だと考える。筆者は，たとえ短時間であっ

ても保護者と話し合いの時間をもつように心がけている。その際は，学校での様子を伝えると共

に，家庭学習の状況なども随時聞くようにしている。そうすることで学校では見せない家庭での

顔や子どもが置かれている家庭環境等といった重要な情報も知ることができるのである。                        

３．単元を設定する時の留意点

児童の実態や興味に合った単元の設定

本校小学部の場合，たとえば国語について言えば，基本的に単元は教科書に書かれている順番

に従って設定している。しかし進度によっては，扱う順番を入れ替えることもある。季節感を大

資料２　児童の日記の例２
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事にしたい時やその時の子どもの実態や興味に合わせた単元を扱いたい時などである。また場合

によっては，他の適切な教材を持ってくることが必要になってくる場合もある。単元の設定に関

して大切なことは，教師が選択した単元を通して「どのような力を身に付けさせたいのか」を，

見通しを立て，きちんと用意することである。

                            

                           

４．読みを深めるための指導の実際　
　　
例えば，ＡＰＣＤ（アジア太平洋地域聴覚障害問題会議　2006）での小学部指定授業（５年国

語「大造じいさんとがん」 佐坂）における指導計画は，以下の通りである。

  資料３　指導計画の例

 指導計画（２３時間扱い）

 ・全文を通読し，全体のあらすじをつかむ。・・・・・・・・・・・・・・・１時間

 ・初発の感想を書き，感じたことを話し合い，学習の見通しをもつ。・・・・１時間

 ・新出漢字や語句の学習をする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２時間

 ・場面ごとにあらすじをまとめる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２時間

 ・物語の展開に沿って，大造じいさんの行動や気持ちが表れている表現に着目しなが

 　ら，大造じいさんの気持ちの変化について読み取る。・１５時間（本時１２／１５）

 ・強く感じたことを発表し合い，感想文を書く。・・・・・・・・・・・・・２時間

（１）全文を通読する。
全文を通読する際は，本文をすべて拡大し黒板に掲示している。こうすることで児童はより本

文に書かれていることを意識するのではないかと考えている。また漢字を誤読した際も，正しい

読み方をすぐに記入できて指導しやすい。

（２）学習の目標を立てる
学習の目標を立てることは，児童に読みのねらいの意識を持たせる上で重要である。まず初発

の感想を全員で回し読みをし，それを基にして話し合い，学習の目標を立てる。共通した疑問点

などは比較的児童も学習の目標として取り上げやすい。教材のねらいとなっている事柄が児童の

感想に書かれていない場合は，授業者が考える材料を少しずつ与えるなどして，それが学習の目

標となる大切なものなのだと気付かせるようにしている。できるだけ児童自らの力で目標を立て

させることで，児童に達成感が生まれ，目標に対して前向きに取り組もうという意識をもたせる

ことができる。

（３）語句や表現の指導
①難語句の掲示と語句の意味調べ
読み取りに入る前に必ず難語句の一覧を掲示している。これには本文中の難語句を常に意識さ
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せたいというねらいがある。また語句の学習の際にはすぐに語句を指し示すこともできて大変便

利である。

また難語句の掲示と同じ内容のものをプリントにし，児童に配布している。これを基にして，

児童には家庭学習として語句の意味調べを行わせている。国語辞典で調べる前に本文中における

語句の意味を，自分で予想し書かせている。こうすることで児童が一読でどれくらい語句の意味

が正しく理解できているかが一目で分かる。また国語辞典で意味を調べる際，本文に即した意味

を選ぶのに役立つ。最初は自分の予想欄には空欄が目立つが，回を重ねるごとに少しずつ書ける

ようになってくる。

資料４　難語句のプリント（意味調べ用）

②難語句を学校生活の中で使う。
難語句の指導は，授業の中で行うのが通常である。しかし読み取りにおいて特に重要になる語

句については，その意味を理解させるために，学校生活の中で実際に使って児童とのやり取りを

することは大変効果的であると思う。

指定授業の授業範囲の中では，特に「本能」という語句が読み取りのポイントになると考えた。

そこで朝の会や休み時間の雑談の中で，「それって犬の本能だよね。」「人間にも本能があるんだ

よ。」などと、さり気なく「本能」という言葉を使うことで，児童は自然にその意味や使い方を

理解するようになる。

また「確認テスト」（週に１～２回程度）を使って，難語句の定着も図っている。これは普段

学級の話題として挙がった事柄を問題形式にして，家庭学習として行わせている。その中で読み

取りの際，理解しておくことが必要な難語句についても取り上げるようにしている。

これらはとりわけ読み取る力が十分でない児童に対して有効であるように思う。

（４）場面ごとにあらすじをまとめる。
全体を通読した後，まず児童にあらすじを口頭で言わせる。一読であらかた読めている児童か

ら、部分的にしか理解できていない児童まで、様々であった。それはその後の読みの指導に生か

すべき重要なことである。
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あらすじをまとめていく際，後に行う語句の学習についても，少し触れるようにしている。語

句の意味や使い方である。また押さえたい内容についても発問し，児童の反応を確かめながら読

み進めていくことも，児童の読みの実態がつかめるという点で後の読み取りに必要なことだと考

えている。

（５）音読課題
下記のようなカードを使って，音読練習を毎日家庭学習として行っている。音読をすると，読

み取りの力がそのまま評価となって表れる。読み取れている場合は，漢字を正しく読めることは

もちろん，正しく区切りながらスムーズに読めるし，しっかりと気持ちをこめて読むこともでき

る。逆に丁寧に音読をすることによって，漢字の読みや言葉の意味，また登場人物の心情を考え

ながら読むようになり，ひいては読み取りの向上につながる面もあろう。保護者には，これらの

ことを十分に理解してもらった上で，音読課題について協力をしてもらっている。

資料５　音読カード

（６）家庭学習
国語だけではなく教科全般の学習内容や児童の現状・課題等について，学級懇談会を通じて保

護者に説明をしている。国語については，語句の意味や表現の解釈等について話をしている。ま

た今後の国語学習における「読み」についての課題を提示し，家庭学習で気を付けて欲しい点を

具体的に説明し理解してもらうように心がけている。

また国語で学習した語句や表現を，家庭生活や日記で積極的に使ってもらうよう保護者にお願

いしている。          
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５．教科指導における留意点　

（１）子どもに分かりやすい話し方をする。
手話・キュードスピーチ・聴覚口話など、いずれのモードを使うにせよ，「子どもに分かりや

すい話し方をする」ということがまず大切になる。分かりやすい話し方と一口に言っても様々で

ある。話す内容・使用する語彙や表現・スピード・間の取り方・抑揚など色々な条件がある。そ

れらはやはり子どもの実態がつかめていなければ分からないことである。

筆者が小学部で心がけていることは，「子どもが聞いて（聞きながら）理解できる話し方」である。

先ほど申し上げたような話す内容・スピード・間の取り方などを考慮し，その子どもや学級，あ

るいは小学部全体に教師の話が伝わる話し方を，その場その場で考える。話が伝わるということ

は，子どもが話を聞いて理解できるということである。理解していろいろと考えるということで

ある。ただ漫然と聞いていて，子どもが何も考えていない，分かっていないというのは聞いてい

ることにならない。

次に子どもの話を教師はどのように聞くのかということにも触れておきたい。大切なことは，

神経を集中して一生懸命子どもの話を聞くことである。しかしどうしても分からない時は，再度

言い直してもらう。中には怪訝な顔をする子どももいるが，その辺りはお互いの人間関係作りが

重要になってくる。

最もやってはいけないことは，正確に分かっていないのに，適当にその場を流してしまうこと

だ。分かったふりは，絶対によくない。もしもそういうことが度重なれば，児童の実態がつかめ

ず，指導にならなくなるだろう。最悪の場合には、子どもと教師との信頼関係が失われてしまう

ことにもなりかねない。責任をもって子どもの話には耳を傾けて欲しいと思う。

そしてこのことは、授業の時に子どもの発言を聞き逃さないという教師の態度あるいは力にな

っていく。実際子どもがつぶやいたことが時には授業の中で大変重要になることがある。よく授

業研究会で，「このお子さんがあんな良いことを言っていたのにどうして取り上げなかったので

すか？」と突っ込まれて，慌てる授業者を散見することがあるのも事実である。                                   

（２）発問について
①発問は短く，分かりやすくする
ろう学校の授業における発問は，「短く，分かりやすく」するのが基本である。発問が長すぎたり，

複雑な文になると，子どもは何を問われているのかが理解できなくなり，答えられなくなってし

まう。発問は授業の展開を左右する最も大事なものである。発問１つで子どもは深く考えられた

り，逆に混乱してしまったりする。つまり発問は最も慎重に準備したいものの一つである。

また発問は教材に合わせることが基本である。教材は子どもに合わせて選ぶが，発問まで子ど

もに合わせてしまうと教材のねらいが曖昧になってしまうからだ。しかしそうすると発問と子ど

もとのレベルの差がどうしても生まれてしまう。そこでその差を埋めていくのが，前時までの学

習をまとめた掲示物であり，登場人物の絵や吹き出しなどの準備物なのである（垣谷，2005）。                                      

②事実関係を押さえる発問と（心情などを）考えさせる発問を使い分ける
下に示したのは，「大造じいさんとがん（東京書籍５年上）」の指導案の一部である。
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資料６　発問計画①

＊予想される反応のうち，○印は教師の期待する反応，△はつまずきが予想される事柄や発言を表す。

学習事項・発問 予想される反応  配慮事項・手だて

「大造じいさんはどうして銃を下ろし

てしまったのか。」 

・かんたんに銃を下ろしてしまった

の？

・「銃を下ろしてしまいました。」から

後の文章を読めば，何か分かるかも知

れないね。

○仲間を助けようとする残雪の姿に心

をうたれたから。

○仲間を助けようとする残雪を撃つ

のはひきょうだから。

○自分も残雪のように正々 堂々 と戦い

たかったから。

△おとりのがんを助けてくれた

お礼をしようと思ったから。

（大造じいさんは執念を燃やして

残雪と戦ってきたことを振り返る

ことで，単なるお礼ではないこと

をつかませる。）

△おとりのがんを撃ち落としてしまう

と大変だから。

（大造じいさんは狩りの名人であること

を想起させる。）

・大造じいさんが銃を下ろしてしまう様子

を動作化させ，撃ちたい，しかし

撃てないという大造じいさんの気持ち

の揺れを感じ取らせる。

・「残雪の目には，人間もはやぶさも

ありませんでした。ただ救わねばなら

ぬ，仲間の姿があるだけでした。い

きなり，敵にぶつかっていきま

した。そして，あの大きな羽で，

力いっぱい相手をなぐりつけま

した。」に着目させ，残雪は仲間

のがんのために，はやぶさと命

がけで戦ったのだということを

おさえる。そうした残雪の勇敢

な姿を見て，大造じいさんはど

のように感じたのかについて話

し合わせ，大造じいさんが銃を下

ろしてしまった理由について考えさせる。

「『あ！』と言ったのはだれ。」

「そこで大造じいさんはどうしたの。」

「おとりのがんはどうなりましたか。」

「残雪と気づいたとき大造じいさんはどうしたの。」　　　

「大造じいさんは，銃を撃ったの。」

これらはすべて事実関係を押さえる発問である。答える内容も限定される。登場人物の心情に

迫るためには，まず事実関係（本単元の場合，登場人物の位置関係や場面の状況も含む。）が正

確に分かっていなければならない。特にこの発問は，読み取る力が十分でない児童に対して重要

である。

これに対し考えさせる発問は「開いた発問」とも言われ，児童からは様々な答えが返ってくる

ことが予想される。「大造じいさんはどうして銃を下ろしてしまったのか。」は登場人物の心情の

変化を問う正に考えさせる発問である。授業の核となる発問だけに，児童の反応を可能な限り予

測し，補助質問や誤答に対する授業者の対応の仕方などを細かく準備する必要がある。高学年に

なると語彙の豊富な児童が増えてくる。よって児童の反応を読むのは容易ではない。だからこそ

日頃から児童の考えを読み，どう反応するかを予測することが大切になってくる。教材文の流れ

に沿って，この二つの発問を上手く使い分けることによって読みの指導が成立するのである。 
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③発問の工夫
登場人物の心情に迫るためには，発問は最大限工夫されたものでなくてはならない。

資料７の発問計画は，おとりのがんが大造じいさんの口笛を聞き分け，飼い主のもとへと帰る

のを，はやぶさがさえぎる場面である。当初は「『その道』とはどんな道ですか。」という発問を

考えていた。しかし指定授業の三日前に行った模擬授業で，児童役になって頂いた先生から，「ど

のように答えたら良いのか分からない。児童もおそらく答えられないだろう。」という指摘を頂

いた。しかし，では一体どのように発問をしたら良いのかすぐには思いつかず，模擬授業に参加

して頂いた先生方としばらく話し合いを行った。その結果，動作化を入れ，児童が指し示した場

所が「その道」であるという押さえ方に変更した。発問は常に正攻法ではなく，時には反対側か

らアプローチすることで，主題や登場人物の心情に迫れることもあるのだと大変良い勉強になっ

た例である。

資料７　発問計画②
学習事項・発問 予想される反応 配慮事項・手だて

「おとりのがんはどうしたか。」    

「こっち」ってどっち？

（おとりのがんは，方向を変えてどこに行く

の？）

はやぶさはどうしましたか？

（おとりのがんは，どこへ行くの？）

「さえぎる」ってどこをさえぎるの？

 そこは何といえばいいの？

○こっちに方向を変えました。

○大造じいさんがいる所。

○その道をさえぎって，ぱあんと，

一けりけった。

○おとりのがんが大造じいさんの所

へ帰る道筋（道）

△その道→そのではよく分からない。

・絵を使って，おとりのが

んが大造じいさんの所に方

向を変えもどろうとしてい

る様子を表現させる。

「
あ
！
」

 

　

一
羽
、
飛
び
お
く
れ
た
の
が
い
ま
す
。
大
造
じ
い
さ

ん
の
お
と
り
の
が
ん
で
す
。
長
い
間
飼
い
な
ら
さ
れ
て
い 

た
の
で
、
野
鳥
と
し
て
の
本
能
が
に
ぶ
っ
て
い
た
の
で
し

た
。

 
 
 

は
や
ぶ
さ
は
、
そ
の
一
羽
を
見
の
が
し
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

じ
い
さ
ん
は
、
ピ
ュ
、
ピ
ュ
、
ピ
ュ
と
、
口
笛
を
ふ
き

ま
し
た
。
こ
ん
な
命
が
け
の
場
合
で
も
、
飼
い
主
の
よ
び

声
を
聞
き
分
け
た
と
み
え
て
、
が
ん
は
、
こ
っ
ち
に
方
向

を
変
え
ま
し
た
。

　

は
や
ぶ
さ
は
、
そ
の
道
を
さ
え
ぎ
っ
て
、
ぱ
あ
ん
と
、

一
け
り
け
り
ま
し
た
。
ぱ
っ
と
、
白
い
羽
毛
が
、
あ
か
つ

き
の
空
に
光
っ
て
散
り
ま
し
た
。
が
ん
の
体
は
、
な
な
め

に
か
た
む
き
ま
し
た
。
も
う
一
け
り
と
、
は
や
ぶ
さ
が
こ

う
げ
き
の
姿
勢
を
と
っ
た
と
き
、
さ
っ
と
、
大
き
な
か
げ

が
空
を
横
切
り
ま
し
た
。
残
雪
で
す
。

　

大
造
じ
い
さ
ん
は
、
ぐ
っ
と
、
じ
ゅ
う
を
か
た
に
当
て
て
、

残
雪
を
ね
ら
い
ま
し
た
。
が
、
何
と
思
っ
た
か
、
ま
た
、

じ
ゅ
う
を
下
ろ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

残
雪
の
目
に
は
、
人
間
も
は
や
ぶ
さ
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
た
だ
救
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
仲
間
の
姿
が
あ
る
だ
け

で
し
た
。
い
き
な
り
、
敵
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
あ
の
大
き
な
羽
で
、
力
い
っ
ぱ
い
相
手
を
な
ぐ

り
つ
け
ま
し
た 

。

資料８　授業範囲（「大造じいさんとがん」）

発問によって，子どもが有しているそれまでの概念を崩し，新たな知識や考え方を身に付けさ

せることも大切である。

次に挙げる授業のやり取りの例は，「日本の水産業は，どうなっているの（日本文教出版５年上）」

を扱った時の一部である。
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資料９　指導の実際

日本の近くを流れる海流→ｔ：海流が流れていない所では，魚が獲れないよね。

                        ｃ：そうだね。

                        ｔ：違うよ。

                        ｃ：えーそうなの。

                        ｔ：先生の実家がある徳島県の近くの海は，海流は流れていないけれど，

たくさん魚が獲れるよ。どういうことかなあ。

子どもがもつている知識や考え方では，疑問に思うこと・矛盾していると感じることについて，

工夫された発問によって子どもが意欲をもつて取り組めるような授業展開になれば，子どもの概

念の再構築へと発展し，より深い理解につながっていくのである。

（３）学習したことを言葉でまとめる
学習した内容を言葉でまとめることは，子どもにとって大変な学習だが，言葉を正しく習得し

たり，学習したことを定着させたりするためには，大切な指導である。書き言葉，話し言葉のい

ずれかでまとめる場合にも，相手に正しく伝えるために，きめ細かい指導が必要になる。この活

動を通し，子どもは学習したことを整理して再確認することができる。また子どもがどれくらい

理解したのかを確認をすることもできる。

学習したことを板書してまとめる際に気を付けたいことは，ただ書き写すだけにならないよう

にすることである。筆者の場合，板書や掲示物は○や□や（　　）を書き込み「虫食い」状態に

している。

これは国語の教科書

の本文である。単元名

は「イースター島には

なぜ森林がないのか（東

京書籍６年上）」で，読

み進めながら扱ったこ

とで，教科書に書き込

んだ方がよいことをこ

のような形に書いてい

った。

板書したことは，授

業の最後にノートに書

き写させるが，子ども

達は「あれー何だった

っけ？」と悩みながら

書く。学級を受け持った当初は，子ども達は筆者に「分かりません。教えてください。」と言っ

てくる。しかし「教科書をよく読んで考えなさい。必ず分かるから。」と多くの場合は突っぱねる。

資料１０　国語の教科書本文の記入例
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子ども達は力の差があるので，どうしても分からない子どもには，教科書を読む範囲を限定して

あげたり，少しヒントを与えたりする。しかし答えを丸々教えることはしない。そのうち子ども

は筆者に聞いてこなくなる。その代わり必死になって教科書を読んだり，授業の流れを思い出し

たりして何とか答えを導き出そうとする。やがて集中して友達の話を聞こうという気持ちが生ま

れ初め，授業の内容や展開がきちんと理解できるようになっていくのである。

また、授業の中での発言も単語で終わらせるのではなく，文の形できちんと言わせることも大

切な指導の一つである。                        

（４）板書の工夫
板書の基本は，後でノートを開いた時に授業でどんな学習をしたのかが分かるようにすること

である。チョークの色分けや文カード，絵，吹き出しなど分かりやすくするための工夫はいろい

ろとあると思うが，あまりべたべたとたくさん貼ったり，吊したりというのは，見栄えは華やか

だが，過多な情報はかえって子どもが混乱する原因になりかねない。　また板書は教科書の流れ

にできるだけ沿う形が分かりやすいと思う。

（５）「つまずき」を大事にする。
大変失礼な言い方になるが，経験の浅い先生は，授業をする際，失敗を恐れて，とかく上手く

いく授業，きれいに流れる授業をしたがるように思う。しかし子どもの理解を深めるためには，

その上手くいかないところ，子どもが分からなくて引っかかること，つまり「つまずき」が実は

非常に大切なのである。

分からない子どものつまずきや間違った発言を生かすこと，つまりその子どもはなぜ間違えた

のかをみんなで考えることができれば，子ども達の理解は更に深まるはずである。

また分かる子どもが，分からない子どもに分かりやすく丁寧に説明することも，お互いにとっ

て良い学習となる。力の差はあっても，授業の中である問題に対して，みんなで目標をもって考

えたり，話し合ったりすることができれば，実りの多い授業になるのではないだろうか。

子どものつまずきを授業の中で生かすためには，発問に対する子どもの反応を，授業者は読め

ていることが大前提となる。読めていないと授業者は焦ってしまい，つまずきを生かすどころか，

授業が行き詰まってしまう原因にもなりかねない。

では子どもの反応を的確に読む・予測するにはどうすれば良いのか。それについては授業はも

ちろん，朝の始業前の時間・昼休み・業間・帰りの会・委員会活動・クラブ活動など普段からど

れだけ子どもの様子を真剣に見ているのかが重要になってくる。

さて発問に対する子どもの反応は，もちろん一つではない。いくつか予想された反応に対して，

授業者はどう対処するのかを用意しておかねばならない。実際の指導案は，「この場合はこう」

のように枝分かれした形になる。発問も一つだけではなく，より理解を確実にするための補助発

問も用意すれば，授業者は慌てることはないはずである。

ではつまずきを生かした授業とは例えばどういうものかを，算数の授業を例に紹介したい。

〈つまずきを生かした授業の例：小学校算数６年上「分数」〉  

授業では，分数を約分する時は，分母と分子を公約数で割れば良いという内容について扱った。

小学部６年生の学級である。

約分のやり方について，児童Ａから「分母と分子を約数で割ればよい」という発言があった。
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筆者はその児童の発言の曖昧な部分をはっきりとさせ，より確実な理解へと導いていくために，

その児童の発言を受け，わざと分母と分子をそれぞれ違う約数で割ってみせた。担任が間違えた

ことを言うと，子どもは喜んで正しいことを言ってやろうと張り切る。次に発言した児童Ｂは概

ね理解しているように見えた。しかしより確実に理解させるために，あえて「良し」とはしなか

った。だからこそ児童Ｂの発言の最後で，「÷と書いてあるから，公約数にした方が分かる」の

ように，理解が不十分な所が見えたのだと思う。授業の中では，教師は子どもの発言に対し，安

易に妥協してはいけない大事な場面がある。常に「この子どもは本当に分かっているんだろうか。

もしかしたら分かっていないのかも知れない」と考えることは，ろう学校の教科指導においては，

非常に大切な教師の構え方の一つであろうと考える。

授業の最後で，それまでのやり取りを考えながら聞いていた児童Ｃが，「分母と分子を違う数

で割ってしまうと，元の分数と大きさが違ってしまう。」ということに気付いた。他の児童もそ

れを聞き，納得することができた。           

（６）集団であることを活かす
本校小学部は概ね６名で学級が編制されている。集団であることの利点は，「集団の中で学び

合える」ということである。

例えば国語の読みの指導において，児童は他の児童のいろいろなとらえ方を知ることで，また

お互いの考えをやり取りし合うことでより深く文章を読むことができる。算数では，他の児童の

間違いについて，「間違えた原因」を知ることで，より確実な理解へと導くことができる。

自分の考えを集団全員に正しく理解してもらうためには，どう言えば良いのかを考えることも

大切な学習の一つである。話すことの内容を整理して分かりやすくするとか，絵や図を使う，伝

わりやすい話し方をするなど児童はいろいろなことを考えなければならない。それは児童にとっ

て大切な学びとなるのである。

また集団が異学年で編制されている場合も，集団がもつ意味は大きい。例えば林間学校

では班で行動をするが，その中で下学年の児童が上学年の児童から学ぶことは多い。逆に上学年

の児童は下学年の児童に，話を正しく伝え，理解させなければならない。班でまとまってきちん

と行動しなくてはならない。そういった諸々のことを通じて，上学年にはリーダーシップをはじ

め大切な力が身に付いていく。

児童を集団で指導する際は，集団であることを最大限活かしたいものである。

（７）雑談で雑学を教える
普段からどの程度子どもに言葉や知識を得させるための配慮をしているかということは，非常

に重要である。小学部の場合は，活動すべてがそのための配慮であると言っても過言ではない。 

その中で特に筆者が大切に心がけていることは「雑談で雑学を教える」ということである。昼

食時や休み時間などは，子ども達といろいろな話題についてざっくばらんな話＝雑談ができる時

である。この時が実は子ども達にいろいろな言葉や知識を得させる絶好のチャンスになるのであ

る。こういう意識をもって子どもと接することで，教師の子どもへの言葉の投げかけ方・子ども

の発言の生かし方がずいぶんと違ってくる。また子どもも基本的に興味のある話題について話し

ているのだから，頭に残る確率も高くなるわけである。

また授業で扱う言葉なども，事前にそして自然な形で子ども達に入れることにも利用できる。
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例えば国語では４年生の単元に「ごんぎつね」という物語があるが，その中に「ごんは，山でく

りをどっさり拾って，それをかかえて，兵十のうちへ行きました。」というくだりがある。その

中の「かかえる」という言葉について次のようなことがあった。

本校の小学部のマラソン大会では，大会が終わった後，各クラスごとにみかんがもらえるのだ

が，そのみかんを家庭科室に取りに見えたあるクラスの先生が，「みかんは落とさないように大

事にかかえて持っていってね。そうそうそういう感じ。ごんもこうやってたくさんのくりを大事

にかかえて兵十のうちへ持っていったんだよ。」

これを聞いて，「あーこれだな。」と感心してしまった。筆者なら普通に「みかんを落とさない

ように持っていってね。」で終わっていたはずだ。教師の言葉の指導に対する意識の差だと痛感

した。この「雑談で雑学を教える」あるいは「授業で扱う言葉を，学校生活の中で自然な形で教

えていく」という一つの指導形態は，ろう学校特有のものである。毎日の小さな積み重ねが，や

がては中学部，高等部へ上がった時の教科指導の土台となる知識へと成長していくのであろう。

６．おわりに

授業の中身は，最終的には授業者に何とかして子どもに理解させようという一生懸命さがある

かどうかで左右されてくると思われる。筆者はこれまでにろう教育の先輩方から多くの指導を受

け，いろいろな言葉を賜ってきた。中でも本校の元教頭である馬場顕先生からは，「一生懸命さが，

指導技術の向上につながる。」，元愛媛大学教授の井原栄二先生からは「がむしゃらメソッド」と

いうお言葉を頂戴した。

筆者はこれらの言葉に込められた思いをいつまでも心に刻み，今後も邁進していく所存である。

参考文献
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（３）佐坂佳晃（２００８）小学部高学年における「読み」の指導について．筑波大学附属聴覚
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授業力を高める教職員研修と授業

堀谷留美

（大阪市立聴覚特別支援学校）

1.　はじめに

大阪市立聴覚特別支援学校（大阪市立聾学校）は、幼稚部（早期教育を含む）から高等部（専

攻科含む）までの学校である。

毎年全校で共通した研究テーマを設定、各部でそのテーマに基づいて研究活動を進めている。

また、全校研究会を年に２回行い、テーマに沿った講演会、実践報告を行っている。授業の力を

伸ばす取り組み、その評価に関する研究活動も、全校テーマに沿って、各部で進められている。

本稿では、全校・各部で行っている、教職員研修を含めた研究活動を報告する。次にその研究

活動の中で、筆者が取り組んでいる授業、指導についても報告する。

２．校内の取り組み

１）全校的な取り組み
年度初めに、全校の研究テーマを設定する。平成 20、21 年度は、「一人一人の力を高める一貫

教育のあり方をさぐる～障害認識にかかわる指導・支援を通して～」であり、障害認識に重点を

置いて研究活動を進めている。

このテーマに基づいて、年に２回、研究部（校務分掌の一つ）主催で、校内の全教職員対象

の研究会を行っている。第１回研究会は講演会の形式をとり、平成 21 年度は障害認識に関する

学習を行った。年度末に行う第２回研究会では、各学部から１年間の実践の報告を行うことに

なっている。その実践報告の中で、授業における指導技術や評価についての取り組みも報告さ

れる。

またコミュニケーション、授業の技術向上をめざす研修として、新年度に赴任してきた教職員

対象に、新転任者研修を年に数回行っている。平成 21 年度は、６回の予定で進めている。主な

内容は、手話を中心としたコミュニケーション研修をはじめ、発音、聴能、重複障害児教育に関

する学習、各部の授業参観などである。特に年度初めの研修では、授業の技術を伸ばすために幼

児児童生徒とコミュニケーションできることが大切であるので、授業の注意点、コミュニケーシ

ョンのポイントについての資料を配布している。　※別紙１参照

さらに校内では、「研究班」という研究活動を月に一回設定している。教職員全員が、聾学校

の専門性、教科指導の技術を向上させるための研究テーマを選択、一年間の計画を立て、研究活

動を進めている。主なテーマに、発音、聴能、手話、重複障害教育、発達検査、英語、インテリ

ア（技術）、太鼓（音楽）、家庭科等がある。数人集まった研究班で、それぞれが授業技術を向上

させるための学習、また情報収集や意見交換を行っている。
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2）各部の取り組み
それぞれの学部で、全校テーマに基づいて、研究活動を計画、進めている。

①幼稚部の取り組み
全校テーマに基づいて部のテーマを決め、研究会を行っている。平成 21 年度は、「障害認識」

を保護者の立場から考え、実践を出し合い討議を重ねてきた。また聴覚障害の方や「親の会」の

方などの話を聞かせていただき、研修を深めてきた。

また幼稚部としての保育のあり方を考えるために、幼稚部における手話、聴覚管理、発音指導

の方法を深めていけるように、研究部が中心になり研修会を開くようにしている。また平成 21

年度は研究保育を４本行い、教員同士が保育のあり方を振り返り、専門性を絶やすことのないよ

うに努力している。　

②小学部の取り組み
年に数回、全校テーマに基づいた学習会、研究授業を行っている。研究授業の指導案の検討会

では、テーマに沿った討議に加え、授業の技術、評価についても討議いている。

またそれぞれの教員が聾学校小学部における授業、指導のあり方を振り返るために、部内授業

参観を設けている。一日ずつ各学年の授業参観日を設定し、ぞれぞれの教員が日常の指導の様子

を参観し、その後で授業の評価、感想を用紙に記入する方法で進めている。用紙に載せている観

点は、次の５点である。

・指導者の位置・児童との距離

・声の大きさ、手話の見やすさ

・板書・黒板掲示について

・教室環境（児童机の配置、掲示物、教室整備など）について

・授業全体について

この観点については、現在も学部内で検討を進めている。

また毎週部会の 10 分前に研究部、手話学習や自立活動担当による学習を行っている。内容は、

授業で使う教科関係の手話単語の学習、発達検査や聴力検査の結果をもとにした考察・意見交換

等、多岐に渡っている。特に発達検査関係の学習については、検査によって見えてきた児童の言

語力・学力をどのようなアプローチで伸ばしていくか、どのように授業を組み立てていくか、と

いう討議がされるようになった。

③　中学部の取り組み
年に 1回以上、全校テーマに基づいた学習会を行っている。また、近畿地区聾教育研究会の中

学部研究会の研究テーマ（平成 21 年度のテーマ「思春期を生きる力を育てる－障害認識・人と

関わる力―」）に基づく学部内研修も行っている。

中学部における授業、指導のあり方を振り返るための企画として、一週間の授業参観期間を設

定し、互いに参観を行い、見学コメント用紙に記入してもらっている。それをもとに、今後の授

業のあり方についての授業研修会を開いている。立ち位置・手話の見やすさなども含めて、生徒

が集中して意欲的に授業を受けるには、という観点から自由な意見交換をしている。
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④　高等部の取り組み
高等部では、学年担任を中心として発達検査（ＷＩＳＣ‐Ⅲ）を実施している。一人ひとりの

生徒の特性を把握することで、効果的な情報提示や学習方法を検討したり、進路選択に向けた支

援を適切に進めたりするなど、『個別の指導計画』をさらに具体性のある充実したものとするこ

とが目的である。

検査法についての共通認識を深め、検査技術の向上を図るために、年間を通じた研究活動とし

て、実際に検査者・被験者となって検査を体験したり、分析結果やその見方について講師を招い

ての講習会を行ったりしている。

３）各部の連携について
年に数回、各学部で校内参観日を設け、他学部の教職員が、公開している学部の授業を自由に

参観できるようにしている。

また平成 20、21 年度の全校テーマの中に、学部間の連携を深めることも含まれている。全学

部すべての連携が重要であるが、この２年間は、特に幼稚部と小学部、中学部と高等部の連携に

ついて見直し、強化に重点を置くことになった。

幼稚部と小学部については、来年度小学部入学予定の幼児の引き継ぎも兼ねて、互いに保育、

授業を参観しあえるような機会を設けている。

中学部と高等部については、各部の教科担当者が集まり、中学部高等部における教科指導の情

報、意見交換を行っている。

３．ある聴覚害教員の授業の取り組み（小学部の研究活動の一つとして）

平成 21 年度の小学部内研究会における研究授業の１つを筆者が担当した。

ここでは、全校テーマ「一人一人の力を高める　一貫教育のあり方をさぐる～障害認識にかか

わる指導・支援を通して」に沿って、障害認識の視点を含めながら、社会科の指導、授業の組み

立て方についての討議を行った。

なお研究授業については、①部内で数回、指導案の検討を行う　②研究授業の記録（記録用紙

に指導者と児童の発言を記入、ビデオ撮影）をとる　③討議会　④１年間の部内研究活動報告の

中に含めて、全校研究会で実践報告、または紀要で誌面報告の流れで進めている。

※別紙２参照

４．今後に向けて　　

研究部の計画に基づく研修、研究会等によって、教職員の聾学校の専門性に対する意識が高ま

ってきた。また各部内で、授業の技術向上や評価に関する取り組みが進められている。筆者自身、

研究授業を担当することで、たくさんの教職員からいろいろな指導・助言・意見を得ることがで

きた。今後もこのような機会を大切にし、教職員一人ひとりが授業の技術を高めていけるように

していきたいと願っている。



－ 80 －

１．聾学校の児童と話すポイント

○顔や目をしっかり合わせてから、話を始めましょう。

○口の形に気をつけましょう。

・口を開けすぎたり、ゆっくりしすぎたりすると、かえって分かりにくくなります。

・自然な口の動きを心持ちゆっくりするくらいがいいでしょう。

・文節ごとに少し間を入れて話すとわかりやすくなります。 

・マスクをかけたまま、話をしないようにしましょう。

○声量にも気をつけましょう。

・障害が重くなるにつれて、補聴器をつけても聞き取れなくなります。その時は、大きすぎる

音はかえって苦痛にしかならない場合もあります。

・部屋の広さや人数などを考えて、小さすぎない・大きすぎない声量を心がけましょう。

○固有名詞や新しい言葉は、必ず指文字か筆記で表しましょう。

○初めは、無理に手話や指文字で表すことにこだわるより、身振り・表情・口形などさまざまな

方法を駆使して、相手に通じる方法を考えるようにしましょう。それから徐々に手話を増や

していきましょう。

○逆光に気をつけましょう。話し手が光を背にすると、相手はまぶしくて話し手の顔や口や手話

が見にくくなります。

○生徒が話すことは、声を聞く、手の動きを見るだけでなく、全体的な表情や雰囲気を見て内容

をとらえましょう。

○背中や肩をトントンと叩いて呼ぶ方法は、きこえない人の間では、決して失礼な方法ではあり

ません。しかし、きこえる人が、もしその方法で不快感を持った場合は、そのきこえない人

にその旨をきちんと伝えましょう。

別紙１
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２．授業のポイント

○座席は、児童・生徒同士の顔や手話が見えるように工夫しましょう。

・机を馬蹄形に並べるとお互いがよく見えます。（下図）

　　　　　

・発言する生徒が前に出たり、他の生徒が注目するように促したりしましょう。

○板書（筆記）を上手に活用しましょう。

・話し言葉だけでは、十分に伝わっていないこともあります。

・危険防止の注意事項は、必ず板書しましょう。

・教室の外での学習や、野外での学習の際は、ホワイトボード、小黒板、画用紙なども活用し

ましょう。

○教師が板書しながら話すと、生徒には口元が見えません。書き終わってから、生徒の方を向い

て話しましょう。

○生徒は、作業中に話しかけられても、指示は聞こえません。

・作業の時間・話を聞く時間ははっきり区別してすすめましょう。

・作業を終了して話を聞かせるためには、全員の喚起を促す工夫をしましょう。

○学習のテーマをはっきりさせてから、授業に入るようにしましょう。

・話の予測がついていると、理解の助けになります。

・要点を板書などで明示するようにしましょう。

○きこえない人には、ふりがなは音と同じようなはたらきをします。

・新出の用語や、特殊な読み方をするもの、固有名詞などの漢字には、必ずふりがなをつけま

しょう。

・掲示物などにも、配慮しましょう。

・習った漢字であっても、濁音・半濁音に変化する読み方もあります。読み方の理解を助ける

ために、ふりがなをつけることも大切です。

○視覚的に有効な方法を工夫しましょう。

・絵カード、文字カード、スライド、ビデオ、ＰＣ、ＯＨＣ（書画カメラ）など、視覚的な教

材を十分に活用しましょう。

・あまり、一度にたくさん掲示すると、かえって混乱します。黒板の周辺は目移りしたり、情

報過多になったりしないように、気をつけましょう。

・長時間の注視は疲れます。活動の流れを工夫しましょう。

＜馬蹄形＞
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社会科学習指導案

堀谷留美（Ｔ１）、Ｔ２、Ｔ３

１．日　時　　　平成○○年○月○日

２．学年・組　　３年○組

３．場　所　　　小学部３年○組

４．単元名　　　「昔のくらし」

５．単元目標　・古くから伝わる道具に関心を持ち、理解する。

・地域の人々の生活の変化について理解できるようにする。

・きこえない先輩の生活の工夫を理解し、自分たちの生活の中にも生かせるよう

にする。

６．指導にあたって

（１）児童観

・国語科、算数科、自立活動の学習においては、児童の実態、学習到達度の様子に合わせて、

３つのグループを形成。その他の教科、学級活動では、７人で行っている。

・国語科、算数科、自立活動の学習グループ

Ａグループ２人　状況に合わせ、教材を作成、準備

Ｂグループ２人　基本的に教科書使用　実態に合わせた進度で学習を進めている

Ｃグループ 3人　学年対応で学習を進めている

・聴力の程度はそれぞれ異なり、中心のコミュニケーション手段も多様である。７人で行う学習、

学級活動の時間においては、音声付き手話を使うように働きかけている。

・社会科の学習内容に対して、興味・関心の程度に差がある。

・見学や体験的な活動には興味・関心を持って取り組めるが、資料を使って調べたり考えたり

することになると、グループごとに自力で考察ができたり、支援によって考察できたりする

など、違いが出てくる。

・自分の聴覚障害のとらえ方については、それぞれが意識しはじめている。また自立活動の時

間や学級活動において、「なぜ補聴器をつけているか」「なぜ聾学校に通っているのか」「自

分にとってどんな音がきこえ、きこえにくいか」などのテーマに基づいて意見交換を行って

きた。

（２）教材観

・昔使われていた、生活関係の道具は、実物を見たり、社会見学によって具体的なイメージを

持ちやすい。

・昔の道具と現在の道具を対比させることによって、興味、関心をもって取り組むことができる。

りイメージを具体化させるため、ここでの「昔」は、昭和初期とした。

・パソコンやビデオ、ＣＤなど視覚的な機材、教材を使用し、理解の手立てとする。

別紙 2
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・自分たちにとって身近である、きこえない先輩たちの様子を知ることによって、生活におけ

る工夫や努力に気がつくことができる。

・本校の卒業生（昭和 30 年代）二人に、「聾学校に通っていたときの補聴器は？」「振動式目

覚まし時計が普及する前の、朝起きる方法は？」「ファックスが普及する前の通信方法は？」

など、指導者がインタビューを行い、体験談を話していただいた。そのお話をビデオ撮影、

編集した。これらのビデオによって、児童が本校の卒業生の話を見て、豊かな手話表現を味

わえるようにする。また昔から手話を大切にしてきた本校の伝統にも触れることができる。

・平成 20 年度、自立活動の教材として、小学部の聴能担当者が作製したＣＤも使用する。聴

覚障害者が日常生活で使用する機器について、聴覚障害教員（指導者）が実演しながら紹介

する内容である。児童が、目の前にいる指導者のＣＤを見て、指導者の問いかけについて具

体的なイメージを持てるようにする。

（３）指導観

・昔の道具を実際見たり使ってみたりして、気がついたことを話し合い、昔の生活と今の生活

の違い、移り変わりについて興味、関心を持つことができるようにする。

・「昔」に対する概念については、「おじいさんもおばあさんも生まれていなかった大昔」、「お

じいさん、おばあさんが子どものころ」（40 － 60 年前）、「お父さん、お母さんが子どものころ」

（20 － 30 年前）と具体的なイメージを持たせる。

・指導においては、「障害認識」の見方も取り入れていく。ここにおける「障害認識」とは、

児童たちが、いずれ障害を持ちながら社会の中で堂々と生きていける力と考える。児童が、

そのことに気づけるような手がかりを提供することをめざす。本単元では、自分とおなじ聴

覚障害のある先輩が、工夫や努力をして、たくましく生きている様子を知り、自分たちも同

じようにできるということに気づかせる。

７．指導計画（全９時間）

第１次　昔の道具を知ろう（４時間）

第２次　昔のきこえない人たちの生活（３時間　本時　２／３）

第３次　まとめ（２時間）

８．本時の学習

（１）目標　・きこえない人が朝起きる方法について、昔の人の工夫と、今の道具につい

て知る。

・昔の工夫が今の生活にも生かせることを理解する。



－ 84 －

（２）展開

◎指導案の検討について

○児童の発達段階を考慮して、「昔」のイメージを具体化させるためにはどのような表現

がよいかについて、いくつか意見が出た。「50 年前」と数字で示すより、「おじいさんお

ばあさんが子どものころ」といった表現がよいという意見にまとまった。

○聴覚障害成人へのインタビュービデオは、できるだけ多くの人の体験に触れる方がよ

いが、指導における時間配分との兼ね合いもあるので、２，３人がよいのではないかい

いう意見が出た。

◎実際の指導について

○時間の配分について

最初の導入、ビデオを見るのに時間がかかり、予定通り進めると、時間をオーバーしてし

まう恐れが出てきた。そこで、最後の児童同士の意見交換を優先し、ワークシートにまとめ

る作業を最後にまわした。結果は、少し時間をすぎたものの、全員が書いてまとめる作業を

終えることができた。

○重複障害児童の支援、工夫について

タオルを巻いたものを枕に見立てて、寝ている人の役を演じさせた。振動式時計で起きる

寸劇をさせ、授業において大切な役割を果たしてもらった。児童本人たちも意欲的に劇を演じ、
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授業に参加することができた。また音声中心の児童については、補助の指導者（Ｔ１、Ｔ２）

が文字にして表記して見せるなどの支援を行ってきた。

○児童の関心、発言について

・実際に家で振動式目覚まし時計を使っている児童もいて、導入時では自分の体験を発表して

いた。

・「目覚まし時計のベッドシェーカー（振動体）が布団の外に出てしまったらどうするか」の

指導者からの問いに、児童たちがそれぞれ自分の意見を述べることができた。「丸い物（ベ

ッドシェーカー）を枕カバーの中に入れたらいい」「パジャマの中に入れたらいい」「布団カ

バーに縫いこむ」

・ある児童が発言したとき、指導者だけが理解し、そのまま進んでしまった場面があった。そ

のとき、別の児童が挙手し、発言の内容を聞き返した。授業の際は、指導者が、児童全員が

理解できているかを常に確認しながら進めていかねばならないといたく反省した。一方で、

児童たちの間で、日頃からわからなかったときは聞き返す習慣がついていることを感じた。

◎討議会での意見について

○準備物について

・パソコンやビデオ、ＣＤなど視覚的な機材、教材を使用することで、児童がイメージを作り

やすかった。

・ビデオが逆光になっていて、見えにくかった。撮影時に照明のことも考慮にいれる必要があ

る。

○指導について

・昔の方法についてのインタビュービデオでは、その当時あった機械（タイマー、扇風機等）

を使用していたので、児童に「昔は不便だった」というイメージを与えられただろうか。

・社会科の教科書では、「昔」の概念はおじいさんおばあさんの小さかった頃、昭和初期あた

りに絞られている。今回のビデオの内容は、３年児童の発達段階に合った「昔」の概念に

沿うのではないか。この概念を、６年生になったときの歴史学習につなげていけるように

育てていく手だても考える必要がある。

・聴覚障害成人、同じ学校の卒業生の話ということで、児童たちがビデオを集中して見ていた。

先輩たちの体験を聞く機会の大切さを感じた。
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学校全体としての授業改善への取り組み

細田和久

（福島県立聾学校平分校）

１．はじめに

聴覚障がい児（福島県では「障害」を「障がい」と表記。以下「聴障児」とする）の教育にお

いては、聾教育の専門性を有し、継続的にそれらを発揮していかなくてはならない。聴障児の教

育は時間をかけて丁寧にかかわっていくことで彼らの可能性が大きく拡がっていく。そのために

は、いわゆる「準ずる教育」が必要なのである。準ずる教育は、小学校等の教育課程に限りなく

近づくもので、そのために教員が聾教育の専門性を発揮していくことが前提となる。

しかし、昨今の聾教育についての環境は、大きな転換期にあり、専門性の継承が大きな課題と

なっている。人事異動や特別支援学校になったことの影響で、障がい種別それぞれの専門的対応

が薄まっていくおそれがあると考えられる。　

聴障児への適切な教育（かかわり方や指導方法など）が十分に展開されれば、学年対応の教育

が進み、ひいてはおおきな可能性の発露につながっていくのではないだろうか。

福島県立聾学校平分校（以下「平分校」）では、教職員が聾教育の専門的指導によって、一人

ひとりの子どもたちが大きな可能性を追求できるようにするという共通理解のもと、次のような

課題を設定し、日々努力していくこととしている。

○一人ひとりの子どもたちの実態を共通理解し、「分かる授業」を構築していくこと。

○担任がその子どもをすべて指導するのではなく、学部（注：平分校は幼稚部と小学部のみ）

全体、あるいは管理職、養護教諭までも含めて、日々の子どもたちの状態について情報　交換

しつつ指導にあたること。

○そのための方策として、校内研修・研究及び外部での研修・研究を充実していくこ　と。

○教職員が直接子どもに向き合う時間をより多く確保したり、授業の教材研究の時間をよ　り多

くもてるように、会議等は時間を制限し、極力無駄を省くこと。

○問題が生じたときには、担任が一人で抱え込まないように、他の教員等の考えや意見も　参考

にしていくこと。また、そのような教員同士の関係も日ごろから作る努力をすること。

上記の課題を意識し、実践する中で、子どもたちは確実に成長をしているという実感がもてる

ようになっている。例えば、子どもたちの送迎の時に、担任だけに限らず多くの教職員が保護者

と子どもの情報交換をしたり、課題の情報を保護者や担任と共有したりすることが自然発生的に

できている。また、指導方法などについても教材作成やビデオテープでの授業の振り返り等で検

討し合うことも多く、他の教員の有効な方法等を真似て実践する姿も自然発生的に形作られてき

ている。結果として、子どもたちも伸び伸びと学校生活を送り、学習に取り組む姿勢も良くなっ

てきており、教員や友だちとのコミュニケーションも活発に展開される場面が増えてきた。

しかし、まだ不十分な面や他の課題等もあるが、本稿では平分校での現在のありのままの実践

例をいくつか紹介したい。
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２．子どもが分かる授業を目指して

（１）子どもの実態の把握と課題の設定
平分校では、他の特別支援学校と同様に「個別の教育指導計画」（本稿では「個別の指導計画」

をこのように呼称）を毎年作成している。個別の教育指導計画については、「各教科」「自立活動」

などを年度の５月中に担任が作成し教職員全員と協議の上、修正する。再度、９月に全体で見直

しを行い、改訂していく。この会議については大変重要なものと位置付け、他の会議のように時

間制限を設けず、２～３回にわたって、一人ずつ丁寧に検討している。その結果、担任ではない

教員にとっても新たな知見が得られているようである。例えば、ある子どもに同様の方法で繰り

返し指導し、効果が得られなかったが、教育指導計画や他の教員との情報交換の結果、その子ど

もへのアプローチの方法や指導目標がずれていたことに気づき、それらを改善できるようになっ

たとの評価も聞こえている。同様に、学級の担任や教科毎の担当教員も、子どもに対して、どう

すればよりよく分かるかを知る上での様々な工夫を得られるヒントとして役立っている。以下に、

小学部児童の個別の教育指導計画（小学部４年の自立活動領域）を紹介する。

共通理解を図って作成した個別の教育指導計画に基づき、担任を軸にして他の教員も同一志向

でその子どもの指導に当たっている。その時に留意すべきことは、聾教育の根幹である日本語の

獲得の基礎となる「きくこと」、「話すこと」、「読むこと」、「書くこと」それぞれの実態を適切に

把握することである。話すことは上手でも他人の考えを聞くことが不得手な場合は独善的になる

こともあり得る。読むことはうまくできなくても、一生懸命に聞こうと努力することにより、将

来的に大きな可能性が追求できる。漠然と個別の教育計画に反映するのではなく、そのようなこ

とを意識して実態把握に努めることができるという効果があると考えられる。例えば、ある子ど

もに対してのことば掛け一つにしても同じような方法や内容を確認しながら子どもとのコミュニ

ケーションを図っている。結果として、子どもそれぞれを多数の目でとらえ、より適切な子ども

の実態把握につながり、また、子どもそれぞれの課題も明確になっていくと考えている。また、

ニーズについては、普段の子どもの送迎の折々に保護者との対話から得られた情報を基に、保護

者と教員が共通理解した上で、子どもに還元しながら確認していくものとしてとらえている。　
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。
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（２）教員の専門性の向上  
子どもが分かる授業を構築していくために、聴障児へのかかわり方（指導内容やコミュニケー

ションの方法）、教材研究、発問内容など多岐にわたる研修・研究が必要である。授業力を向上

させるために、平分校では様々な取り組みを行っている。その一端を紹介したい。                                     

①校内研究・研修                                       
他校と同様、平分校でも分掌の一つとして研究・研修部がある。しかし、分校のため、教職員

全員で協力していかなくてはならないので、分掌の教員に任せっきりということはしていない。

したがって、教職員全員が研究・研修に携わっているという自覚も出て、様々な授業の課題をと

もに共通理解しながら校内研究・研修を実施できているように感じる。校内研究・研修について

は、次のような内容となっている。

校内研究・研修の内容

　　 内　容   時　期    　　　　　　　 備　　　　　考

○外部講師の招聘

  ※理論と実践の

    強化

１学期中

（６月頃）

 各１日

・幼稚部、小学部の全体の授業参観及び教員への指導助言、質

疑。講演会の実施。

・幼稚部、小学部それぞれの専門家（現職教員）による模範授

業、授業参観、教員への指導助言、質疑。講演　会の実施。

○研究授業

  ※実践の強化

２学期中

 各半日

・教職員全員が実施、学習指導案の事前検討、授業研究会の実

施。

・教員が幼児・児童の立場になっての事前授業（ロールプレイ）

の実施。

○外部講師の招聘

  ※理論の強化

 ３学期中

 （半日）

・聴障児の教育に関する講演会の実施。

・人工内耳に関する講演会の実施。

○聴覚の検査機器

  及び手話等の　　

研修

  ※実践の強化

 学期に１ 

回程度

・耳の構造、きこえの仕組み、補聴器・人工内耳の管理、

  聴力検査（オージオメータ）等。

・手話の表現方法の研修、発音指導の基本の研修等。

校内研究・研修は初めて聴障児の指導を行う教員にとっても有意義なものとなるように配慮し

ながら、準ずる教育や対応の教育の必要性・重要性を共通理解してもらうように努めている。特

に、外部講師を招聘した場合、目の前の子どもたちを専門家の目でどのようにとらえているのか、

どのような指導が必要なのか等を含めて教員への指導をお願いしているため、実際に子どもとか

かわる教員にとっては「目から鱗が落ちた」、「早速次からはこうしていきたい」等と、子どもの

指導に明確な目標をもって取り組むことができるようになっていると感じる。

上記の内容を含めた年間の様々な校内研究・研修は、研究・研修部が主体となり、研究紀要と

してまとめられている。事例として、幼稚部全体で実施した保育指導案等（一部）を紹介する。
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幼稚部　全体　 　　総合活動学習指導案

日　時：平成○年○月○日　第○校時 　場所：幼稚部教室・プレールーム 

指導者：F（Ｔ１）G（Ｔ２）H（Ｔ３）

単元名 『どうぶつえんにいこう』     ～どうぶつえんごっこをしよう～

単元設定の

理由

　子どもは本来動物に興味があり大好きである。秋の遠足で動物園に行くことは身

近な動物について知り、動物とのふれあいを通じて命の大切さを知る機会となる。

また動物園は、ペットとは違い野生の動物を身近に見ることができる。子どもたち

にとってはとても楽しみな活動で、とても貴重な体験が期待できる活動である。

　幼稚部の子どもたちにとって、動物園で実際に動物を見てふれあうことは、コミ

ュニケーションをひろげる意味でも大変有効である。自分の興味のある好きな動物

を見たり、ふれあいながら、不思議に思ったことや、動物の様子を「かわいい」「お

おきい」「こわい」などと思ったことを表現し、会話が弾むことが期待できる。子ど

もの心が動いた時に一緒にやりとりをすれば生きた言葉につながっていく。

　そこで動物園ごっこを通して動物になりきって動作化したり、バスに乗って動物

園に行くことを動作化したりすることによって、動物の名前や動物の鳴き声、動き

の特徴などを知る機会としたい。事前指導では動物のビデオや絵本を見たり、しお

りを書いたり、好きな動物や見たい動物をやりとりしたりすることで遠足に行く期

待感を待たせたい。また事後指導で動物の絵を描いたり、動物を工作で作ったりし

ていくことでより動物園の思い出を子どもたちの心に残したいと考えている。

指導目標

◎動物の名前や鳴き声や特徴を知る。（しぜん）

◎動物園ごっこを通して動物園のイメージをひろげ、思ったことを友だちや先生と

やりとりができる。（ことば）

指導計画

どうぶつえんにいこう　　　　　　  　総時間１６時間　

  ○どうぶつえんってどんなとこ？  ・・・・・２時間

　　（ビデオ）（絵本）　

　○しおりをかこう　              ・・・・・１時間

  ○どうぶつえんごっこ　　　 　　 ・・・・・３時間（本時２／３）

  ○秋の遠足　　　　　　　　　　・・・・・・１日（５Ｈ）

  ○どうぶつえんのえをかこう。   ・・・・・ ２時間

  ○ふくろうどうぶつえんをつくろう。 ・・・ ３時間

本時の目標
○遠足について質問に答えたり、好きな動物を考えて話したりできる。

○好きな動物の名前や鳴き声、動き等が分かり、動物の動きを楽しく表現できる。

準備物 段ボールの柵・動物のお面・動物のカード
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幼児の実態

聴力レベル・装用閾値 (dB)

幼児の実態 本時の目標
 500 1000 2000

Ａ

R
会話に自信がついてきて、「なんて

いったの？」と質問し何でも知ろ

うとしている。

動物園に行った経験もあり、いろ

いろな動物の名前も覚えて話せる

ようになってきている。

好きな動物になりきって

遊ぶ。

自分の考えや、思ったこ

とを言葉にして友だちや

先生との伝え合いを楽し

む。

L

補 (L)  50  55  45

装用補聴器等  

R：補聴器

L：人工内耳

Ｂ

R     
新しい活動や遊びは、遠巻きに見

ているが、慣れてくると教師と一

緒に進んで取り組む。

動物園に行った経験もあり、いろ

いろな動物の名前を知っている。

何をするのかが分かって

表現できる。

動物の名前や鳴き声を真

似て伝えようとする。

L   
補 45 50 55

装用補聴器等

R：補聴器

L：補聴器

Ｃ

R     
自分で感じたこと考えたことを伝

えることができる。

動物園に行った経験もあり、いろ

いろな動物の名前を覚えて話せる

ようになってきている。

好きな動物になりきって

遊ぶ。

自分の考えや、思ったこ

とを言葉にして友だちや

先生との伝え合いを楽し

む。

L      

補 45 50 45

装用補聴器等

R：補聴器

L：補聴器

Ｄ

R
お話大好きで様々な事象にも興味

があり会話が弾んでいる。

サファリパークに行った経験もあ

り、いろいろな動物の名前を知っ

ていてやりとりができる。

好きな動物になりきって

遊ぶ。

自分の考えや、思ったこ

とを言葉にして友だちや

先生との伝え合いを楽し

む。

L    

補  30  30  40

装用補聴器等

R：人工内耳

L：装用なし

Ｅ

R      
朝の会や帰りの会の当番の挨拶や

歌を模倣しながら覚え、進んで表

現するようになった。動物の名前

はまだ分からないが、手話を真似

て表現しようとする。

動物の名前や鳴き声は教

師の手話を模倣して表現

しようとする。

友だちや教師の様子を良

く見てかかわり合いを楽

しみながら遊ぶ。

L     

補  35  35   35

装用補聴器等

R：補聴器

L：補聴器
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時
間

11
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11
:0
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11
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0
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0

評
価

幼
児
の
活
動
 及
び
 内
容

予
想
さ
れ
る
子
ど
も
の
反
応

Ｔ
１

Ｔ
３

Ｔ
２

指
導
上
の
留
意
点
　
　
※
評
価

１
　「
動
物
園
に
行
こ
う
」
の
歌
を
歌
う
。
○
子
ど
も
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら
楽
し
く
歌
う
。

○
子
ど
も
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら
楽
し
く
歌
う
。

○
キ
ー
ボ
ー
ド
を
弾
く
。

Ｎ
児
が
話
し
手
を
見
る
よ
う
に
促
す
。
手
話
や
指
文

字
を
一
緒
に
や
る
よ
う
に
促
し
、
話
し
合
い
に
も
参

加
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

「
先
生
は
○
○
が
見
た
い
よ
。○
○
は
～
だ
か
ら
好
き

な
ん
だ
。」

「
先
生
は
○
○
が
見
た
い
な
あ
。○
○
は
～
だ
か
ら

好
き
な
ん
だ
。」
と
話
し
方
の
モ
デ
ル
と
示
す
。

子
ど
も
が
イ
メ
ー
ジ
が
持
て
る
よ
う
に
、
動
作
や
動

き
を
工
夫
し
な
が
ら
、
動
物
に
な
り
き
っ
て
演
じ
る
。
子
ど
も
が
イ
メ
ー
ジ
が
持
て
る
よ
う
に
、
動
作
や
動

き
を
工
夫
し
な
が
ら
、
動
物
に
な
り
き
っ
て
演
じ
る
。

子
ど
も
が
選
ん
だ
動
物
の
鳴
き
声
や
動
作
が
わ
か
ら

な
い
と
き
に
は
モ
デ
ル
を
示
し
て
み
せ
る
。

Ｎ
児
と
一
緒
に
好
き
な
動
物
に
な
っ
て
演
じ
る
。

Ｎ
児
と
一
緒
に
感
想
を
伝
え
る
。

子
ど
も
が
イ
メ
ー
ジ
を
ひ
ろ
げ
て
表
現
で
き
る
よ

う
、
動
物
の
鳴
き
声
や
動
き
を
工
夫
し
モ
デ
ル
と

な
っ
て
表
現
す
る
。

子
ど
も
が
選
ん
だ
動
物
の
鳴
き
声
や
動
作
が
わ
か
ら

な
い
と
き
に
は
モ
デ
ル
を
示
し
て
み
せ
る
。

「
○
○
を
や
っ
て
○
○
し
た
の
が
楽
し
か
っ
た
よ
。」

と
感
想
を
話
し
、
話
し
方
の
モ
デ
ル
を
示
す
。

○「
遠
足
は
い
つ
行
く
の
？
」

　
 「
ど
こ
に
い
く
の
？
」

　
 「
何
に
乗
っ
て
い
く
の
？
」

　
 「
誰
と
行
く
の
？
」

　
 「
楽
し
み
だ
ね
。」

　
 「
見
た
い
動
物
は
な
あ
に
？
」

　
 「
ど
う
し
て
？
」

「
動
物
園
に
は
ど
ん
な
動
物
が
い
る
か
な
？
」

「
初
め
に
先
生
が
や
っ
て
み
せ
る
よ
。」

　
バ
ス
に
乗
っ
て
出
発
し
、Ｔ
２
Ｔ
３
の
演
じ
る

動
物
を
見
て
ま
わ
り
、え
さ
を
あ
げ
た
り
、さ
わ
っ

た
り
し
な
が
ら
や
り
と
り
す
る
。

「
バ
ス
に
乗
る
順
番
を
決
め
よ
う
。」

他
の
み
ん
な
は
ど
う
ぶ
つ
に
な
る
よ
。
何
に
な
り

た
い
？

「
動
物
園
ご
っ
こ
や
っ
て
ど
う
だ
っ
た
？
」

バ
ス
の
運
転
手
と
な
っ
て
子
ど
も
を
乗
せ
て
引
率

す
る
。「
○
○
が
い
た
よ
。」
「
か
わ
い
い
ね
。」
「
こ

わ
い
ね
。」
な
ど
感
想
を
や
り
と
り
す
る
。

動
物
に
よ
っ
て
は
え
さ
を
あ
げ
る
真
似
を
し
た
り
、

さ
わ
っ
た
り
し
て
や
り
と
り
す
る
。

○
遠
足
に
つ
い
て
質
問
に
答
え
た
り
、
好
き
な
動
物
を
考
え
て
話
し
た
り
で
き
た
か
？

○
動
物
園
ご
っ
こ
を
友
だ
ち
や
先
生
と
や
り
と
り
を
楽
し
み
な
が
ら
選
べ
た
か
？

「
１
０
月
９
日
」「
き
ん
よ
う
び
」

「
か
み
ね
こ
う
え
ん
」

「
し
ょ
う
が
く
ぶ
と
よ
う
ち
ぶ
の
み
ん
な
」

「
は
る
く
ん
さ
い
ご
だ
よ
。」

「
ぼ
く
は
○
○
見
た
い
。」

「
私
は
○
○
見
た
い
な
あ
。」

「
○
○
し
て
か
わ
い
い
か
ら
。」

「
ぞ
う
」「
と
ら
」「
さ
る
」「
き
り
ん
」

「
ご
り
ら
」「
カ
ン
ガ
ル
ー
」

模
倣
し
て
表
現
す
る
。

「
ち
い
さ
い
じ
ゅ
ん
が
い
い
よ
。」

「
お
お
き
い
じ
ゅ
ん
だ
よ
。」

「
じ
ゃ
ん
け
ん
で
き
め
よ
う
。」

好
き
な
動
物
の
お
面
を
選
ぶ
。

好
き
な
動
物
に
な
っ
て
遊
ぶ
。

「
ぼ
く
は
○
○
を
や
っ
た
よ
。」

「
私
は
○
○
を
や
っ
た
よ
。」

３
　
動
物
園
ご
っ
こ
を
し
よ
う

①
遊
び
方
の
モ
デ
ル
を
見
る
。

②
バ
ス
に
乗
る
順
番
を
決
め
る
。

④
動
物
園
ご
っ
こ
を
し
よ
う

ぞ
う
き
り
ん

カ
ン
ガ
ル
ー

う
さ
ぎ

ラ
イ
オ
ン

ペ
ン
ギ
ン

し
ろ
く
ま

ご
り
ら

た
ぬ
き

ら
く
だ

さ
る
オ
オ
カ
ミ

と
ら

③
何
の
動
物
を
や
り
た
い
か
を
話
し
合

う
。

　
何
の
動
物
に
な
り
た
い
か
お
面
を
選
ん

で
決
め
る
。

動
き
や
鳴
き
声
を
考
え
て
発
表
す
る
。

４
　
楽
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
感
想
を
話
し

合
う
。

２
　
遠
足
の
話
を
や
り
と
り
す
る
。

　
　
い
つ
？
ど
こ
に
？
何
に
乗
っ
て
？

　
　
だ
れ
と
行
く
の
？

※
大
き
な
声
で
歌
っ
た
り
、
楽
し
く
手
話
表
現
で
き
た
か
？

※
遠
足
に
つ
い
て
質
問
に
答
え
た
り
、先
生
が
言
う
の
を
模
倣
で
き
た
か
？

※
動
物
園
ご
っ
こ
を
友
だ
ち
や
先
生
と
や
り
と
り
を
楽
し
み
な
が
ら
遊
べ
た
か
？
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１０／６　研究協議記録（抜粋）

＜自評＞

 　前半遠足についてのやりとりの部分長かったがよく頑張りやりとりをしていた。

 文字を書いたり好きな動物について話せた。Ｂ児はカンガルー、Ｄ児もカンガルー

 でポケットに赤ちゃんがいて可愛いいからと理由も話せた。Ｅ児はパンダ、Ａ児は

 ゴリラで胸が強いから、Ｃ児はシマウマを選んで話せた。お尻のクイズはＥ児がキリ

 ンのカードを選べて、答えることができたので嬉しかった。ＡとＣ君でやるやらな

 いで もめたが、他にやりたい人？と言うと、Ｃ児がやると言いだし、Ａ児、Ｂ児の

 順にやれた。最後に全員でやりたいということでやれて良かった。

 　動物ごっこの場面では、それぞれ好きな動物になりきっていた。

 ＜協議より＞

 ◎Ｔ２より

 「パンダ・ウサギ・コアラ」でもよかったかな？と思った。

 　年中・年長の幼児を考え、指導案を書いていた時に考えたので難しい歌を選曲して

 しまった。（選曲は「動物園に行こう」）

 ○遠足のやりとりについて

　書く場面があったことで集中して見ていた。絵カードの提示ができたのでＣ児にと

  って理解がしやすかった。

 ○動物ごっこ

　Ｂ児は「H 先生はトラが好きだよ。どうしてかというとおしっこかけるって看板

 に書いてあったよ。」と話し、トラになって「おしっこひっかけるよ」と言っていた

 ○段ボールの柵（おり）について

　おりが倒れやすく、活動が止まってしまうので工夫すると良かった。

 ◎Ｔ３より

　○Ｅ児の支援について

 　歌は模倣できたが、遠足のやりとりは難しい。

　途中で自分から「トイレ」とサインで先生を誘い、自分からトイレに行って用を済

 ませることができた。

  動物のお尻のクイズではキリンの絵カードを選べて良かった。指文字で「き・り・

 ん」と見せたがまだ難しい。

  動物ごっこでは何回か経験したので、バスに乗って動物を見てまわることは分かって

 いたので一緒に楽しめたが、後半は飽きてしまった。

  ○Ｃ児の支援について

 　休みがちで、遠足についても動物ごっこについても初めてだったので、心配であっ

 たが、今日は早く登校し、しおり作りをしてこの活動に臨めた。トラ、ウマ、など動

 物の名前も分かって先生の質問に受け答えでき、楽しめていた。視覚情報も保障しな

 がら初めての活動だったが参加できた。
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 小学部の先生方より

 ○子どもたちが、友だちの発表を見ている姿が素晴らしい。初めての歌でやりとりを

 しながら歌っていたのが良いなあと思った。Ｅ児は１０を視写できていた。先生が子

 どもたちをほめている姿、子どもたちが生き生きしている姿が見られた。

 ○先生方が話される時に、子どもたちが知っていることプラス知らないことも話され

 ていた。Ｃ児には絵カードの提示、Ｅ児には１０の視写をして、できることを与えて

 いるのだなと思った。

 ○初めて幼稚部の授業を見て１年生の子もこういう幼稚部を経験したんだなと分かっ

 た。遠足をとても楽しみにしていて心がウキウキしている様子が見られた。言葉を共

 感して受け止めて返している。私もそうしたいなと思った。

 ○動物園楽しみなんだなあ。Ｃ児は休んでいたとは思えない。金曜日の「きん」と空

 書して先生方にも教えていた。Ｔ２の先生はシロクマの話、Ｔ３の先生はトラの話、 

 があったがこういう話もするんだなあと感心した。面白いなあ。こういう話を

 して育ってくるんだなと思った。「一緒に見に行く？行かない？」２年の児童にはそ

 ういう話し方はしない。どう答えていいか混乱するだろうから。

 ○聞こえる人は「お昼行く？行かない？」と聞く。「お昼行かない？」という聞き方

 もする。だが、聞こえない人は「お昼食べに行く？」と聞かれれば考えて答えられる

 が、「行かない？」と聞かれたら行くとは言いにくい、とろう者は話す（～ない？と

 いう相手の  意向を聞く文でも「否定」としてとらえている）。どうしても聞こえる

 先生方は、ろう  の子どもたちに配慮なく聞いてしまうが、反省させられる点である。

 ○子どもたちの表情が生き生きしている。そのためにどんなことをするのか？やりた

 いことしたいことを考えていく。先生方が問いかけ、いろいろな答えが返ってくる。

 子どもたち同士のやりとりも活発である。給食の時、F先生をやっつける作戦を子ど

 もたちでたてている様子があった。授業でも、子ども同士で考えて盛り上がっていく

 と良いなあと思う。さらにやりとりが発展していく。

  研究授業の事前授業では、その子どもの立場で、授業のめあてが達成されたか、指導者の発問

や教材提示等が理解しやすいものかなど、事前授業の後の検討会で指導者が気づきにくかった面

も指摘され、授業力向上の一翼を担っていると考えられる。と同時に、自分自身が指導する場合

の参考にもなったり、様々な指導方法の研修になったりしているようである。

  また、表の中には触れていないが、時間を調整して「交換授業」を実施する場合もある。これ

は、指導者や交換して授業した教員の双方にとって、良い刺激となっている。指導者（主に担任）

は、担当する子どもの様子を客観的にとらえることができたり、自身がその指導内容の場合はど

う扱うかの参考になったりしている。さらに、発問や教材の工夫も自身の場合と比較でき、有形

無形の指導技術の財産になることが期待できる。同様に、交換して指導する教員も普段の授業方

法でできることや困難なことなどが確認でき、授業力を向上させるため、意欲的になっていく姿

勢が見受けられる。
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②外部（校外）研究・研修
分校の限られた予算では、外部への研究・研修を十分に実施するのは困難である。しかし、管

理職、事務方が聾教育の重要性を理解しており、子どもの教育に直接有効になるように優先的に

予算を執行していただいている。それでもやはり予算的には厳しい面があることを教職員全員が

理解し、長期休業等を利用して自発的に外部研究・研修に参加している。特に、専門的な研修を

中心に参加しており、今年度は「発音指導」について教職員の半数に当たる５名が研鑽を積んだ。

また、地域の手話サークルに参加して手話の技術を高めたり、教材の工夫に関する研修などにも

積極的に参加している。研修した内容等は、得られた知見を中心に研修報告の形でレポートして

もらい、記録に残すように努めている。

（３）その他の授業改善の試み
①校内、教室等の環境整備
平分校の校舎は古い歴史が感じられる。床は歩くとぎしぎしと鳴る板張りである。強い風雨が

起きるとそこここで雨漏りのする校舎である。しかし、子どもたちは平分校が大好きなようで、

楽しく学校生活を送っている。

与えられた環境の中で教職員は鋭意工夫し、視覚的情報を数多く掲示している。廊下の側面や

教室内の周囲など、時期や行事等に合わせて子どもたちへの称賛、学習事項等を掲示している。

それでも足りないため、短冊を教室内につるしている。一人の教員が始めると、周囲にもその影

響が及び、今ではどの教室も視覚情報にあふれている。

　　　

廊下側面の掲示物例　　　　　　　　　　　　　　　教室内の掲示物例（小学部２年）

②交流及び共同学習の活用
  幼稚部は、近隣の保育園と年間５～６回程度交流している。運動会も一緒に行っており、友

だち同士仲良く活動できている。保育士の幼児へのかかわり方について参考となり、有意義な行

事である。同様に、同じ障がいをもつ福島県立聾学校（郡山市）の幼稚部との合同授業（保育）

も年間２～３回実施しており、本校での活動内容の参考にしている。

小学部は、近隣の小学校との交流及び共同学習が本年度で２９年目を迎えた。種々の行事参加

はもちろんのこと、教科の参加も、単元内容等の調整を相互に行い、定期的に実施している。も

ちろん児童の実態や意欲等を考慮して、交流及び共同学習を実施する頻度を当該学級の担任と連

携を密にとりながらの実践である。多い児童で年間３０回程度（ほぼ毎週）の交流及び共同学習

を行っている。小学校の先生方の授業の進め方や発問の仕方、言い回し等参考になることが多い。
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終了後は、報告書を毎回提出しているが、教員の課題意識が鮮明になり、次回の交流及び共同学

習に積極的に参加するための資料にもなっている。参加する子どもの困っていることや成長が認

められることなどを評価し、次回への改善策に結び付けるという意味でも重要な資料となってい

る。さらに、このような活動を通して得られた知見が、平分校での授業にも反映されるという効

果が認められる。

交流及び共同学習の報告書例

記入者：○○　

学・児童氏名 　　　２年　　　氏名　　（女児）

実施日 平成○年　○月○日　　３校時

教科（領域）名 生活

単元名 秋まつりにお店をだそう

実施内容 班の仲間と一緒に店の看板とチラシを作る。

・看板の文字や絵を分担してかく。

・児童が、それぞれ店の特徴を考えてチラシをかく。

評　　　価

本児のめあて Ｔ１の指示を聞き取り、班の仲間と協力して学習に取り組む。

達成できた　　ほぼできた　　　あまりできなかった　　　達成できなかった

今後配慮すべき事項
・同じ班の児童の名前をしっかり覚えるように促し、聾学校で

も写真を見ながら振り替える。

・やることが分からなくなったときには、A 小のクラスメイト

に相談できるように事前に指導する。

担当者の反省点 自分から話しかけることはしなかったが、同じ班の児童の名前を覚

えていた。話しかけられると会話をして、描くところを分担したり

一緒にダンスをしたりしている。事後指導で感想を聞くと、班の仲

間に話しかけるのがはずかしかったようだった。Ｔ１の指示だけで

なく班の児童が言っていることも理解して看板作りやチラシ作りで

自分の役割を果たしていた。

　聾学校の引率教員は、男子の班の指導をしながら様子を見守った。

特に助けを求めることもなく、児童同士で楽しそうに活動していた。指示

を聞き取って行動でき、仲間と一緒に活動していたが、自分か

らのアプローチが少ない。お店の班は、売るものに興味があり加わ

った班で、体育の交流の時に自分からも話しかける児童は他の班だ

った。今まで話したことがない児童がほとんどの班で、恥ずかしそ

うな気持ちがまだ解けきれない感じがした。しかし、交流及び共同学習時

間も終盤になり、みんなでダンスをしたときは、自分から体を動かして仲

間と手をつなぎ、笑顔になって踊っていた。成長を感じる。
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児童の感想 ちょっとはずかしかったよ。みんなで看板を作ってから、チラシをかいた

よ。みんなと踊ったドラえもんのダンスが面白かった。一緒のお店の友達

の名前は分かるよ。

次回の予定

（期日、内容など）

次週、○月○日　尚、インフルエンザの流行状況をみながら日程調整する。

内容は、秋祭りお店のリハーサル、ダンスの練習。

備　　　考 秋祭り当日は、A 小の地域児童と一緒の集団登校にて A 小に自力登校する。

３．今後の課題

本稿では、平分校の実践をありのまま紹介した。様々な活動を通して、どの教員についても授

業改善が進んでいるという感触を得ている。しかしながら、まだ改善すべき点はいくつか残され

ていると思われる。以下に、その課題を示す。

○子どもに応じた指導内容、コミュニケーション方法の選択。

○授業の適切なめあての設定と、臨機応変に子どもに対応する技術。

○子どもが自発的に思考できるような発問内容とタイミング。

○適切な視覚教材の提示。

○子どもに応じた教材観。

授業を課題意識を明確にもってやればやるほど「授業は生き物」だと感じる。日々積み上げた

指導技術が通じにくい子どもがいることも事実である。しかし、そこであきらめてしまうと授業

改善は望めない。聴障児の可能性を拡げていくために、豊かな生活を送ってもらうために、我々

教員が適切な指導と必要な支援に努め、その一部にでも貢献できればすばらしいことだと感じて

いる。
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授業評価表を用いた授業改善の試み

高濵由美・藤田美奈子

（兵庫県立姫路聴覚特別支援学校）

１　はじめに

本校では、研究研修部（校務分掌の一つ）を中心に、２年に１度は必ず学部の枠を超えた研究

授業または公開授業を行うこととし、各教師の授業力向上を目指し、日々取り組んでいる。また、

学部ごとにテーマを設定し、校内研究を進めている。本年度の中学部の研究テーマは「一人ひと

りの実態に応じた教材・指導方法の工夫」である。

昨年度、重複障害生徒への授業に関する取組を行い、今年度は、単一障害生徒への授業改善に

向けた取組を行っている。

本年度最初の中学部の話し合いにおいて、授業力向上に向けた取組の現状と課題に関して、次

のようなことが話題に上った。①生徒に学力・言語力をつける授業を展開できているか。②せっ

かくの研究授業や公開授業が、その場限りのものになっていないかという２点である。そこで、

どのような授業を展開すれば、生徒に学力・言語力をつけさせることができるのか、具体的なポ

イントをあげ、それを「授業評価表」という形で明文化した。授業を計画する際・見る際の共通

の視点を明らかにすることにより、授業研究会の充実を図ることができるのではないかと考えた

からである。以後は、その取組について紹介する。

また、中学部の在籍生徒数及び教師数は、次のとおりである。

表１　平成２１年度　中学部　在籍生徒数

１年 ２年 ３年 計

単一 ５人 ５人 ４人 １７人

重複 １人 １人 １人

表２　平成２１年度　中学部　教師数

国語 数学 社会 理科 英語 音楽 美術 体育 技 /家 自活 /通

級

２人 １人 １人 １人 １人 ０ １人 ２人 １人 １人

７/８年

目

３年目 ６年目 ３年目 ３年目 １年目 ３/２年

目

３年目 １１年目

２　「授業評価表」を活用した授業研究の方法

１）「授業評価表」の内容
平成２０年度国立特別支援教育総合研究所の「聾学校における授業とその評価に関する研究」

にかかる全国聾学校調査において寄せられた「授業評価表」を分析した結果、評価の観点が次に

挙げる５区分１６種類に分類できた。



－ 100 －

１コミュニケーション　２障害特性への配慮　３授業計画　４授業技術　５その他

１  　①手指メディア②口話③コミュニケーション全般

２　④聴覚的配慮⑤教室環境全般

３　⑥指導目標・到達度⑦意欲・目的・内容・方法⑧活動の設定・展開・時間配分

４　⑨発問⑩確認・訂正・形成的評価⑪板書⑫教材・教具・機器活用⑬言語指導⑭個別対応

⑮ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞ

５　⑯その他

上記の評価の観点を参考に、その５区分１６種類の中から、現在の本校中学部において、重視

したい点について検討した結果、１  『コミュニケーション』①②③の三つ、２『障害特性への配慮』④⑤の二つ、

３『授業計画』の⑥一つと４『授業技術』の⑩⑪⑫の三つ、合わせて９種類にしぼった。

実際に評価の観点を具体的に立てるにあたっては、研究授業の際だけでなく、日常的に授業の

申し合わせとして、活用できるものにすることを念頭に置き、項目数や内容の検討を行った。まず、９種類の

評価の観点を「教師の受信力」「教師の発信力」「聴覚的支援」「視覚的支援」の四つの要素にまとめて考えてい

くことにした。その中でも本学部においては、「教師の受信力」に課題が多いと感じている教師が多く、それ

については項目数も多めに設定した。「教師の受信力」を５項目、「教師の発信力」「聴覚的支援」

「視覚的支援」をそれぞれ３項目、計１４項目の評価の観点を立て、『授業評価表』として活用す

ることとした。具体的には、表４の通りである。

２）「授業評価表」を活用した授業研究会の流れ
４月　：「授業評価表」の試作　（表４）

５月　：第１回公開授業　「授業評価表」を用いた授業評価及び事後研究会開始（表５）

６月　：中学部の全教師が「授業評価表」を用いて、自分の授業の自己評価を実施（表６）

６月～：生徒の実態把握のため、WISC －Ⅲ及び「聞こえについてのアンケート」実施

７月　：「授業評価表」の評価の観点について検討

７月～：研究授業及び公開授業において、「授業評価表」を用いて相互評価及び事後研究会

の実施

１１月　：「授業評価表」の試作改訂

表４　授業評価表の詩作
～教師の受信力に関わる項目を中心に～

表３　評価項目の検討過程
～現在の中学部の教師の課題に関わる項目を中心に～
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表５　　公開授業・研究授業及び事後研究会実施予定

月 ５月 ７月 ７月 ９月 ９月 10 月 10 月 10 月 11 月 11 月 12 月 １月

教科等 自活 国語 総合 国語 国語 英語 理科 技術 社会 体育 美術 数学

３　授業評価表の検討過程

１）「授業評価表」を用いた自己評価（２回分）　　
まず、「授業評価表」の試作を用いて全教師が自分の授業評価を各自２回行った。その結果を

次に挙げる。

①４件法による自己評価の傾向（表６）
ⅰ）評価１が多かった項目・・・多くの教師が“ほとんどできていない”と評価した

＜９＞生徒の聴力を把握し、補聴器・人工内耳の装用を確認したか

→→→習慣として、なされていないのではないか。

ⅱ）評価４がなかった項目・・・“とてもよくできている”と評価した教師がいなかった

＜６＞生徒の実態に応じたスピーチや手話で指示や発問をしたか

＜９＞生徒の聴力を把握し、補聴器・人工内耳の装用を確認したか

＜ 10 ＞教室の音環境に配慮していたか

→→→＜６＞については、“生徒の実態に応じた”という点に困難を感じるという

記述が見られた。生徒の実態把握やその共通理解の不足があるのではないか。

＜９＞については、ⅰ）と同じ。

＜ 10 ＞の項目については、具体性に欠けたからではないか。

ⅲ）評価１がなかった項目・・・“ほとんどできていない”と評価した教師がいなかった

＜１＞生徒の発言を最後まで聞いていたか

＜ 11 ＞生徒の聴力を考慮した声の大きさ・テンポであったか

→→→予想に反する結果。評価の観点に挙げられたため、意識できたのではない

か。

ⅳ）評価４が多かった項目・・・多くの教師が“とてもよくできている”と評価した

＜ 13 ＞本時の学習目標（内容）を提示していたか

→→→提示したかどうかが明確であり、実行も評価もしやすかったのではないか。

ⅴ）空欄が多かった項目・・・“評価できない”とした教師が多かった

＜６＞生徒の実態に応じたスピーチ・手話で指示や発問をしていたか

＜７＞全員が注目してから指示や発問をしていたか

＜８＞説明や指示は分かりやすかったか（生徒が理解できていたか）

→→→発信がスムーズにいったかどうかは、自分では判断しにくいためで

はないか。
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②自由記述の内容
ⅰ）「授業評価表」の項目を念頭に置き、授業を行った感想

・聴覚的配慮を全くしていないことに気付いた。

・重複障害生徒に比べて、単一生徒の場合は理解度の確認をあまりせず、授業を進めていること

が多いことに気付いた。 

・指導者側の受信に関する問題点、聾声の聞き取りや手話の読み取りに課題が多いと感じた。

・生徒の発言を、途中で切ってしまうことが多いことに気付いた。

・生徒にとって、分かりやすいプリント等視覚的な教材作成には、慣れや工夫が必要と感じた。

・生徒の学力差や理解度の差によって、授業の流れが滞りやすい。

・視覚を活用させる教材や教具は、よく取り入れている。

ⅱ）「授業評価表」そのものについての感想

・評価表の項目を意識して授業を行うということに意味があると感じた。

・できる、できないは別として、授業において常に心がけておくべき項目として、掲げておきたい。

・説明中心の授業を行う場合、指導者側の受信に関する項目は評価しにくいと感じた。

・評価表の項目は少ない方がつけやすいと感じた。

・具体的な項目のほうが評価しやすいと感じた。

・自分の振り返りはできるが、他者の評価はしにくい。

表６　授業評価表の試作を用いた授業評価結果（各自２回）

２）「授業評価表」を用いた研究授業・公開授業の自己評価
「授業評価表」の試作を用いて研究授業・公開授業の評価を行った。参観した教師は他者評価、

授業者は自己評価として行った。４件法による評価の結果、他者評価はどの項目も“４　とても

よくできている”

という評価をつけた教師がほとんどであり、他者の授業を評価するということに慣れていない

のではないかと思われた。自己評価については、“１　ほとんどできていない”という教師もい

たが、他者評価の結果と比べ、ばらつきが見られた。そこで、自己評価のばらつきについて検討

を行ってみることにした。
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①　４件法による自己評価の傾向
ⅰ）評価１が多かった項目・・・多くの教師が“ほとんどできていない”と評価した

＜４＞生徒の発言が理解できないとき、別の方法で表現させたか。

＜５＞生徒が間違った時、生徒に合った方法で訂正していたか。

→→→心がけはするが、評価しにくいのではないか。

＜９＞生徒の聴力を把握し、補聴器・人工内耳の装用を確認したか。

→→→習慣として、なされていないのではないか。

＜ 10 ＞教室の音環境に配慮していたか。

→→→具体的でないため、評価しにくいのではないか。

ⅱ）評価４がなかった項目・・・“とてもよくできている”と評価した教師がいなかった　

＜１＞生徒の発言を最後まで聞いていたか

＜２＞生徒の手話を最後まで見ていたか。

＜６＞生徒の実態に応じたスピーチや手話で指示や発問をしたか

＜８＞説明や指示は、わかりやすかったか。

＜ 10 ＞教室の音環境に配慮していたか。

＜ 11 ＞生徒の聴力を考慮した声の大きさ・話のテンポであったか。

→→→＜１＞＜２＞については、教師側の受信に対する自信の問題ではないか。

＜６＞＜８＞＜ 11 ＞については、発信技術の問題と個に応じる技術の２

つの問題が重なっていることの難しさがあるのではないか。＜ 10 ＞は、

具体性の低さか。

ⅲ）評価１がなかった項目・・・“ほとんどできていない”と評価した教師がいなかった 

＜１＞生徒の発言を最後まで聞いていたか。

＜３＞生徒の・反応行動をよく見ていたか。

＜７＞全員が注目してから、指示や発問をしていたか。

→→→項目としてあがっていることで、意識づけになったのではないか。

＜ 13 ＞本時の学習目標（内容）を提示していたか。

＜ 14 ＞視覚的教材・教具を準備し、活用していたか。

→→→具体的な内容であり、したかどうかの評価がしやすいのではないか。

ⅳ）評価４が多かった項目・・・多くの教師が“とてもよくできている”と評価した　

＜３＞生徒の反応・行動をよく見ていたか。

→→→項目としてあがっていることで、強く意識する傾向が出たのではないか。

ⅴ）空欄が多かった項目はなかった・・・“評価できない”とした教師がなかった

②　事後研究会での授業者の反省
・音読中心の授業で、生徒とのやりとりをする機会が少なく、一方的になってしまった。指示

がなかなか一回で通らなかった。もっと（視覚的に）すぐわかる指示が必要だった。授業が

単調となってしまった。進度も遅すぎた。

・自分も緊張しており、生徒も普段よりおとなしく、その時の実態に即していたとはいえない

と思う。

・生徒が見えなかった。自分では準備していたつもりでも、実際には穴だらけで、「汗顔の至り」。
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・焦って何をやっているのか、分からなくなりかけた。少しテンポが速かったと思う。普段通

りのんびりやったほうが良かったかもしれない。内容を多くつめすぎた。

・学力差の大きい生徒４人なので、４人全員の集中を途切れさせずに、全員の理解を促すよう

な授業を心がけた。しかし、実際には前半の説明に時間をかけすぎた結果、後半時間が足り

なくなってしまった。また、後半は活動にメリハリがなかったり、説明が中途半端になって

しまったりした。

・体育の授業の中でも、格技（剣道）をすることで、礼儀・人格を教えることの重要さを再認

識できた。体育は、運動量を得ることが重要。個別指導・説明をしすぎると授業の流れが止

まってしまうので、その兼ね合いが難しい。理解力・語彙力が違うので、絵や文字を使うこ

との大切さがよくわかった。

・予定していた内容の半分しか行えず、授業計画そのものの見直しが必要。生徒相互の活動も、

お互いに点検させるなど、考えるべきであった。

３）授業の自己評価と研究授業・公開授業での他者評価を行った後、「授業評価表」に関して検
討したこと

①評価しやすい面としにくい面の問題

・抽象的な内容や表現をできるだけ具体的にする。

②教科の特殊性に配慮する必要性の問題

・実技の多い教科かどうかや学習場所の違いにも対応できるようにする。

③多様性のある生徒の実態を共通理解した上で、授業者の言動を評価する必要性の問題

・生徒の聴力に関する実態、コミュニケーション手段に関する実態、読字や文法理解

に関する実態等について検査や調査をした結果に関する話し合いを反映できるよう

にする。

④日常的に活用することを念頭に置き、項目数を絞る必要性の問題

・学習指導の土台となるコミュニケーション力（伝達力）の向上を常に意識できるよ

うにする。

⑤自分に厳しく、他者に優しい評価になる傾向の問題

・客観的に評価しやすい内容や表現にする。
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４）「授業評価表」の評価の観点に関して検討した

表８　評価の観点についての検討事項

評価の観点 観点のねらい 内容及び表現の改訂

生徒の発言を最後まで聞いていたか

聾声の聞き取りにくさ、語彙の不足や構文力の不足による口話
の曖昧さから、生徒の発言（口話）を理解するのが困難な状況
を減らす。発言（口話）が曖昧なため、言いかけた答えの続きを、
教師が引き取り、「そうそう○○ですね。」と、生徒に最後まで
答えさせない場面を作ってしまうことを減らす。

速かったり曖昧だったりする生徒の手話を、途中で読み取れな
くなることが、できるだけないように。

生徒全員に発言させる場
面をつくったか。

生徒の発言を手話と口話
で復唱したか。

手話と口話の両方で、指
示・発問をしたか。

生徒全員が注目してから、
指示・発問をしたか。

口話と手話に加えて､ｼﾞｪｽ
ﾁｬ ・ー文字・絵・写真・図
等を用いて、指示・発問
をする場面があったか。

授業のはじめに、音声だけ

で、名前を呼んで返事をさ

せ、聞こえの状況を確認し

たか。

大きすぎる声・小さすぎる声で、
発信する場面はなかったか。

速すぎる・遅すぎる話のテンポで、
発信する場面はなかったか。

話者（友達）の口形や手話に注目
させる指示や姿勢が、授業者にあっ

本時の学習目標（内容）を、1 時間
中目につく場所に、提示していた

絵・図・写真・文字ｶｰﾄﾞ等の視覚
的教材やプロジェクター・ＴＶ等の
教具を、活用したか。

生徒が間違って答えた時や
言い間違えた時、正しい答
えを伝え、復唱させたか。

手話でも口話でも表現しにくい生徒はもちろん、そうでない生
徒も、その反応や行動には、学習内容の理解度が現れやすいも
のであり、それを見逃さないようにする。

生徒の発言（手話・口話など）が理解できないときのために、手話・
口話以外の方法で確実に理解しあえる方法を出来るだけ確保しておく。

できるだけ同じ間違いを繰り返さないために、× ということだ
けでなく、間違い方や間違った原因等についても知らせる。

一人ひとりというよりも、学習グループごとに必要なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾓｰﾄﾞを確認・整理し、確実にかつスムーズに授業を進行する。

話者を見ずに、話の内容を把握することができない生徒がほと
んどなので、話者を見るということを習慣づけさせ、理解を補

補聴器も人工内耳も、ともに騒音に弱く、可能な限り騒音を減
らす努力をする必要がある。

補聴器や人工内耳で、かなり音を増幅して聞いてい
る生徒もいるため、大きすぎず・小さすぎず・速す
ぎず・遅すぎない声で、話す。

他の生徒の意見にもふれさせるため基本は、馬蹄形。話者
の口形が見やすいという基本をおさえた上で、学習内容や
学習場所によって、最適な座席隊形をとる。

はじめに、学習の目標や内容を知らせ、１時間の授
業の見通しを持たせる。

曖昧な聞こえを補うために、視覚的教材や視覚的教
具を用いて、見てわかる確かな情報を、適時・適量

話聴覚障害児は、語彙不足・経験不足等様々な問題を抱えてい
るため、聞こえる子どもに対するのと同じように指示・説明す
るだけでなく、理解させるための配慮や工夫が欠かせない。

聴力差が６０bB 以上もある学習グループがあることや、ｺﾐｭﾆｹｰｼ
ｮﾝﾓｰﾄﾞの違いなどを十分把握した上で授業に臨んだとしても、
補聴器・人工内耳を装用していない生徒がいれば、指導上の配

1

生徒の手話を最後まで見ていたか2

生徒の反応・行動をよく見ていたか3

教室の音環境に配慮していたか10

生徒の発言が理解できないとき　別
の方法で表現させたか4

生徒が間違ったとき　生徒に合った
方法で訂正したか5

生徒の実態に応じたスピーチ・手話
で指示や発問をしていたか6

全員が注目してから　指示や発問を
していたか7

説明や指示は　わかりやすかったか
（生徒が理解できていたか）8

生徒の聴力を把握し、補聴器・人工
内耳の装用を確認したか9

生徒の聴力を考慮した　声の大き
さ・テンポであったか11

生徒の座席や位置　指導者の位置は
適切であったか12

本時の学習目標（内容）を提示して
いたか13

視覚的教材・教具を準備し、活用し
ていたか14

受
信

発
信

聴
覚
的
配
慮

視
覚
的
配
慮
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５）授業者の意識の変化
①「授業評価表」を用いた授業改善の取組について、その前後の授業者の意識についてアンケー
トで確認。

表９　担当教科の授業における授業者の意識

 

１１人に対する１４の設問（計１５４）

のうち、「授業評価表」の各項目について、

意識する度合いが強くなったと答えた割合は、

６５％であった。詳しくは、下図の通り。（３ポイ

ント上昇：２％、２ポイント上昇：１５％、１ポイ

ント上昇：４８％、±０ 変化なし：３４％、１ポ

イント下降：１％）

 

   

                   

  

                

図３　「授業者の意識変化」

　図１　「授業評価表」使用前
※縦軸：評価　　横軸：各授業者

　図２　「授業評価表」使用後
※縦軸：評価　　横軸：各授業者

評価の観点

つねに意識していた・・・4　　たいてい意識していた･･･3　　ときどき意識していた･･･2　　とくに意識していなかった･･･1   

授業者の意識
生徒の発言を最後まで聞くこと
生徒の手話を最後まで見ること
生徒の反応・行動をよく見ること
生徒の発言が理解できないとき　別の方法で表現させること
生徒が間違ったとき　生徒に合った方法で訂正すること
生徒の実態に応じたスピーチ・手話で指示や発問をすること
全員が注目してから　指示や発問をすること
説明や指示は　生徒がわかるように行うこと
授業開始時に　補聴器・人工内耳の装用を確認すること
教室の音環境に配慮すること
生徒の聴力を考慮した　声の大きさ・テンポで話すこと
生徒の座席や位置　指導者の位置を　適切に配置すること
本時の学習目標（内容）を提示すること
視覚的教材・教具を準備し　活用すること

4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1
4 ― 3 ― 2 ― 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

受
信

発
信

聴
覚
的

配
慮

視
覚
的

配
慮

３ポイント
下降
1%

３ポイント
上昇
2%

２ポイント
上昇
15%

１ポイント
上昇
48%

±０
34%
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②授業者の意識アンケート　　～評価の観点ごとの意識の変化～

意識の変化が一番大き

かったのは、13「本時の

学習目標（内容）を提示

すること」、二番目は、9

「授業開始前に補聴器・

人工内耳の装用を確認す

ること」であった。

この２つは、元々の意

識が低かった項目である

が、具体的であったため

か、変化が大きかった。

逆に意識の変化が一番

小さかったのは、8「説

明や指示は生徒がわかる

ように行うこと」、二番目

は、14「視覚的教材・教

具を準備し、活用するこ

と」であった。

この２つは、元々意識

が高かった項目で、以前

から意識できていた観点

と言える。しかし、8 は、

心がけることはできて

も、できたかどうかの評

価がしにくい観点との声

があった。

表 10　授業者の意識

図４　授業者の意識　～「授業評価表」仕様前・使用後の意識の差～

図５　授業者の意識　～「授業評価表」仕様前・使用後（平均）～

平均（前）
平均（後）
合計（前）
合計（後）
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６）「授業評価表」　改訂版
「授業評価表」を用いた授業改善のこれまでの試みを通して、評価項目の内容や表現等を改定

した。改訂のポイントは３点。①教師の受信・発信を中心に、具体性が高く、自己評価も他者評価もしやすい

こと。②日常的な授業の申し合わせとして活用できること。③教科の特性を考慮し、その枠を越えて評価できる

こと。

それに加えて、授業の良かった点と改善の余地がある点を必ず記述することとし、標題も「授

業チェックリスト」とした。

教科【　　　　　　　　】　　授業者【　　      　　　　先生】　  　   【　　　月　　　日（　　）　　　　時間目】

良かった点 改善の余地がある点

＜4：とてもよくできていた　　3：だいたいできていた　　2：あまりできていなかった　　1：ほとんどできていなかった＞

気付いたこと

生徒全員に発言させる場面をつくったか。

生徒の発言を手話と口話で復唱したか。

生徒が間違って答えた時や言い間違えた時、
正しい答えを伝え、復唱させたか。

手話と口話の両方で、指示・発問をしたか。

生徒全員が注目してから、指示・発問をしたか。

口話と手話に加えて、ｼ゙ ｪｽﾁｬー・文字・絵・写真・図
等を用いて、指示・発問をする場面があったか。

授業のはじめに、音声だけで、名前を呼んで返事
をさせ、聞こえの状況を確認したか。

大きすぎる声・小さすぎる声で、発信する場面は
なかったか。

速すぎる・遅すぎる話のテンポで、発信する場面
はなかったか。

話者（友達）の口形や手話に注目させる指示や姿
勢が、授業者にあったか。

本時の学習目標（内容）を、1時間中目につく場所に、
提示していたか。

絵・図・写真・文字ｶー ﾄ゙ 等の視覚的教材やプロジェ
クトターTV等の教具を、活用したか。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

4  ・ 3  ・ 2  ・ 1

受
信

発
信

聴
覚
的
配
慮

視
覚
的
配
慮

表 11　中学部　授業チェックリスト
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７）「授業評価表」改訂版（授業チェックリスト）を用いた公開授業Ⅰ・Ⅱの事後研究会
①公開授業Ⅰ（美術）授業者の自己評価及び反省
・まず、手話・指文字の使用について反省することが多い。まだまだ難しいので、生徒に尋ね

ることもある。しどろもどろで教えたいことを伝え切れていない。

・作業の手を途中で止めてでも教えなければならないことを、そのまま流してしまった場面も

あった。

・今後は、手話・指文字の力の向上はもちろんのこと、情報機器や視覚に訴える教材をもっと

活用し、分かりやすい授業をつくっていかなければと痛感した。

②公開授業Ⅰ（美術）参観者の評価
ⅰ）良かった点

・声量やテンポは良かった。

・関節が曲がる人体骨格図は、とても分かりやすく、かつ生徒の興味を引くという工夫があった。

・人体骨格図によって、関節に注意して描くというポイントが、生徒にしっかり伝わっていた。

・活動中の机間巡視が丁寧だった。

・発信を補うための「文字カード」の準備もあった。

・言葉で説明しにくい部分を、人体骨格図で補っていた。

・生徒をよく見ていた。発音もはっきりしていた。

・講評し合うことで、生徒同士がお互いの作品の良さから学べる場面があった。

・視覚的な「人体骨格図」「カード」を準備したこと、生徒を前に出して体重のかかり方やバ

ランス

について説明したことなど、ただ「描きなさい」という指示ではなく、具体的で分かりやすか

った。

・図を用いた説明は、わかりやすかった。発話も明瞭でよかった。活動中の机間巡視で生徒の

発言を

よく拾えていた。手話・指文字を使おうという姿勢が見られた。

表 12　公開授業Ⅰ（美術）　授業者の自己評価
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ⅱ）改善の余地がある点

・もう少し生徒に発言させる機会をつくったほうがよい。説明の後、実際に描く時になって、

何をするのか頭に入っていない様子の生徒も見られた。補充プリント等で確認させながら作業させる

とか、教師が作業の見本を見せるなどの方法をもっと取り入れてはどうか。サブの先生をモデル以外

にも活用した授業計画が必要。手話・指文字の技術はまだまだだが、今後の努力次第。

・本時の目標確認が授業の中盤だった。見通しを持たせる意味では、もっと早い段階のほうが

よい。

・授業に必要な単語の手話をもう少し覚えていけば、生徒によく伝わっていくと思う。

・説明が多かった。簡単な質問で、生徒とやりとりをする場面などがあるとよかった。

・スケッチをさせる時に、黒板に背を向けさせたが、バランスのとり方や作業の手順、目標等

が提示してあったので、黒板もモデルも見える座席配置にしたほうがよかった。

・生徒の発言を復唱する場面は見られなかった。

・その時間中にすることを、わかりやすく提示してやることが大事。提示の仕方ももう少し整

理方がよい。

・板書の文字が見えにくい。小さい。板書以外のプリント等についても、新しく使う言葉には

ルビをふる、生徒に分かるような注釈をつける等の配慮が必要。

・指文字・手話を正確に。ポイントになる言葉は特にしっかりおさえたい。学習活動のねらい

をもう少し明確にすれば、分かりやすく楽しい授業になる。

 ・指文字の発信…数も限られているので、これは何としても早くクリアして授業に臨みたい。

・手話の発信…担当教科に関係する単語から少しずつ増やしたい。手話・指文字に限定してと

いう意味ではなく、授業の中で使う言葉、特に授業のポイントとなる言葉は、生徒に伝わる

モードで正しく発信できるように、事前に十分準備しておく必要がある。

③公開授業Ⅱ（数学）授業者の自己評価及び反省
・導入に時間をかけ過ぎた。授業の流れとか生徒の活動も、計画段階でもっと検討しておく

必要があった。

 ・質問を介して生徒のやりとりもしたが、簡単なものに終わった。今生徒に十分理解させ

られなくても、「次回の復習時に理解させよう」という甘えがあった。

表 13　公開授業（　　）　授業者の自己評価
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④公開授業Ⅱ（数学）参観者の評価
ⅰ）良かった点

・どの生徒にも理解させたいという授業者の気持ちが感じられた。

・ゆっくり話す場面もあった。

・視覚教材（図形カード等）の活用によって、生徒自身が学習内容を確認しながら作業できた。 

・図形カードを実際に切って、動かして見せることで、「同じ」「違う」等のイメージを体感さ

せることができていた。

・理解の確認が丁寧だった。個別のやりとりが多かった。

・理解がゆっくりの生徒にもなんとか分からせようという授業者の思い。視覚教材もよかった。

・三角定規や図形カード、文字カードなどの掲示物があった。

・図や問題文の表示が見やすかった。

・手話や図表など、なんとかして生徒に伝えようという気持ちは伝わってきた。

ⅱ）改善の余地がある点

・教材にしても、生徒への対応にしても、焦点の当て方が課題。授業の山場は、有りすぎても

無さ過ぎてもよくない。

・黒板に提示した教材に書き込んだ文字が見えにくかった。書き込むことも想定し、上で教材

作りを。

・生徒に板書を写させる時、ノートにどのような状態で書いているのか確認すべき。

・生徒に計算をさせる時間をもう少しつくる必要があると感じた。新出や重要語句等は板書す

るなどして、しっかりおさえるほうがよい。

・導入時の確認問題で、答えは合っているが途中式が間違っている生徒がいた。答えの確認だ

けでなく、考え方の確認も必ず行う必要がある。

・発言している生徒の口元が他の生徒には見えない状況で、「よく見なさい」とか「よく聞き

なさい」という指示は、適切ではなかった。お互いの口形が見えるような座席配置や生徒の

聴力の把握などをした上で、その場に応じた指示を出したい。

・√３、√２等の値を実際に測らせるとか、生徒の活動がもう少しあるとよかった。

・３人の生徒のうち、１人に対応する時間が長かった。その間の他の生徒に対する配慮が何か

ほしかった。プリントをさせるとか、前で説明させるとか。

・生徒の活動をもっと増やすとよいのではないか。生徒を前に出させて例題を解かせる等、生

徒が「動き」「考える」授業へ転換していくとよい。

・１つの間違いを、生徒に共有させてそこから学ばせるという授業展開も取り入れてほしい。

先生が問題を解く様子を見せて「はい分かったね」「覚えてね」と言って黒板を写させると

いうパターンからの脱却。数学用語の手話に関して事前の準備があれば、もっと自信をもっ

て教えられる。

８）「授業評価表」改訂版（授業チェックリスト）を用いて授業評価を行った感想
・ポイントが絞られて、書きやすかった。受信・発信の扱いなど教科によって違う面はあるが、

座学においては、使いやすいと感じた。

・評価の観点が具体的になった。
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・授業する際も評価の観点を念頭に置くことができ、評価する際も観点ごとの感想が書き込み

やすい。

・具体的でよくなったが、△最初から授業を見ていないと評価しにくい観点もあった。

・以前のものより評価しやすい。

・より具体的な観点になってつけやすかった。△途中からの参観の場合、未記入の部分ができる。

・△最初から最後まで授業を見ていなければ書けない部分がある。

・良かった点や改善の余地がある点を書くスペースが作ってあったので、数字では表せない評

価を書き込めた。

・「授業のはじめに、音声だけで名前を呼んで返事をさせ、きこえの状況を確認したか」につ

いては、授業の途中でも確認できる方法が示されれば、授業者としても助かる。

４　「授業評価表」を用いた授業改善の試みを通しての感想および反省点

１）これまで授業評価表を用いて自分の授業を計画したり、また他者の授業評価を行ったりして

きた。

   　実際に授業評価表を使用した中学部の教師全員で感想および反省点について話し合い、効果

や課題について考えた。その内容について、「自己評価」と「他者評価」の２つに分けて以

下に記述する。

①「授業評価表を用いた自己評価」について
・以前は生徒が発言している途中で（その生徒が何を言いたいのか分かった時点で）切ってし

まうということがあったが、生徒の発言を最後まで聞くということに注意ができるようにな

った。（あ）

・聴覚特別支援学校の学習指導において、最低限これだけはという約束事が明文化されている

ことで、それについては、できたかできなかったのかの自己反省がしやすかった。（い）

・チェック項目にポイントを置いた授業展開をするようになった。（う）

・視覚教材を用いることは意識していたが、聴覚的配慮を全くしていなかったこと、また生徒

の発言をきちんと見て（聞いて）いないことに、改めて気づいた。（え）

・どういう観点から振り返るべきかが明確に書かれており、自分の認識が不十分だったことに

改めて気づかされた。（お）

・視覚教材やプロジェクターを用いるときに、文字や絵の大きさ、色、情報量などに注意する

ようになった。（か）

・生徒の発言を復唱するときに、他の生徒に質問や発言させるなどして、生徒全員を他の生徒

の発言に注目させるようになった。（き）

・発言などを最後まで聞く、別の表現などを意識するようになった。（く）

・授業前、授業中に授業評価表のチェック項目を意識（イメージ）しながら、授業をすること

ができた。次時には、フィードバックすることができた。（け）

・項目の内容は普段では、ついつい手を抜いてしまい忘れがちのものであるので、自分の授業

に対する意識を見直し、気持ちを引き締める意味で有益であったと思える。（こ）

・どんな点に配慮しながら授業をすすめたらよいかのポイントが分かった。（さ）
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上記の感想および反省点は三つに分類される。

授業評価表を用いることによって、

ⅰ）授業をする前段階、つまり授業計画をたてる段階や授業にのぞむ際に、注意したり配慮

しようとしたりするようになった。（う）（か）（こ）（さ）

ⅱ）実際の授業場面で、意識して授業をするようになった。（あ）（き）（く）

ⅲ）授業実施直後、あるいは日常的に、自分のやり方を振り返ってみるようになった。（い）

（え）（お）（け）

こうしたことから、今回作成した授業評価表は、授業を計画し（Plan）、実際に授業を行い（Do）、

また日常的に自分の授業を振り返る（Check）際に、本学部においては有効だったと思われる。

ただし評価の観点は、固定するのではなく、生徒一人ひとりや生徒集団の実態また、教師集団の

実態に応じて柔軟に練り直しを行っていかなければならないということが重要な点でありかつ課

題でもある。

②「授業評価表を用いた他者評価」について
・ポイントを絞って授業を見る（評価する）ことができ、反省会において、そのポイントについて、

良かった点や改善すべき点など、具体的に話し合うことができた。（ア）

・２つの項目（良かった点・改善の余地のある点）については記入しやすいと感じた。（イ）

・視覚的教材の使い方、説明・指示の仕方がどのようにされているのかなどを見るようになった。

（ウ）

・チェック項目を自分と他の先生との指導観点の違いに生かすことができた。（エ）

・自分ができていない項目について、他者がどのように行っているかをよく見るようになった。

（オ）

・自分自身を生徒に置き換えて見ることを強く意識するようになった。（カ）

・他者に対する評価は甘くなりがちのように思えたが、実際に他の先生方もみんな「授業評価表」

の項目を意識しつつ、しっかりとした準備で授業にのぞんでいた。（キ）

・生徒が集中して取り組めるのはどのような学習活動のときか、など生徒の様子を注意深く見

るようになった。（ク）

・自分の授業と比較して見るようになった。（ケ）

・視覚教材の「用い方」について、見るようになった。（コ）

・それぞれの項目について、自分と比較するようになった。（サ）

・観点をしぼって具体的に分析することができたので、漠然と授業を見ることがなかった。あ

る種の緊張感を持って見ることができたように思う。（シ）

・視覚教材の「用い方」も様々あることが分かり、自分の授業に取り入れる方法を考えるよう

になった。（ス）

・生徒の立場になって、見ることができた。（視覚教材の見やすさ、色使い、位置など）（セ）
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他者の授業評価をする場合では、

ⅰ）授業見学時の「見るポイント」が変わった。（ポイントがしぼれた・評価項目のいくつ

かに注目して見た）（ア）（ウ）（オ）（ク）（コ）（シ）

ⅱ）自分と比較して見るようになった。（エ）（オ）（ケ）（サ）（ス）

ⅲ）生徒の立場に立って見たり、評価することを意識して見たりするようになった。

　　（イ）（カ）（キ）（セ）

と三つに整理できた。

評価をする側としての「授業を見る際にポイントがしぼれてよかった」という感想だけでなく、

「評価の観点について自分の授業と他者の授業とを比較するようになった」という声も多かった。

授業観察は、どんな授業がなされているのか、どんな工夫が盛り込まれているかと、他者の授業

をしっかり見ようとするものである。しかしそれは同時に、では自分はどうなのか、自分ならど

うするかと、自分の授業についても考える場であるはずだ。そうしたことが、授業評価表を用い

て他者の授業を見る際にできていたということは、この評価表を用いた効果があったと言えるの

ではないだろうか。

課題は、教師一人ひとりが、他者の授業を客観的に見る目を養うだけに終わらせないことであ

る。その後、自分にとって必要な授業技術を見出し、それを身につけ、自分の授業に活かす（Action）

という実践に結び付けていくことが重要である。授業評価表がその実践を進めていく際のきっか

けやツールにならなければならないと考える。

５　おわりに

本学部（中学部）においては、教科担当制であり、各教科担当がほぼ１名ずつであるために、

研究授業の事後研究会において、授業者も見学者もともに、研究授業の感想、それも印象に残っ

た点や良いと感じた点を述べあうことに終始しがちであるという傾向があった。また、教師の異

動が激しい年度には、授業改善よりも、その前段階である生徒とのコミュニケーションや授業の

骨組についての話し合いが、その他のことよりも多く必要な状況があった。つまり、それは、教

師一人ひとりが入念につくり込んだ研究授業に関して、深いところまで突っ込んだ授業研究会を

展開できていないという状況に他ならない。

そこで、その点を打破するためにはどのような方法があるのかについて、まず話し合った。そ

の結果、ただ感想を述べ合うだけの授業研究会にならないようにするために、授業を見る視点を

絞って、明文化しておくという方法を試みることとなった。

今回の「授業評価表」は、教科の特性によって評価しにくい項目が含まれていたり、抽象的な

表現のために他者の評価がしにくい項目があったりという難点を抱えているものであった。授業

改善に向けては、項目そのものの検討を更に進め、授業評価しやすく、授業改善につながるもの

にしていかなければならないと考える。しかし、今回、「授業評価表」を用いた授業改善の試み

で気づくことができた点が３つあった。１つは、お互いの授業技術について評価しあうことに、
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自分たちがどれほど慣れていないのかということである。次に、「授業評価表」を用いて授業をし、

評価し合い話し合うという過程を通して、教師の意識は確かに変化し、それぞれの授業に影響を

与えたということである。自分の授業のビデオを後で見直すことで、自分の授業を客観的に評価

できたという声や自分の手話力を確かめたいから、手話検定に挑戦するという声が聞かれたこと

も、本学部にとっては、大きな収穫であった。そして、最後は、評価表の項目等の話し合いの過

程において全員で意見を出し合い、一つの方向性を持って協力しあっていくという体制を築くこ

とが、何よりも大切であり、本学部ではそれができつつあるということである。

授業改善に向けて重要なことは、生徒の実態を把握し、授業技術を磨き、教材や教具等を適切

に作成・活用する力を養うことだと考える。それぞれの教師が、お互いの意見を出し合い、それ

を実際の授業の中で取り入れて、自分の授業を改善し、成長させていくことが大切なのではない

だろうか。そのためには、他者の授業はもちろん、自分の授業も冷静に客観的に見る（評価する）

力が必要になってくる。授業をする力とともに、授業を見る力を伸ばすことが、ひいては、授業

の中で生徒に「わかる体験」を積み重ねさせていくことにつながるという考えのもと、今後も授

業改善に向けて、学部全体で取り組んでいきたいと考えている。

今回の試みを通して、聴覚特別支援学校（聾学校）では、教師の異動が激しい場合は特に、教

科指導の在り方云々の前に、教師が受信力・発信力をつけなければ指導にならないということを

改めて痛感した。

受信力・発信力＝手話力という意味ではない。手話・指文字・文字・絵・声などを含めた様々

な手段を用いて、「伝えたいことを確実に伝えられる」マルチなコミュニケーション力を教師自

身が身につける努力を怠らないことが、生徒との信頼関係構築の一助となり、授業の活性化につ

ながっていく。そして、それが「生徒一人ひとりが『分かる』ことを積み重ねられる授業」を実

践することになるのだと感じた。今後も、日々の授業改善の取組を土台として、各教科における

学力とはどういう力を指すのかを具体的に明らかにしながら、生徒一人ひとりに応じた教科指導

を展開し、既に身についている学力を確かに伸長させていかなければならないと、強く感じてい

る。

その手始めとして、これまでは比較的入学者が多い年度等に中学部・高等部等で適宜行ってい

た国語科や数学科の学力調査を、「姫聴全校統一テスト（仮）」として統一問題で定期的に実施し、

学力をつけることや伸ばすこと、そしてその学力を客観的に評価していくことについて、教師の

授業力向上に向けた授業改善の取組と合わせて、学部の枠を越えて話し合っていきたいと考えて

いる。
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別紙資料　研究授業で用いる授業評価表や授業指針

１．授業に関する評価表の概要

本研究で行った平成 20 年度の全国調査では、各学校に対して実際に使用している授業評価表

等の添付も可能な範囲でお願いした。全国調査の返信に同封されていた授業に関係する資料を整

理すると、授業評価表、授業の申し合わせ、学校評価表、研究授業後のアンケートに分けること

ができた。これらの資料は、26 校分のべ 68 種類であった（表１）。

表１　調査に同封された授業に関係する評価表の内訳

授業評価表 授業者自己評価用 １

授業参加教員用 １３

児童生徒　授業評価用 １０

児童生徒　自己評価表 ９

保護者用 ３

評議員等外部者用 １

学校評価表 教員用 ４

児童生徒用 ５

保護者用 ３

評議員等外部者用 １

授業の申し合わせ １２

研究授業後のアンケート ６

２．教師用授業評価表の分類および評価項目

これらの授業評価表を、コミュニケーション、障害特性への配慮、授業計画、授業技術、その

他に分類し、それぞれの評価項目を記述したものを表 2から表 6に示す。

表２　コミュニケーション関連する評価項目

手
指
メ
デ
ィ
ア

手指メディアを、状況や目的など、必要に応じて適切に使用できていたか

手指メディアだけで、言葉の理解を図っていなかったか

話す時、手話表現に配慮したか

生徒の手話の表し方を適宜指導したか

　

口
話

児童に、質問が理解されなかった時の手立ては適切であったか

質問が生徒に理解されなかった時、不用意に易しい言葉を使っていなかったか

指導者の口形が自然で、児童・生徒に分かりやすかったか

話す時、口形に配慮したか

言葉、口形をはっきりと、適切なスピードで説明したか

指導者の無駄な動きがなく、児童・生徒が集中して聞けるように配慮されていたか

児童・生徒の不明瞭な発声に対して、確認や指摘、矯正などの指導ができていたか

生徒の発音・発語を適宜指導したか
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
全
般

コミュニケーション手段は適切であったか（技術レベル・表現）

幼児・児童・生徒の実態に応じた適切なコミュニケーション手段を用いて指導したか

幼児・児童・生徒個々のコミュニケーション手段に応じた対応がなされていたか

個々の発達や障害の状況授業場面に応じたコミュニケーション手段が選択されていたか

様々なコミュニケーション手段を用いて、他の生徒に分かりやすく話すように促していた
か相互読話の指示はできていたか

生徒同士、お互いの発言を注視するように促されていたか

人の意見や発言を落ち着いて聞くようにさせていたか

児童・生徒とのやりとりのある授業となっていたか

表３　障害特性への配慮に関する評価項目

　

聴
覚
的
配
慮

個人補聴器は機能しているか

補聴器の電池のチェックは確認したか

マイクの音量・聞こえの状態は確認したか

授業中に生徒の聞こえ方についての変化がないか確認できていたか

補聴器等を装用しての聞こえの状態を確認したか

生徒の聴力を把握し、適切な補聴器の活用を促しているか

聴覚活用に配慮して、授業を展開したか

教室の音環境を整え、補聴器等の活用を促したか

暗騒音や指導者の声の大きさ・抑揚・速さ・リズム・テンポ等に配慮したか

指導者の言葉遣い・声の大きさ・抑揚・速さは適切であったか

一人ひとりの言語力を考慮した言葉づかい、声の大きさ、話のテンポであったか

指導者の声の大きさ・語尾まで配慮がなされていたか

話す時、長さ、速さ、イントネーション、声の大きさに配慮したか

マイクや受光器の点検を意識し、集団補聴器の活用を適切に行っているか

集団補聴器は機能しているか

集団補聴器の使用に配慮した座席位置であったか

環
境
全
般

照明は適切であったか

服装は適切であったか

児童・生徒の聴覚活用、相互読話の実態から、机の配置はきちんと配置されていたか

距離や光源との関係は配慮されていたか（逆光・指導者の立ち位置・動きなど）

座席の並び・機器の位置、照明等は、学習活動が行いやすくなっていたか

席の並べ方、教室環境、指導者の位置などを意識し、実践したか

机上には、携帯電話などの余計なものを置かせなかったか
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表４　授業計画に関する評価項目 

指
導
目
標
・
到
達
度

本時の学習目標は適切・明確であったか

評価しやすい具体的な目標が設定されていたか

個々の生徒への目標が配慮されていたか

個々の実態を踏まえた目標が設定されていたか

年間指導計画に基づき、予定通りに進めている

学習目的を明確にできたか

指導者の授業改善の視点が明確であったか

指導者のやり方で、学力（体力）が伸びることを実感できたか

個々の実態、目標、学習活動、評価は、一貫性があったか

本時の学習目標に到達できたか

個々の学習目標が達成できたか

意
欲
・
目
的
・
内
容
・
方
法

意欲的に学習に臨める配慮がされていたか

適切な課題で自主的な学習態度を育てようとしていたか

授業に主体的に取り組む意欲を引き出すため、声かけなどを工夫したか

活発に発言できるような雰囲気づくりがされていたか

指導者から、生徒の発言や反応を促す働きかけがあったか 

生徒の実態に即した指導内容であったか

実態を考慮した授業が行われていたか

一人ひとりに合った内容であったか

児童・生徒の実態に即した指導内容の精選を図ったか

学習内容の量は適切であったか

基礎基本が押さえられていたか

基礎学力の定着に向けた取り組みを行ったか

目的・方法などが、児童・生徒に示されていたか

生徒は授業に集中できていたか

活動の内容を分かりやすく幼児・児童・生徒に伝えたか

展
開

見る・聞く・書くなどの作業が明確にできていたか

見る・聞く（聴く）・書く・話す・考える　の活動がバランスよく配分されていたか

空白の時間はないか

生徒の「学習の場」と指導者の「指導の場」のバランスは適切であったか

分からないことを質問できる時間、状況がとれていたか

生徒の思考を待つ時間とタイミングは適切であったか

「導入→展開→まとめ」といった授業の流れや時間配分は適切であったか

時間配分は適当であったか
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展
開

授業の山場づくりなど、めりはりのある授業展開であったか

活動の流れが一人ひとりの理解に合ったスピードで進められたか

児童・生徒が発言できる機会を意図的に作ったか

幼児・児童・生徒がしっかり話ができるように時間が確保できたか

生徒が主体的に「話す」活動が保障されていたか

生徒が主体的に「書く」活動が保障されていたか

板書する時間と、説明する時間を明確に分けていたか

生徒の言語活動の場が取り入れられていたか

知識・技能を活用して課題を解決する等、問題解決的な学習を行わせることができたか

導入において、学習意欲を高める配慮（興味付け・動機付け）がなされていたか

生徒の授業参加（質疑・発表・ノート転記等）に配慮されていたか

生徒同士の話し合いの場等、相互作用の場が設定されていたか

表５　授業技術に関する評価項目

発　

問

生徒の実態に応じた発問を工夫するため、事前に準備をしたか

児童・生徒の表面から話したか

全員が注目してから指示・発問しているか

生徒の学習意欲を喚起する発問等、工夫されていたか

児童・生徒にあったスピードで話せていたか

指導者の立ち位置を一定にし、動きながら説明しなかったか

個々の実態に合った発問ができていたか

幼児・児童・生徒に分かりやすい発問ができたか

説明や発問は、分かりやすく適切であったか

指導者の発問や説明を、幼児・児童・生徒が正しく理解できていたか

本時の学習の前提となる言葉や知識の理解の状況を評価するための発問ができたか

本時の学習の前提となる理解力を高める発問ができたか

同じ質問を繰り返し、生徒が理解できなくなることはなかったか

一問一答の質問が多くなかったか

学習の内容理解の状況を評価するための発問ができていたか

幼児・児童・生徒が自ら思考できる発問を行っていたか

確認の方法は適切であったか

生徒の理解や様子を確認しながら授業が進められていたか

生徒の発言・反応・行動・表現が評価され、授業の中に活かされていたか

幼児・児童・生徒の発言の意味や意図を、指導者が正しく組みとれていたか

訂正の方法は適切であったか

希望表に記入のあった授業のねらい、評価してほしかった点について工夫がされていた
か
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板
書

板書の字の大きさ、色は適切であったか

筆順を見せるため、筆順に意識して板書したか

授業の準備や工夫（配布物・掲示物・板書など）がされていたか

板書計画に従い、児童・生徒が理解しやすいように板書をしたか

ＰＤＰ（ﾌﾟﾗｽﾞﾏ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・ﾊﾟﾈﾙ）や板書・カード等を適切に使用し、生徒が理解しや
すいように工夫したか

板書の字の大きさ、色ﾁｮｰｸの使い方、ふりがな、位置、内容、量は適切であったか

幼児・児童・生徒に分かりやすい板書ができたか

板書は、色づかい、簡潔さ、標記の正確さなどに配慮されていた

資料の内容・量は、生徒が理解できるものであったか

授業の流れが、見て分かるように板書が工夫されていたか

掲示物は整理されていたか

黒板はきれいか

毎時間、工夫してまとめさせたり書き写す時間を作り、時間内にノートを整理させたか

書く力の向上を目指し、生徒や教科の実態を把握し、具体的に指導していたか

復習等で、ノートが活用されていたか

ノートの取り方を工夫させていたか

板書を書き写す時、知らない言葉・漢字・言い回し等がないか確認できたか

ノートやプリント等の書き方が適切であるかを確認できていたか

板書をノートに視写する時間を確保したか

教
材
・
教
具
・
（
機
器
活
用
）

教育機器の特性を活かして活用し、指導したか

文字情報システム等、板書を含め視覚的工夫が行われていた

教材が児童・生徒の学力や発達段階に適応していたか

視覚教材等が工夫され、有効に活用できたか

学習の効率化のため、視覚的教材を準備し、活用したか

教材・教具は、生徒の理解を深めるのに役立ったか

実物・図・ビデオ等視覚的な補助教材や視聴覚機器を準備し、活用している

教材や教具の提示方法は適切であったか

プリントや補助教材で、授業が分かりやすく工夫されて行われていたか 

幼児・児童・生徒に分かりやすく興味関心が持てるような教材等を準備したか

生徒の興味関心を引き出す教材・教具を準備していたか

生徒の興味・関心を引き出す教材の準備や教材研究を行ったか

課題の内容や量は適切であったか

宿題の量・内容が、適切に工夫されていたか

次回の授業に結びつくよう、宿題や課題を提示している



－ 121 －

言
語
指
導

幼児・児童・生徒の発達や障害の状況、授業場面に応じたｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手段を選択できたか

授業を進めていく上で、必要な授業用語の定着を図るための手立てを行ったか

新出等の「ことば」をきちんと説明し、定着するよう配慮して指導したか

音韻を押さえ言葉や文の意味が正しく理解できているか評価できるような読みをさせた
か

日本語文法が身につけられるよう、拝領して指導したか

「ことば」の指導に配慮がなされていた

読みを通して、理解できない文、知らない言葉がないか確認できていたか

授業におけるキーワード定着のための準備や工夫をしたか

実態に応じた日本語習得を意識し、より豊かな言語・思考機能の充実を図ったか

個
別
対
応

生徒の発言内容から、授業の理解度を把握し、更に補充したか

支援を要する児童・生徒にすぐ対応できる場所にいたか

個別指導が適切になされていたか

机間巡視や声かけなど、生徒個々に対する支援や手立てができていたか

Ｔ
Ｔ

授業の準備は教諭と事前打ち合わせがなされたか

教諭の指導に沿った生徒への支援がなされたか

表６　その他に分類された評価項目

そ
の
他

授業時間は正しく守られていたか

学習手段やルールが明示され、徹底されていたか

授業開始・終了のあいさつができていたか

視線の集中、発言の際のルールなど、聴覚障害に配慮した授業規律を習慣づけたか

安全に配慮されていたか
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聾学校（特別支援学校）における授業

宍戸和成

（文部科学省初等中等教育局視学官）

１　はじめに

平成13年の幕開けと同時に、新しい世紀が始まった。世紀の変わり目に遭遇するということは、

人の寿命が延びたとは言え、珍しい体験であることに変わりはない。教育においても、21 世紀

という新しい百年を迎えるに当たり、様々な取組が行われた。特殊教育においても然りである。

文部省が文部科学省に変わったり、特殊教育課が特別支援教育課に名称を変更したりするなど、

まず、行政の組織改編が実施された。特殊教育百数十年の歴史を踏まえ、これからの百年をどの

ように展望するか、文部省では調査研究協力者会議を設け、平成 13 年 1 月に「21 世紀の特殊教

育の在り方について」の報告書が、さらに平成 15 年 3 月には「今後の特別支援教育の在り方に

ついて」の報告書がそれぞれまとめられた。

中教審では、これらの報告を受け、平成 17 年 12 月に「特別支援教育を推進するための制度の

在り方について（答申）」が取りまとめられ、平成 18 年の通常国会での審議の後、学校教育法の

改正が行われるなどして、平成 19 年 4 月から新しい特別支援教育の制度が施行されることとな

った。7 年の歳月を経て、大きなシステムの変更を行ったことになる。加えて、平成 21 年 3 月

には特別支援学校の学習指導要領等の改訂を行い、各学校での教育課程編成、具体的な指導計画

の作成、授業の実践へと進むことになる。

制度の改正も重要だが、それ以上に子どもにとって大切なことは日々の授業である。それがど

れほど子どもにとって意味のあるものになるかどうかは、制度改革や学習指導要領改訂等の成果

を問うことにもなるのである。

そこで、聾学校での私自身の経験や幾つかの情報を踏まえて、聾学校における授業の在り方を

考えてみたい。法律上は特別支援学校となったが、これまでの経緯と分かりやすさを踏まえ、聴

覚障害の子どもの教育を専ら行う学校という意味で、本稿では「聾学校」という表記を用いるこ

ととする。

２　授業において目指すべきこと

聾学校の小学部で 13 年間、子どもを担任した経験がある。子どもからはいろいろなことを教

わった。また、先輩教師からも様々な話を聞くことができた。その中で今でも頭に残っている聾

教育の要諦は、次の四点である。

○　可能性を追求すること
聴覚障害の子どもは、単に聞こえないだけで、ほかは聞こえる子どもと変わらないのだという

ことを、まずしっかり頭にたたき込んでおけと、先輩教師から言われた。単なる仮説ではあるが、

教師の姿勢を決める大切な子どものとらえ方でもある。

後で、聞こえないということは、そんな単純なものではないということを実感したが、見るこ
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と、考えること、行動することなど、聞くこと以外は何でもできると思うこと、そして、それら

を教育に活用できるのだと考えることは、指導内容・方法を工夫する上で重要な意義があると知

った。

別な言い方をすれば、子どもは様々な可能性をもっているのである。その可能性を伸ばすこと

が教育の目標であり、保護者を始め、社会からも期待されているのである。目標にしても、皆、

同じである必要はないが、個々のもっている能力を最大限に伸ばす工夫をすることが教育の使命

だと思うようになった。可能性を伸ばすためには、聞くことに限らず、他の力を総動員する必要

があるのである。

○　一人一人に即すること
しばしば、特別支援教育においては、金子みすずの詩をもとに、「みんな違って、みんないい」

という表現が用いられる。「わたしと小鳥と鈴と」の詩の一節である。このことは、本質的に正

しいと思う。しかし、時々心配になる。背景を考えることもなく、字面だけに酔いしれてよいの

かと。つまり、この表現をするに至るまでのプロセスをどのように受け止めて、この言葉を使っ

ているのかという点である。金子みすずは、自分自身の生活環境の中で、様々な苦労をし、努力

をした結果、この表現にたどり着いたのだと推測する。つまり、言葉には、背景があるというこ

とを忘れてはならないし、それを推測しつつ用いることが大切だと思う。努力の結果は様々であ

る。うまくいくこともあれば報われないこともあろう。そのような経過を経た上で、個々の違い

を認め合うことの大切さを説いていると私は考えたい。

指導においても、同様である。一人一人に即することが大切だという言葉を何度も聞かされた。

大切なことは、具体的な内容・方法である。一人一人に即するように指導内容・方法を探求する

努力が重要である。

○　全人的育成を図ること
このことも、経験を積むに従って、イメージがはっきりしてきた言葉である。全人的とはどん

なことか、自分なりに悩んだ。私が聾学校で授業をしていたころは、まだ言語至上主義の考え方

が残る時代であった。言葉をたくさん知っていること、難しい言葉を知っていること、正しい文

型で表現できることなどに関心が集まり、語彙の少ない子どもや発話の不明瞭な子どもは肩身の

狭い思いをすることもあった。そんな中で、言葉の数は少なくても、場面に応じて使えること、

相手の立場を考えて適切な態度がとれること、自分が落としたものでなくても、落ちているゴミ

を拾って捨ててあげることができることなど、「言葉」と「行動」、そして「心」の三者がきちん

と結び付いている子どもを育てる必要があるのではないかという指摘がなされるようになった。

子どもを多面的にとらえよう、総合的に評価しようということでもある。部分、部分にとらわ

れ過ぎず、人間として全体的に受け止めようという考え方である。

このことは、知・徳・体のバランスのとれた子どもを育てようという今回の改訂の趣旨とも合

致する考え方ではないか。

○　専門性を生かすこと
特殊教育から特別支援教育への一連の改革に伴い、聾学校の免許状も特別支援学校免許状に一

本化することになった。しかし、その基本的な考え方は踏襲されている。

聾学校の免許状を取得するためには、例えば、小・中学校の基礎免を取り、その上で聾教育に

かかわる単位を取得し、聾学校免許状を取ることになる。このことには、道理がある。なぜなら、

聾学校では発達段階に応じて教科の指導をしなければいけない。子どもは、教科内容の学習及び
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理解が可能であるとも言える。しかし、小・中学校と同じ方法では通用しない。聞こえにくさに

配慮すること（補聴器等の使用、相手を見て話すことなど）、経験におろして考えさせること、

視覚的な教材を活用することなど、聾学校特有の配慮や工夫が必要になる。まさにスペシャルな

事柄が求められる。小学校等のゼネラルな側面（教科指導、生徒指導等）に加え、聾学校として

のスペシャル（特有の専門性）が必要とされる所以である。

以上のように、聾学校での授業において留意すべき事柄を述べたが、昨今、指導する（教える）

ことを躊躇するような傾向が見受けられ、気になっていた。それは、「指導」を「支援」という

言葉に置き換える傾向などと連動している。「指導」は、「教え込むこと」、「子どもの主体性を尊

重しないこと」のような受け止めが一部になされているようにも聞く。一方で、「支援」は「子

どもの立場に立つこと」、「子どもに寄り添うこと」、故に「子どもの主体性を尊重すること」の

ような短絡的な話を耳にすることもある。果たして本当にそうであろうか。

こうしたことを見直してみることは、特別「支援」教育というように、支援という表現を用い

ているこの教育においても重要であり、無関係ではいられない。例えば、聾学校の小学部の子ど

もに、「先生、指導と支援はどう違うの？」と聞かれた時に、私たちは答えられなければならな

いのである。聾学校の教師は、言語指導に関する専門家である必要があるし、何より子どもの関

心に寄り添う必要がある。日々、子どもの気持ちを推測しつつ、子どもは何をどのように考えて

いるのだろうかという姿勢で、子どもと向き合う必要があるのではないかと思う。

３　指導する（教える）ことの意味

指導という言葉が支援という言葉に置き換えられることは、単に表現や気分の問題だけでなく、

「教えること」の大切さも忘れ去られる危険性がある。子どもにとっては、知らないことがいつ

か自然と分かるというものではない。教えられなければ分からないことが多々あるのである。

聾学校であれば、「言葉」を例にとって考えてみればイメージが浮かびやすいであろう。基本

となる言葉は教えられる（少なくとも気付く環境が整えられる）ことなくして、身に付くことは

少ない。意図的、計画的な指導が必要なのである。

かといって、言葉、言葉と、無理矢理押し付けてよいものではないが、子どもの気持ちがその

言葉にかかわる事物や事象に向いているのであれば、それらにかかわる言葉を身に付けさせるチ

ャンスである。つまり、教えるチャンスである。長年の実践を経て、聾教育における言語指導は、

要素法から自然法へと変わっていった。自然法は、単に自然に、野放図に、子どもに任せておけ

ば言葉が身に付くという方法ではない。子どもが気にしていること、感じていることを素早く察

知し、「自然に」言葉を添える方法である。したがって、教師は、子どもの気持ちやその場に必

要な言葉に習熟していなければならない。思いの外、難しい方法である。

教えることに関しては、小学部の教員に成り立てのころ、いろいろと悩んだものである。その

時、本屋で見かけたものが、大村はま先生の「教えるということ」という本である。大村先生の

講演記録と言ってもよい。話題ごとに具体的な事例が述べてあったので、新任の私には一つ一つ

の話題が身近なこと、日々経験していることとオーバーラップした。大村先生は、元中学校の国

語の教師である。実践記録を残し、それは、現場で悩む教師に様々な示唆を与えてくれたようだ。

私自身、その後、聾学校の教師として実践を進めていく上で、この本からは、様々なヒントを得
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ることができた。

本稿では、その本に書いてある幾つかの話題から、聾教育とのかかわりで、十項目ほど抜き出

し、私の経験と照らし合わせながら、聾学校の授業の充実のための心構えを述べてみたい。

○　「読んできましたか」という検査官
多くの教師は、新しい単元などに入る時、生徒に家で「今度入る単元を読んできなさい」と指

示をするが、大村先生曰く、そのような行為は生徒の読みに関する実態を把握するための絶好の

機会を逸することになると指摘している。例えば、新しい単元で物語文を勉強するとする。その際、

その物語文を家で読ませるということは、せっかくの生徒の読みのくせ、語句の読み誤り、表現

の理解等生徒の実態を把握する絶好の機会を無駄にしていることだと述べている。こうした、機

会を逃し、翌日、「読んできましたか」と質問するだけでは、生徒に指導するのが仕事である「教

師」ではなく、単なる「検査官」ですよと解説している。

この文章を通して、なるほどと思った。私は検査官としての読みを子どもに強いていたのであ

る。中学校であれば、大勢の読みを確かめなければいけない。聾学校は、当時多くても８人であ

った。目の前で読ませて、読み方を把握すること、どこにつまずくのか、表情からすると、どう

も載っている言葉の語彙が分からないようだなどと、個々の読み方を知ることは容易なはずであ

った。

指導に際しては、「実態把握」という表現を使うが、果たして、実態把握において大切なこと

は何かを考えさせられるきっかけとなった。検査官にならないようにしようと思った。

○　黙って書かせる批評家
同様のタイトルが目についた。今度は、「批評家」である。大村先生は、作文指導について、

経験談を述べていた。遠足などの行事の翌日は、大体、楽しかった遠足の作文を書かせるもので

ある。私も、よく作文を書かせていた。それだけに、大村先生の指摘が胸にこたえた。作文を書

かせる場合には、「さあ、昨日の遠足の作文を書きましょう」と、作文のねらいを伝えて、ただ

書かせるだけでは、十分ではないというのである。それでは、書く子ども、書くことが好きな子

どもにはならないというのである。

作文を書かせる場合には、一人一人、どんなことを書けばいいのか、遠足の段階からしっかり

子どもを観察しておきなさい、そして、個々のエピソードをしっかり把握しておきなさい、とい

うのである。Ａさんが、何を書こうか迷っていたら、「お弁当の時、おかずを落としたこと」「休

憩の時、○○をして、おもしろそうにしていたこと」。Ｂ君の表現が舌足らずであったら、「○○

のことも付け足してみたら」と、具体的にアドバイスをすること。ＣさんにはＣさん独自の話題

を提示してあげることなど。単に、「書きなさい」だけでは、指導ではありませんよということ

であった。

私は、「作文を指導している」つもりであったが、中身は指導に至っていなかったのである。

それから、子どもの観察をするように心がけた。何も、学校行事の時だけではない。小学部であ

るから、子どもの生活全体を観察できるのである。そうすることによって、子どもとの会話に幅

をもたせることができたと思う。

○　教師の禁句「静かにしなさい！」
ページをめくっていく中で、「教師の禁句」というショッキングな表現が目に止まった。

大村先生は、「静かにしなさい！」という言葉を、授業中、教師はできるだけ使わないように

すべきだと述べていた。中学校の生徒だから、その発達段階からして、「静かにしなさい」と言
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われれば静かにする。でも、それでいいのかという疑問をもたれたようである。中学生ともなれ

ば、本来、生徒が授業で扱われる題材を手にした時、それが生徒の興味・関心を喚起するもので

あれば、自然にそれを読もうとするなど、自ずと集中し、静かになるはずであるというのである。

大村先生は、生徒の興味・関心の把握に努め、身近なところから、個々の生徒に合った教材を発

掘し、それを利用して授業を進めた。だからこそ、このような解釈ができたのだろう。

私も、子どもが興味・関心をもつような教材の発掘に努めた。しかし、「静かにしなさい」と

いう言葉も使っていたと思う。子どもが自分から読もうとするような教材を見つけること、教科

書でもそのような態度で臨めるようになること、難しいことだが、私の内なる目標にしようと心

がけた。

子どもの実態にもよるが、新聞の四コマ漫画を毎日切り抜いてノートに貼り、それにストリー

を書いてくる宿題を考えたことがあった。クラスの全員とはいかないが、ある女の子は喜んで取

り組み、ノートが何冊もたまった。後々、言語力も付いていることに気が付いた。ハウツーもの

の本を図書室で見つけ、その中から、子どもに興味がある題材を抜き出し、プリント教材にした。

「直立して、両手を水平に伸ばし、右手の中指から左手の中指までの長さを測ると、自分の身長

とほぼ同じです。」という文を与えると、その通りに行動して、子ども同士が長さを測り始めた。

何も言わなくても、行動が子どもの興味を示していた。読んだとおりに作業することのできる文

などは、子どもが自ら読もうとする題材であることを知った。

○　教師の禁句「分かりましたか？」
ショッキングな表現がもう一つ見つかった。教師は、授業で「分かりましたか」という発問は

控えなさいということであった。実は、聾学校でも授業の後の研究会などで、しばしば、同様の

注意を先輩教師から受けていた。同じ理由からそのように言っているのかと思いつつ、大村先生

の説明を読んでみると、中学生は、「分かりましたか？」と質問すれば、誰も「分かりません」

とは言わないものですよ、先生を気遣って「分かりました」というのが当然ですよ、ということ

であった。

では、聾学校は、どうであろうか。聾学校では、様々な発問を工夫して授業を進める。発問が

授業の方向性を作ると言っても過言ではない。細かなステップで授業を進めることから、折々の

確認も必要になる。そこで、ついつい「分かりましたか」と言ってしまう。聴覚障害の子どもは、

聴覚口話を用いた指導を受けてきたことから、教師が何と言ったか、友達が何と答えたかを確認

される機会が多い。聾学校でのコミュニケーションにおいては、まず、「記号としての言葉」が

受け止められたのか、次にその「記号が表す意味」を把握しているのか、最後に「発問に対する

答え」が分かったのかの順序でそれぞれのステップで「分かったかどうかを確認すること」が重

要になる。

聴覚障害の場合、「分かりましたか？」と質問された時に、子どもは、受け持ちの先生が「分

かりましたか」と質問したことが分かったという意味で、「分かった」と答えている場合がある。

だから、質問の答えが分かったということではない場合があるので注意をしなければならない。

要は「分かりましたか」という発問は適切でない場合がある、という意味で使うべきではないと

いうことである。

聾学校特有のスペシャルとして、引き継いでいかねばならないことである。

○　「一生懸命指導したんですけれど」
大村先生の「教えること」に対する厳しさを伺えるような説明が書いてあった。仕事をして、
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例えば、「一生懸命指導したんですけど」というような言い訳が許されるのは、教員だけですよ、

もし、会社であれば責任問題にもなりかねないことを、教員は、このような言葉で言い訳してい

る場合が少なくないので、気を付けなければいけません、というのである。

耳の痛い文章であった。自分自身のことを言われているような気持ちになった。聾学校では、

特に低学年であれば毎日のように保護者が教室に現れる。保護者会についても、週１回程度の割

合で行っていた。そんな折、ついつい、私の口からは、これに近いような言い訳が出ていたよう

な気がする。もちろん、聾教育は難しい。特効薬もない。あれこれ、指導内容・方法を工夫して

も、それがうまくいく方が少ない。一生懸命努力するのは当然である。指導内容・方法の工夫は

大変だが、楽しいことでもある。そんなわけで、「こんな工夫をしているのですが、結果はこん

な状況です。」と正確に説明できるようにしようと心がけた。いつもいつも、成果が見えるわけ

ではないが、うまくいかないことについても、きちんと説明することで、保護者の協力を得られ

ることも知った。言い訳ではなく、事実の説明に努めようと思った。

○　「あなたのお子さん、勉強が足りませんね」
このことからも、大村先生の「教えること」にかける情熱を感じることができた。言い訳に限

らず、「人のせいにして、給料をもらえるのは教員ぐらいかもしれませんよ」と、そんなことを

言っているようにも感じた。「もっと、自分に矛先を向けなさい」と述べているのである。

聾学校では、こんな言い方はできないし、しない。かと言って、とことん指導方法を追究して

いるかというと、それも心配である。

聾学校でよく聞いたことである。「この子どもの言語力が伸びないのは、小学部の前の担任の

せい。」、その担任は、「幼稚部の担任のせいだ」と言う。幼稚部の担任は、「保護者の努力が足り

ないから。」と言い、保護者は、「子どもが聞こえないから。」と。そんな形でどんどん元を辿っ

ていくだけで、本質的な解決にはならない。

聾教育は、子どもの可能性を追求する教育であると考えるならば、人のせいにしたり、障害の

せいにしたりしないで、担当している自分のせいにすることがまずは大切なのかもしれない。今、

担当している教師が受け持っている子どもの指導に全力を尽くすことで、次のステップに引き継

げるのであろう。私自身、小学部で担当した子どもを中学部や高等部の教師の努力で自立に結び

付けてもらった経験がある。子どもを「育て上げる」ことが大切なのである。

○　「いい人」なんてあたりまえ
時として、「あの先生はいい人ですね」などという褒め言葉を耳にすることがあるが、大村先

生は、それで満足してはいけませんよ、と忠告している話であった。「皆さんは、厳しい採用試

験を突破して教員になっているのだから、いい人であるのは当然でしょう」というのである。な

るほどと思った。

聾学校で授業をしているころ、先輩教師から、「うまい授業」と「いい授業」は違うのだと教

えられた。なかなか、その意味するところが分からなかった。「あなたは、うまい授業よりも、

いい授業を目指しなさい」とも言われた。当時は、確かにベテランの先生が多く、授業参観する

たびに新しい発見があった。発問で子どもを自在に導くこと、板書で授業の内容が一目で把握で

きること、色チョークの使い方一つで、授業のポイントが視覚的に理解できること、教室の掲示

物を活用して授業展開をスムーズにすることなど、様々であった。また、ある時には、「自分な

りの授業のやり方を身に付けなさい」との指摘もあった。結局、うまくていい授業が一番であろ

うが、いろいろなテクニックを駆使してかっこいい授業、つまり、うまい授業を目指すよりも、
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木訥で要領は悪いが、子どもと教師の意思疎通や信頼関係が図られ、子どもが考えようとしてい

る授業がいい授業だと思うようになった。いい授業は子どもとの協力関係で作られるものだと思

う。派手な授業ではないが、子どもが自分なりに一生懸命考えている場面や答えようとしている

場面が多い授業こそ、いい授業である。教師がリードして、子どもを引っ張っていくことだけが

指導ではなく、教師がこの子は答えられると信じて、子どもが答えるのをじっと待っているのも、

また指導である。まさに「待つ指導」もあるということだろう。

もう一つ、気になる話題が掲載されていた。「『子どもが好き』だけではダメ～先生バカ」とい

うタイトルである。読んで字のごとく、教師という者は、「子どもが好き」というだけでは務ま

りませんよ、という意味である。また、子どもが好きというところに教師の長所も、また危うい

ところもありますよ、という補足説明もあった。教師の仕事は何か、すべきことは何かを追究さ

れた大村先生らしい一言である。子どもをかわいがって、子どもと共に幸せに暮らすことを夢見

るのが教師という職業だというのではなくて、子どもを一人で生き抜く人間に鍛え上げることが

自分の職業だとも記されている。小学部の担任として、とかく目先のことしか頭になかった私は、

ガツーンと頭を叩かれたような印象を受けた。「鍛え上げる」を、私は「育て上げる」という言

葉に置き換えて、少しでも子どもの将来を考えながら教えるということを反芻するようにした。

また、親バカと同じように、先生バカという表現もできるかもしれないと述べているところがあ

る。そこは、先生は世間知らずだと批判される今日の教育事情と照らし合わせて、その意味を考

えてみる必要がありそうである。　

○　研究することは「先生」の資格
研究というと何か難しいことを考えるが、「先生の研究は、授業研究である」と大村先生は説

明している。大村先生自身、恩師から万葉集の研究など、そのような文学的な研究をすべきだと

言われたらしいが、「作文の研究ではいけないのですか」と反論したという。要は、子どもに身

近なところで自分の関心のある事柄について研究すべきだと言っているように私は受け止めた。

学校現場の特徴は、子どもがいることである。このことを生かさずして現場の面白さはない。

聾学校においても同様である。全日聾研の古い研究集録などを繙いてみると、先輩の先生方の苦

労の跡が偲ばれる。特殊教育学会の集録などとは異なる現場の実践が見受けられる。私自身、先

輩教師から、十回続けて、全日聾研で発表しろと言われた。それも、学級担任としての身近な事

柄を取り上げて考察しろと。私の努力不足もあって十年は続かなかったが、今日、もう一度、授

業研究などの実践研究に陽を当てる必要があるのではないかと思っている。

○　専門職としての実力
今日の教育では、「教える」という言葉があまり使われない。それはなぜか。自分なりに調べ

てみたことがある。そうしたら、平成元年の小学校生活科の導入辺りに遡ることになった。当時

は、教科指導において、教え込むことや暗記させることの弊害が指摘されており、子どもの主体

的な学習を導くことが重要な課題となっていた。生活科の導入も子どもの主体的な学習を促すた

め、学ぶ意欲を喚起するためなどの趣旨から、新たな学習形態を創造することの一環として考え

られた。当時、「すずめの学校」から「メダカの学校」へと、学校自体が変わる必要があると指

摘されたことが思い出される。両方の歌の歌詞を引き合いに出して、「鞭を振り振り、ちーぱっぱ」

の学校から、「誰が生徒か先生か」の学校へと変わるべきだという主張である。

理念としては、間違っていない。しかし、学校現場は文字通り、理念ばかりを追究したのかも

しれない。その結果として、「教えること」が遠ざけられ、「支援すること」が用いられるように
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なったのではないか。本来は、二者択一ではないはずである。どちらも必要であり、片方だけで

教育が成り立つはずがないと思う。

実は、聾教育においても、二者択一による失敗は、往々にして見受けられる。「手話か口話か」

などが、その卑近な例である。

大村先生が言いたいことは、「教えることが、教員という専門職の仕事ですよ」ということで

ある。子どもは教えられることを待っているという表現もあった。こうしたことは、聾教育を担

当する者の心得として、明治時代に石川倉次によって書き留められた「日用単語」に述べられて

いる「尋常科に関る唖生の希望」の意図することと一致すると思う。「自分で分かることは教え

てくれなくてもいいよ。」「自分から気が付くように教えてください。」あるいは、「一を知れば、十、

分かるように教えてください。」「学び方を教えてください。」など、明治時代に書かれたものだが、

今でも、教師として気を付けなければいけないことである。

要は、教師として自分で考えることである。「人が言ったからこうだ」と主張するだけ、実践

するだけでは進歩がない。失敗してもいいから、自分なりにチャレンジしてみる精神が大切であ

る。ただし、その結果には、自分なりに責任を感じることも必要である。教育において、様々な

指導方法をチャレンジすることは必要だが、「実験」であってはならない。なぜなら、生身の人

間を相手にしているし、その人間の将来に深く関与しているのであるから。

○　教材の発見
「教えるということ」の中には、大村先生の実践から得られた様々な教訓がまとめられている。

その中で、私が一番関心を寄せたのは、「教材の発見」に書いてある事柄である。

私自身、担任をしている時、教材の選定に苦労した。最初に受け持ったクラスは、８人の学級

である。幼稚部から小低を経て上がってきた者が７名、高学年になる時に他校から転校してきた

者が１名の構成だった。８人ではあるが、言語力には個人差があり、国語の指導をするにしても、

教科書を使いつつも、放課後は個別指導で子どもの興味・関心のある題材を探し、ことばの指導

を行った。学校の種別は異なるが、子どもに合う教材、子どもが興味・関心をもち、自分から何

だろうと読むような題材を扱うことが基本であることに変わりはない。

大村先生が新聞等を活用したように、聾学校では子ども新聞やら、四コマ漫画、学校の周りに

ある看板、掲示物、そして、ビデオカメラを肩に担いで、子どもが遊んでいるところや掃除をし

ているところなどを撮影し、それを再生しながら言語活動を行うなど、いろいろ試みた。教科書

を扱うだけが指導ではないと考えるきっかけを与えてくれたり、題材探しの後押しをしてくれた

りしたのが、この「教材の発見」の文章であった。

今でも、通勤時、地下鉄の中で、昔教えた子どもを思い出しながら、広告などを見ていると、

トピックスとして扱いたい素材に出会うことがある。

・「ことばの壁を越える」
外国語を教える学校の広告である。「ことばの壁を越える」という文が書かれていて、そこに「が」

というひらがなが書かれた一枚の小さなカードが、「の」のところに添えられている。作者の意

図としては、「私の学校で外国語を勉強すれば、学んだその言葉で、言葉の壁に限らず、国や民族、

文化の違いなどの様々な社会の壁を乗り越えることができますよ」ということを言いたいのだと

推測した。助詞の指導は、聾教育における永遠の課題と言ってもよい。「てにをは」の使い方を

どうやって指導するか、まだ決め手がない。日記帳などに赤ペンで何度も何度も指摘したり、修

正させたりして、その使い方に気付かせようとしたが、すべてうまくいくとは限らない。子ども
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の実態にもよるが、ともかく、子どもの興味・関心のある題材を扱うことが必要である。まず、

身近なところにある広告を話題にして、指導を試みることも大切であると思う。

・「自由の女神」と「自由な女神」
これも、テレビを見ていた時に出てきたＣＭで、「の」と「な」では、こんなふうにイメージ

が異なりますよと指導できるのではないかと思った例である。

「自由の女神」については、アメリカのニューヨークにある、まさに像そのものが映像として

映し出されていた。ところが、「自由な女神」の表示とともに、自由の女神に扮した女性がさっ

さと歩き始め、にこにこしながら自分の行きたいところへ去って行ってしまったという映像であ

る。

私たちは、「自由の女神」と「自由な女神」の文字を目にした時、うまく説明はできないが、

違うことは理解できる。国語学者であれば、文法的な説明も可能であろう。しかし、私たちの相

手は耳の不自由な子どもたちである。その子どもたちに実感をもって違いに気付かせたいのであ

る。「の」と「な」の違いによって、文の表すイメージがこのように変わってくるのだというこ

とを子どもに指導する方法を見つけることが聾学校の教師の仕事である。

・「火曜日に持ってきてください」と「火曜日までに持ってきてください」
クラスの子どもたちに、身の回りにある文字に興味をもたせようと考え、教室の後ろにある黒

板や廊下にある掲示板を活用して、どうすれば子どもが自分から読むようになるか、読んで行動

するようになるかを考えていたことがある。その際、結果として気付いたことだが、たまたま月

曜日に出張が入っていて、集金すべきお金を「火曜日に持ってきてください」と書いておいた。

そしたら、私が火曜日に出勤してみると、机の上に幾つか集金袋が置いてあるのである。該当す

る子どもはまだ登校していなかったので、前の日に持ってきて置いておいてくれたのだろうと推

察した。私は、出張するとは書いてなかった。「火曜日に持ってきてください」と書くことによって、

子どもに、「なぜ月曜日ではないのだろう」と考えさせたかった。しかし、そんなことの前に、「火

曜日に」と「火曜日までに」の違いができていなかったことに気付かされた。「火曜日に持って

きてください」と書けば、月曜日には持ってこないと勝手に決め込んでいたのである。

そこで、なぜ、「火曜日に持ってきてください」と書いたのか、「火曜日までに持ってきてくだ

さい」という文だとどんな意味になるか、先生が留守の時に机の上にお金を置いておいて、もし

なくなったらどうなるかなどについて、勉強をするよい機会になった。

身近なところに学習材が散らばっていること、このことは、聾学校においてこそ、教師が肝に

銘じておく必要のあることである。

４　「優劣のかなたに」について

大村先生の著書である「教えるということ」に載っている話題を通して、聾学校の授業や教師

としての心構えを考えてきた。教え方には、様々な特徴があってよい。別な言い方をすれば、人

間が異なるのであるから、いくら同じ授業をしようと思っても、どこかに違いが出てくるのであ

る。しかし、最初から、私は私でよいと決めつけてしまうことは、傲慢さ以外の何ものでもない。

学習は真似ることから始まると言われる。真似るなどして、目標とする授業スタイルに近づく努

力はしなければならない。努力をしないとすれば、教師の資格はないのである。「子どもを変え
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てこそ、何ぼのもの」という言葉もよく聞かされた。「聾学校の子どもは、やれば変わる。しかし、

やらなければ何も変わらない」、だからこそ「やって子どもを変えるのが仕事だ」という意味と

同じである。

もちろん、変わり方には違いがある。聾教育では、みんな同じように伸ばそうと努力した時代

もあった。意気込みは理解できるが、子ども一人一人に個性があるのだから、同じ結果になるこ

とがないのは当然であろう。聾教育は、先輩教師のこのような熱意で発展してきたのである。私

たちは、この情熱を引き継いでいく必要がある。聾学校の一人一人の教師が自分なりの指導法を

追究していけば、聾教育の進歩ももう少し加速するかもしれない。

平成 17 年、特別支援教育への移行に当たって、聾教育の行く末を考えていた。そして、「特別

支援教育」誌の企画を担当する順番が私に回ってきて、巻頭言を誰に書いてもらおうかと考えて

いた。その時、頭に浮かんだのが、大村はま先生である。つてを当たり、お願いをして、どうに

か先生にインタビューを行い、それを原稿に書き起こすところにまで至った。大村先生は、障害

のある子どもの教育については分からないと、率直に話されていた。しかし、「一人一人の子ど

もに応じた指導」について話してくださいということで先生の了解を得ることができた。先生は、

ある生徒に操り人形を使って指導したことを話しましょうとおっしゃっておられた。インタビュ

ーに際して、大村先生はいろいろなことを思い浮かべられたのだろう。それをきっかけに、先生

は詩を作られた。そして、それを巻頭言に加えて掲載してもよいとの嬉しい知らせを受けた。し

かし、しばらくして、先生が亡くなられたとの思いもよらない悲しい知らせも届いた。「優劣の

かなたに」の詩はこのような経過を辿ってできた大村先生の最後の著作物である。

教え、学ぶことに浸る姿を目指すことは、特別支援教育に限らず、教育の基本であり、学校現

場の姿である。困難な教育ではあるが、まずは聾教育から、それを追究したいものである。

※添付資料　「優劣のかなたに」（特別支援教育　No.18　文部科学省　平成 17 年　東洋館出版）
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第五部　聾学校の授業に関する全国調査

1. 「聾学校における授業とその評価に関する研究」にかかる全国聾学校調査
　　　　　　小田侯朗・原田公人・藤本裕人・横尾俊・高濵由美・後藤純子

2. 調査質問紙および回答用紙
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「聾学校における授業とその評価に関する研究」
にかかる全国聾学校調査

小田侯朗・原田公人・藤本裕人・横尾俊・高濵由美 1）・後藤純子 2）

（1）兵庫県立姫路聴覚特別支援学校　2）兵庫県立こばと聴覚特別支援学校）

１．調査の実施について

本調査は平成２０年度国立特別支援教育総合研究所専門研究 B「聾学校における授業とその評

価に関する研究－手話の活用を含めた指導法の改善と言語力・学力の向上を目指して－」の一部

として、平成２０年１２月～平成２１年１月にかけて全国の聾学校（「平成２０年度全国特別支

援学校実態調査（聾学校の部）」に掲載されている本校及び分校の計 102 校）を対象に実施した

ものである。調査に当たっては全国聾学校長会の協力をいただき、92 校から回答を得た。記述

内容は平成２０年１２月１日現在の各学校・学部の実態とした。また複数の障害種の部門を有す

る学校の場合には、聴覚障害部門の実態についての記述を依頼した。

調査は学校全体に関する質問用紙と各学部（幼稚部・小学部・中学部・高等部本科・高等部専

攻科）に関する質問用紙から構成され、内容は在籍児や教員の数、授業に際して構成される学習

グループの実態（主として「国語」の授業）、授業力の向上や授業評価のための取り組み、授業

の課題などであった。調査用紙については本報告の後に添付する。

２．調査結果

１）学校全体に関する調査結果
学校全体に関する質問用紙については 91 校から回答があった。在籍児総数と重複障害児数に

ついては平成２０年度全国特別支援学校実態調査に記述されているものと大きく異なることはな

かった（図 1）。重複障害児の在籍率は学校により差が大きく、特に在籍児総数の少ない学校では、

重複障害に配慮した授業がより重要な課題となっているようであった。

教員数については 122 名を最大として各校から回答があり、教師一人当たりの担当児数では

2.9 名が最も多く、最小は分校からの回答の 0.4 名であった。
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教育課程の編成についての質問には、より詳細で具体的な指導の類型に当たる分類も含まれ、

十分整理されたものにはならなかったが、全体的には学部が上がるにつれて分類数が増える傾向

が見られた。

授業改善や職員研修に対する学校全体の取り組みを知るために、それぞれの担当部署と担当内

容を尋ねる質問項目を用意した。この結果、授業力向上を担当する部署と職員研修を担当する部

署の異なる学校が 15 校、同一の学校が 39 校、同一ではないが重なる学校が 31 校となった。前

者は研究授業や授業研究会の企画運営、後者は校内研修会の企画実施を中心としていた。また全

校研修としてあげられた研修内容は自立活動に関するものが多く、とくに手話研修については

22 校が記述していた。研修の形態としては講義、協議、演習、授業研究などがあげられていた。

学校全体として授業の評価を行っているか否かという質問に対しては、83 校から回答があり、

「評価は行っていない」との回答が 14 校、「学校全体としては行っていないが、何らかの形で行

っている」との回答が 11 校、そして学校全体での評価について具体的な記述を寄せたのが 58 校

であった。また授業評価の様式については 47 校が特に定まったものは「なし」、29 校が「あり」

と回答した。これらの結果からは、多くの学校が何らかの形で授業に関する評価を行っているが、

特定の様式を用意している学校は少ないことが分かった。

実際に本調査の回答に添付された授業指針及び授業評価法については、その概要を整理し本調

査報告の後に掲載した。

最後に学校全体での授業の課題について自由記述 (3 項目程度で記述）を求めた。この結果は

図 2に示す。図 2で用いられているカテゴリーについてはその詳細を表 1に示した。ここで特に

目立った内容としては「専門性の維持」「児童生徒の多様化」「少人数化」などで、カテゴリーと

しては指導形態、指導技術に含まれるものであった。

図 1　聾学校の在籍児童数
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表 1．授業の課題のカテゴリー　
カテゴリー 内容 記述

研　　修 専門性の向上等、研修の課題

・聴覚障害教育に精通する教員が減少し、指導技術の低

下が懸念される。

・教科の専門性

・多様な障害に対する専門性

・授業改善に向けての教員の意識改革

指導技術
教師の指導技術に関する課

題

・聴覚障害教育の専門性（コミュニケーション上の配慮

事項、言語指導、聴覚の活用への配慮、手話の活用等）

をいかに指導場面で徹底を図るか。

・一人一人の教師が、一人一人の聴覚障害幼児児童生徒

の実態に応じて、日本語の定着や学力の向上を目指し

て、授業をいかに充実させていくか。また、そのため

の授業力の向上が課題である。

・一学年の人数が少なく、マンツーマンの指導形態をと

る場合の、マンツーマンの弊害を小さくするための工

夫。

指導形態

少人数化や多様化（聴力等）

に対応する授業グループに

関する課題

・在籍児童・生徒数の減少により、集団の設定が困難に

なってきている。

・授業グループの編成（少人数化、個別化による経験不

足、学習活動の沈滞）

・個々の実態や課題に幅があり、学力差が大きい中での

授業の進め方の工夫（指導体制・授業グループの編成）

学力
基礎学力の向上に関する課

題

・基礎学力の定着。

・「準ずる教育」の充実のために、「分かる」授業、「考える」

授業をどう作り、どう学力を向上させるか。

授業の評価 授業に評価に関する課題

・授業を評価する様式、観点の研究

・日常的に教員同士が互いの授業を見合い、授業評価を

行うこと
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個に応じた

指導

個の言語力、発達差に対応し

た指導の課題 

・学力差のある集団において、どのように個に応じた指

導を展開していくか。

・「個別の指導計画」を授業の中でどう生かし、どのよ

うに個に対応した学習支援を行うか。

コミュニケ

ーション

手話等コミュニケーション

手段の選択や使い方の課題

・視覚的な補助手段を必要とする子どもと、聴覚を活用

して音声でのコミュニケーションが中心の子どもとコ

ミュニケーションをどう発展させていくか。

・コミュニケーション手段のあり方

言語指導 言語指導に関する課題

・幼児としての育ちにふさわしい遊びを展開しながらこ

とばの指導をどのように取り入れていくか。

・学習や生活の土台となる日本語力の育成を授業の中で

どう進めるか

障害の重複

化 
障害の重複化に伴う課題

・重複障害生徒の教育課程

・重複生への授業内容と評価

・重複障害児や配慮が必要な幼児の増加に伴った教員の

増員が行われていない。

指導の系統

性

発達や系統性を考慮した指

導内容に関する課題

・発達段階に合った指導内容と方法

・授業内容、指導法（コミュニケーションの方法等）の

系統性

時間
授業の準備や研究にかかる 

時間確保の課題
・多忙化に伴い、研修や教材研究の時間の確保が難しい。

人事異動
教員の人事異動に関する課

題

・異動のため、経験を積み重ねることができない。

・言語指導と教科指導のねらいを明確にした授業展開が

できる教員が転勤等により少なくなり聾学校の授業の

内容が薄くなっている。

学習言語
教科学習で使う言語の習得

に関する課題

・学習言語の基盤である生活言語の重要性を認識するこ

と、教科書の文章や問題文が読み取れる言語を着実に

定着させることが学力向上につながる。

指導体制
幼児児童生徒の個人差等に

対応した指導体制

・基本的に担任数に合わせてグループ編成をするため、

それ以上の小グループを作りにくい。

・ＴＴによる授業をどのように展開するか。

授業時数
授業時数の確保に関する課

題

・社会や理科等に十分な授業時数を確保できない。

・準ずる教育を行うに当たり、様々な支援や配慮を行っ

ているが、単元を進めるには時間がかかる。

保護者支援
保護者への指導・支援に関す

る課題

・保護者の子育てに関する意識の変化、要望の多様化

・保護者の価値観が多様化していることもあり、学校と

して各学部一貫した対応が必要となってきている。

教科指導
教科指導の内容、学年対応に

関する課題

・学年対応で進められていない教科がある。

・国語の力の不足とともに、数学の力の不足をどのよう

にカバーするのか。

その他
他機関連携、軽中度難聴への対応、言語環境や教室、設備、教材等に関する課題、教員

の資質、教師と子どもの関係、少人数化の中の子ども同士の関係など

２）各学部に関する調査結果
本調査では幼稚部、小学部、中学部、高等部本科、高等部専攻科の各学部ごとに質問を用意し

た。回答学部は、幼稚部 82 小学部 81 中学部 71 高等部本科 58 高等部専攻科 19 の計 311 学部で

あった。各学部への質問の中心は、授業の際のグループ編成についてであった。幼稚部では「朝
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の会」、小学部・中学部・高等部では「国語」の授業を取り上げ、現在どのようなグループ編成で、

どのような教材（教科書）を用いて授業を行っているかを尋ねた。

まず、授業グループの学年については単一学年がほとんどであり、複数の学年にわたる授業グ

ループはごく少数であった（図 3）。

授業グループの人数については、幼稚部が比較的多い人数構成であったものの、全体的には３

人以下の構成が大勢を占めた。特に小学部では一対一の授業形態が目立つ結果となった（図 4）。

各授業グループを担当する教員の数については、幼稚部において複数担任が比較的多い傾向が

認められたが、その他は基本的には一人担任がほとんどを占めた（図 5）。

図３　授業グループの学年構成

図４　授業グループの人数
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授業グループで用いられるコミュニケーション手段については、A. 聴覚・音声活用主体、

B. 日本語ベースの視覚活用主体、C. 日本手話ベースの視覚活用主体、D. その他の四つの中から

一つを選択してもらう項目を用意した。ここでは学部が上がるにつれて日本語ベースの視覚活用

中心モードが使用される傾向が見られた（図 6）。

小学部、高等部（本科及び専攻科）の授業グループについて、使用する教科書が当該学年に対

応するものかどうかを尋ねた。「その他」には自作の教科書・教材を含めた。ここでは小学部か

ら中学部にかけて、対応学年の教科書を使用するグループの割合が減少し、高等部（本科）では

逆に増加するという傾向が見られた（図 7）。なお、専攻科に関しては学年という概念がなじみ

にくく、専門分野に対応する教科書を使用することが中心となることなどから、高等部本科まで

の傾向とは異なった結果を示している。

図５　授業グループの担当教員数

図６　授業グループの中心コミュニケーション手段
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教科書の使用については、小学部と中学部を対象に聾学校用教科書使用の有無も尋ねた。その

結果小学部では授業グループの 32.0%、中学部では授業グループの 15.5% が聾学校用教科書を用

いていると回答した（図 8）。ただし聾学校用教科書を教科としての国語で使用するのではなく、

自立活動での教材として使用する場合も多く見られる。図 8には自立活動での使用が含まれてい

ないことを付け加える。

図７　授業グループの使用教科書

図８　授業グループにおける聾学校用教科書使用の有無
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授業グループを編成する基準について尋ねた項目では、学年や学級を基本としながらも、学習

進度を考慮して編成するとの回答が中学部以降で 3割を超えていた。また高等部本科や高等部専

攻科では、学科やコースにより学ぶ内容が異なることから、この「学科・コース」を基準にグル

ープ編成をするとの回答が一定の割合を占めた。

以上、各学部における国語を中心とした（幼稚部では「朝の会」）授業グループの実態につい

て述べた。次に各学部における授業力の向上や授業の評価に関する設問に対する回答を示す。

本調査では授業の指導案を作成したり授業を行ったりする場合に、その指針となるような配慮

事項の取り決め等があるかどうかを尋ねた。全体としてはコミュニケーション手段や視覚的配慮、

聴覚的配慮についての取り決めがあるとの回答が比較的大きな割合を占めた（図 10）。

図９　授業グループ編成の基準

図 10　授業の指針・申し合わせ等で設定する項目
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本調査では研究授業の実施について尋ねた。全体として多くの学校・学部が研究授業を実施し

ていたが、最も活発に研究授業を実施しているのは小学部であり、学部の中で実施割合が最も少

なかったのが高等部（本科）であった（図 11）。各学部における年間の研究授業実施回数につい

ては、各学部ともに年間 1～ 3回が最も多かったが、学校により大きな開きがあった（図 12）。

研究授業の授業者について尋ねた項目では、当該部所属の教員全員が年に 1度は研究授業を行

うとの回答が、幼稚部では回答学部の約七割、小学部・中学部では回答学部の約五割を占めた。

特定の授業者を指定・選択して行う場合としては、初任者、転任者、５年研、10 年研のように

慣例的なものや、科目のバランスを考えたり学部の課題に合わせて教員を選択したりする場合が

あった（図 13）。

図 11　研究授業の実施

図 12　授業研究会の回数（年間）
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教員の研修について尋ねた項目では、学部内、学校全体、学外のそれぞれの研修内容を記述し

ていただいた。各学部での研修は、少人数で教育活動に直結したテーマなどを扱うことが多く、

研修の形態や内容が多岐にわたっていた。形態としては講義・協議・授業研究・演習などに大き

く分類できるが、授業研究を核にした研究の割合が比較的多く、その次に話し合いをもとに進め

ていく協議スタイルの研修が大きな割合を占めた。内容面から見ると、幼稚部では手話・発音・

補聴器・絵本の読み聞かせや遊びなどの幅広いテーマがあげられているほか、VTR 記録を活用し

た事例検討などがみられた。

小学部では、幼稚部同様に聴覚学習・発音・手話などがあげられるが、そのほかに教科や教材

研究に関するテーマが出てくる。

中学部では、幼稚部・小学部と共通する内容に合わせて、生徒に関しての具体的な指導法や情

報交換があげられている。一方、教科に関する研修はあまりあげられていない。

高等部本科・専攻科の研修では、中学部とほぼ同様の内容があげられた。

図 13　研究授業の授業者

図 14　学部内で行う職員研修の実態
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その他、学校全体で行う研修では、外部講師を招聘しての研修会や、学校全体の教職員を対象

にした手話講習会などが多くあげられた。学外の研修会については、聴覚障害領域の地域研究会

や全国的な研究会への参加や、通常の小中学校の教員とともに参加する教科毎の研究会などがあ

げられた。

本調査では授業についての自己評価と他者評価についても尋ねた。自己評価については、すべ

ての学部からの回答を合わせると、授業終了後、学期終了後、学年終了後の時点で六割を超える

学部が自己評価を行っていると答えた。単元毎の自己評価については若干低い割合を示した。他

者評価については授業終了後行うとの回答が四割を示したが、それ以外の時点ではあまり行われ

ていなかった。内容的には、授業終了後の評価については、研究授業時の授業研究会や授業評価

表での評価を指す場合が多い。学期末や学年末の評価は、学校評価の一部としての授業評価の意

味合いも多く含まれている（図 15）。

また、授業の評価を行う際の評価様式の有無も尋ねた。ここでは授業の指針・申し合わせ等で

設定する項目と同様の項目を設定して調査した。図 10 と比較すると各学部におけるそれぞれの

項目の設定率にばらつきが少ないことと、チームティーチング（TT）の評価があまりなされてい

ないことなどが分かった（図 16）。

図 15　授業の評価
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授業評価を行うことで、授業ヘの取り組みに変化（改善等）が見られたかどうかを尋ねた項目

には 168 の学部から回答があった。内容としては授業時の視覚的な配慮や聴覚的な配慮に改善が

見られたというもの、そして教員の意識が高まったというものが比較的多く見られた。一方「特

に改善なし」という回答も若干（8学部）ではあるが見られた。

最後に各学部毎に、現在授業の課題となっている事柄を尋ねた（図 17 ～図 21）。使用したカ

テゴリーは図 2（学校全体としての授業の課題）と同様である。学部全体に共通するのは指導技

術や研修にかかわる課題であるが、より低年齢の学部では指導形態や言語指導を課題と述べる学

部が多く、年齢があがるにつれて学力への関心が高まってくると言える。

図 16　授業評価様式で設定する評価項目

図 17　現在の幼稚部における授業の課題
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図 18　現在の小学部における授業の課題

図 19　現在の中学部における授業の課題
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３）まとめ
全体を通して、授業が少人数で行われていることが浮き彫りにされた。この理由としては聾学

校在籍児数の減少のほかに、学習進度やコミュニケーション手段に配慮したグループ編成がなさ

れていることもあるが、集団の中での学び合いが困難になるという課題も同時に指摘される。ま

た自由記述に現れた授業に関する課題としては、聴覚障害教育の専門性の維持・向上の困難性が

多く指摘されていた。

聾学校には研究授業や職員研修を通して授業力の維持・向上を行ってきた歴史があるが、本調査

に見られるような幼児児童生徒の集団の変化は、授業実践に新たな課題を提起していると言えよう。

図 20　現在の高等部（本科）における授業の課題

図 21　現在の高等部（専攻科）における授業の課題
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聾学校における授業とその評価に関する調査

この調査は聾学校での授業とその評価に関する実態調査です。

国立特別支援教育総合研究所では平成 20 年度～ 21 年度の研究テーマとして「聾学校における

授業とその評価に関する研究」を立ち上げました。「授業」は聾教育の専門性を考える上でも核

になる部分です。近年、聾学校在籍児の多様化、コミュニケーションモードの多様化、そして特

別支援教育体制への対応など、様々な変化の中で聾学校の授業を支える専門性の継承や新たな専

門性への対応など多くの課題が議論されているところです。本調査はこのような変化の中で、現

在の聾学校の授業実態を把握し、今後のよりよい授業のための知見を得ようと企画いたしました。

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

はじめに学校全体の授業への取り組みについてお尋ねいたします。次に各学部における授業へ

の取り組みについてお尋ねいたします。各学部の授業につきましては「国語」（幼稚部では「朝

の会」）の授業を中心にお尋ねいたします。また乳幼児教育相談や通級による指導は本調査では

対象といたしません。

記入にあたっては平成 20 年 12 月 1 日現在の実態についてお書きください。

学校全体に関わることは教務主任、教頭先生など、各学部の授業につきましては学部主事ある

いは当該部の国語の授業の担当者を中心に記入をお願いいたします。

記入は回答用紙にお願いいたします。記入された回答用紙とお送りいただける資料を返信用封

筒にいれて、平成２１年１月３１日までご返送ください。

ご回答いただいた結果は全体を集計したものとして報告いたします。学校名や個々の学校・学

部の情報は公表いたしません。 

この調査へのお尋ねは下記にお願いいたします。

〒 239-8585 神奈川県横須賀市野比 5-1-1

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

教育研修情報部

総括研究員　小田侯朗

電話　直通　046-839-6859

Fax          046-839-6907（教育研修情報部）

email        oda@nise.go.jp
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質問紙１．学校全体としての「授業とその評価」への取り組みについて

学校名、記入者名、記入者の職名をお書きください。

＊複数の障害部門を併設する学校の場合、聴覚障害部門のみについてお答えください。

（１）在籍児等について
在籍する幼児児童生徒等について以下の項目にお答えください。

設置学部（幼稚部　小学部　中学部　高等部（本科）高等部（専攻科）

在籍児童数とその内の重複障害児数

教員数

（２）教育課程の編成について
基本となる各学部の教育課程をお知らせください（印刷物がある場合には返送用の封筒に同封

してください。web上で現在の教育課程を確認できる場合は、そのアドレスをお知らせください。）

各学部毎に複数の教育課程を編成している場合には、その類型の数と対象となる在籍児の特徴

などについてお知らせください。

（３）授業改善や職員研修について
学校全体での授業の改善（研究授業や授業研究会の実施等）や職員研修に関わる部署（係）と

活動の内容や回数をお書きください。

①授業改善に関する部署（係）

②職員研修に関する部署（係）

（４）授業の評価について
①授業の評価について、学校全体として行っていることがありましたらお書きください。

②授業の評価に関して特定の様式（チェックリスト・観点表等）を用いているようでしたら、

お知らせください。

③授業の評価を授業実践に生かすために学校全体で行っていることがありましたらお書きくだ

さい。

（５）学校全体として授業への取り組みで、現在最も大きな課題と思われることについて３つ以
内で書きください。
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質問紙２．幼稚部における「授業（「保育」）とその評価」について

記入者と職名をお書きください。

＊以下、本調査では幼稚部における「保育」活動を便宜上「授業」と表記させていただきます。

また複数の障害部門を併設する学部の場合、聴覚障害部門のみについてお答えください。

（１）「朝の会」の各授業グループについて以下の項目にお答えください。
幼児数：複数の学年にまたがる場合にはそれぞれの学年と人数をお書きください。各人数のうち、

重複障害児の人数を (  ) 内にお書きください。

教員数：各授業グループ毎の教員数をお書きください。教員内で役割の違いがある場合にはお書

きください。

主要なコミュニケーション手段：授業グループ内の幼児が主として使用するコミュニケーション

スタイルを以下 A.B.C.D. の選択肢から一つ選んで○をつけてください。またそこで用いられる

中心的手段について例をもとに記入してください。

A 聴覚・音声活用主体（中心的手段の記述                             ）

B. 日本語ベースの視覚活用主体（中心的手段の記述                         ）

C. 日本手話ベースの視覚活用主体（中心的手段の記述                       ）

D. その他（スタイルの概要と中心手段の記述                       ）

＜コミュニケーション手段の例＞

聴覚・口話（発話・読話）・日本手話・日本語対応手話・手話付きスピーチ・.指文字・書きことば・

キュードスピーチ・発音サイン・写真カード・身振り・その他

＊上記手段のうち手話に関連するものについては便宜上以下のように定義します。

日本手話： 音声日本語とは異なる言語構造や統語規則を持ち、日本で用いられる手話

日本語対応手話：音声日本語の言語構造や統語規則に従って表現される手指表現

手話付きスピーチ：音声日本語にそった手指表現と発話を同時表現するもの

＜記入例＞ 

授業グループ 1 

幼児数  総数　名　　年生　名（　名）　　年生　名（　名）　　　年生　名（　名）

教員数  総数　名（内訳                                                     ）

コミュニケーション手段  

 　A. 聴覚・音声活用主体（ 　　                                             ）

　 B. 日本語ベースの視覚活用主体（                                          ）

　 C. 日本手話ベースの視覚活用主体（                                        ）

　 D. その他（                                                              ）　

（２）幼稚部の授業全体についておたずねいたします。
①授業の指導案作成について学部の取り決めがありますか。「あり」「なし」でお答えください。

「あり」の場合にはその取り決めについて具体的にお書きください。「なし」の場合には学部

で一般的な指導案作成状況についてお書きください（例：「週毎の指導計画のみ作成している」

「研究授業時のみ指導案（細案）を作成し、日常的には指導案（略案）を作成している」等）。
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②授業の指針として、以下の項目について申し合わせ（「ガイドライン」や授業マニュアル等）

を作成していますか。それぞれの観点について「あり」「なし」のどちらかに○をつけてく

ださい。またその他の項目で申し合わせ等がある場合には「その他」の欄に項目名をお書き

ください。差し支えなければ実物を返信用封筒に同封してください。

・授業時のコミュニケーション手段に関して　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の視覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の聴覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の発問について　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の板書について                     　　   　　あり　　　なし

・授業時の機器使用法や教材の掲示方法について　　　　　あり　　　なし

・授業時の TT（チームティーチング）の役割について 　　あり　　  なし

その他（                                                               ）

③研究授業（指定授業者による授業とそれに関する研究協議会等）を行っていますか。　「はい」

「いいえ」のどちらかに○をつけてください。「はい」の場合は、研究会の回数や授業者の選

定方法（全教員が研究授業を行うか何らかの基準で授業者を選択するか等）、参加者等にお

答えください。 ＊研究授業の回数は平成 20 年度（平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月）の計画

をもとにお書きください。

④授業に資する職員研修として定期的に実行（あるいは参加）しているものをお書きください。

（「発音研修会」「手話研修会」「教材研究会」等）

⑤授業の評価 (「自己評価」と「他者評価」）について定期的（ 授業終了後、単元終了後、学

期終了後、学年終了後）に行っている内容をお書きください。 

⑥授業を評価する様式（チェックリスト、観点表等）がありますか。それぞれの観点について

「あり」「なし」のどちらかに○をつけてください。またその他の項目で申し合わせ等がある

場合には「その他」の欄に項目名をお書きください。差し支えなければ実物を返信用封筒に

同封してください。

・授業時のコミュニケーション手段に関して　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の視覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の聴覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の発問について　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の板書について                     　　   　　あり　　　なし

・授業時の機器使用法や教材の掲示方法について　　　　　あり　　　なし

・授業時の TT（チームティーチング）の役割について 　　あり　　  なし

その他（                                                               ）

⑦授業の評価を行うことで授業への取り組みに変化（改善等）が見られた場合には、その内容

をお書きください。

⑧現在の幼稚部における授業に関して課題となっていることを３つ程度お書きください。
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質問紙３．小学部の「授業とその評価」について

記入者と職名をお書きください。

複数の障害部門を併設する学部の場合、聴覚障害部門のみについてお答えください。　　　　
（１）「国語」の各授業グループについて以下の項目にお答えください。
児童数：複数の学年にまたがる場合にはそれぞれの学年と人数をお書きください。各人数のうち、

重複障害児の人数を (  ) 内にお書きください。

教員数：各授業グループ毎の教員数をお書きください。教員内で役割の違いがある場合にはお書

きください。

　主要なコミュニケーション手段：授業グループ内の児童が主として使用するコミュニケーショ

ンスタイルを以下 A.B.C.D. の選択肢から一つ選んで○をつけてください。またそこで用いられ

る中心的手段について例をもとに記入してください。

A 聴覚・音声活用主体（中心的手段の記述                             ）

B. 日本語ベースの視覚活用主体（中心的手段の記述                         ）

C. 日本手話ベースの視覚活用主体（中心的手段の記述                       ）

D. その他（スタイルの概要と中心手段の記述                       ）

＜コミュニケーション手段の例＞

聴覚・口話（発話・読話）・日本手話・日本語対応手話・手話付きスピーチ・.指文字・書きことば・

キュードスピーチ・発音サイン・写真カード・身振り・その他　

＊上記手段のうち手話に関連するものについては便宜上以下のように定義します。

日本手話： 「音声日本語とは異なる言語構造や統語規則を持ち、日本で用いられる手話」

日本語対応手話：音声日本語の言語構造や統語規則に従って表現される手指表現

手話付きスピーチ：音声日本語にそった手指表現と発話を同時表現するもの

使用教科書の種類：a. 学年対応 b. 学年対応 c. その他のいずれかに○をし、その他の場合に　

は内容をお書きください。

聾学校用教科書の使用の有無：「あり」「なし」のいずれかに○を記入してください。

＜記入例＞

授業グループ 1

児童数  総数　名　　年生　名（　名）  年生　名（　名）　年生　名（　名）

教員数  総数　名（内訳                                                     ）

コミュニケーション手段  

   A.. 聴覚・音声活用主体（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）

　 B. 日本語ベースの視覚活用主体（                    　　　　　　　　　　   ）

　 C. 日本手話ベースの視覚活用主体（                                         ）

　 D. その他（                                                               ）

使用教科書  a. 学年対応　b. 下学年対応　c. その他（　　　　　　　　　　　　　）

聾学校用教科書の使用  　　a. あり　b. なし
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（２）「国語」の授業について下記の設問にお答えください。

①授業グループを編成する基準についてお答えください。（例：学年、学習進度等）

②教科書題材等の「精選」を行う場合にはその観点についてお書きください。（例：「説明文、物

語文、詩などのジャンルに配慮して行う」等）

③家庭学習や寄宿舎での学習として課すことが多い学習内容があればお書きください。

（例：「漢字の書き取り」等）

　④進級等に伴う授業の引き継ぎで用いる資料をお書きください。（例：「進度表」「標準学力テ

スト」等）

（３）小学部の授業全体についておたずねいたします。
①授業の指導案作成について学部の取り決めがありますか。「あり」「なし」でお答えください。

「あり」の場合にはその取り決めについて具体的にお書きください。「なし」の場合には学部

で一般的な指導案作成状況についてお書きください（例：「週毎の指導計画のみ作成している」

「研究授業時のみ指導案（細案）を作成し、日常的には指導案（略案）を作成している」等）。

②授業の指針として、以下の項目について申し合わせ（「ガイドライン」や授業マニュアル等）

を作成していますか。それぞれの観点について「あり」「なし」のどちらかに○をつけてく

ださい。またその他の項目で申し合わせ等がある場合には「その他」の欄に項目名をお書き

ください。差し支えなければ実物を返信用封筒に同封してください。

・授業時のコミュニケーション手段に関して　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の視覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の聴覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の発問について　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の板書について                     　　   　　あり　　　なし

・授業時の機器使用法や教材の掲示方法について　　　　　あり　　　なし

・授業時の TT（チームティーチング）の役割について 　　あり　　  なし

その他（                                                               ）

③研究授業（指定授業者による授業とそれに関する研究協議会等）を行っていますか。　「はい」

「いいえ」のどちらかに○をつけてください。「はい」の場合は、研究会の回数や授業者の選

定方法（全教員が研究授業を行うか何らかの基準で授業者を選択するか等）、参加者等にお

答えください。 ＊研究授業の回数は平成 20 年度（平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月）の計画

をもとにお書きください。

④授業に資する職員研修として定期的に実行（あるいは参加）しているものをお書きください。

（「発音研修会」「手話研修会」「教材研究会」等）

⑤授業の評価 (「自己評価」と「他者評価」）について定期的（ 授業終了後、単元終了後、学

期終了後、学年終了後）に行っている内容をお書きください。 

⑥授業を評価する様式（チェックリスト、観点表等）がありますか。それぞれの観点について

「あり」「なし」のどちらかに○をつけてください。またその他の項目で申し合わせ等がある

場合には「その他」の欄に項目名をお書きください。差し支えなければ実物を返信用封筒に

同封してください。
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・授業時のコミュニケーション手段に関して　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の視覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の聴覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の発問について　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の板書について                     　　   　　あり　　　なし

・授業時の機器使用法や教材の掲示方法について　　　　　あり　　　なし

・授業時の TT（チームティーチング）の役割について 　　あり　　  なし

その他（                                                               ）

⑦授業の評価を行うことで授業への取り組みに変化（改善等）が見られた場合には、その内容

をお書きください。

⑧現在の小学部における授業に関して課題となっていることを３つ程度お書きください。
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質問紙４．中学部の「授業とその評価」について

記入者と職名をお書きください。

複数の障害部門を併設する学部の場合、聴覚障害部門のみについてお答えください。

（１）「国語」の各授業グループについて以下の項目にお答えください。
生徒数：複数の学年にまたがる場合にはそれぞれの学年と人数をお書きください。各人数のうち、

重複障害児の人数を (  ) 内にお書きください。

教員数：各授業グループ毎の教員数をお書きください。教員内で役割の違いがある場合にはお書

きください。　

主要なコミュニケーション手段：授業グループ内の児童が主として使用するコミュニケーション

スタイルを以下 A.B.C.D. の選択肢から一つ選んで○をつけてください。またそこで用いられる

中心的手段について例をもとに記入してください。

A 聴覚・音声活用主体（中心的手段の記述                             ）

B. 日本語ベースの視覚活用主体（中心的手段の記述                         ）

C. 日本手話ベースの視覚活用主体（中心的手段の記述                       ）

D. その他（スタイルの概要と中心手段の記述                       ）

＜コミュニケーション手段の例＞

聴覚・口話（発話・読話）・日本手話・日本語対応手話・手話付きスピーチ・.指文字・書きことば・

キュードスピーチ・発音サイン・写真カード・身振り・その他　

＊上記手段のうち手話に関連するものについては便宜上以下のように定義します。

日本手話： 「音声日本語とは異なる言語構造や統語規則を持ち、日本で用いられる手話」

日本語対応手話：音声日本語の言語構造や統語規則に従って表現される手指表現

手話付きスピーチ：音声日本語にそった手指表現と発話を同時表現するもの

使用教科書の種類：a. 学年対応 b. 学年対応 c. その他のいずれかに○をし、その他の場合に　

は内容をお書きください。

聾学校用教科書の使用の有無：「あり」「なし」のいずれかに○を記入してください。

＜記入例＞

授業グループ 1

生徒数  総数　名　　年生　名（　名）  年生　名（　名）　年生　名（　名）

教員数  総数　名（内訳                                                     ）

コミュニケーション手段  

   A.. 聴覚・音声活用主体（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）

　 B. 日本語ベースの視覚活用主体（                    　　　　　　　　　　   ）

　 C. 日本手話ベースの視覚活用主体（                                         ）

　 D. その他（                                                               ）

使用教科書  a. 学年対応　b. 下学年対応　c. その他（　　　　　　　　　　　　　）

聾学校用教科書の使用  　　a. あり　b. なし
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（２）「国語」の授業について下記の設問にお答えください。
①授業グループを編成する基準についてお答えください。（例：学年、学習進度等）

②教科書題材等の「精選」を行う場合にはその観点についてお書きください。（例：「説明文、

物語文、詩などのジャンルに配慮して行う」等）

③家庭学習や寄宿舎での学習として課すことが多い学習内容があればお書きください。

（例：「漢字の書き取り」等）

④進級等に伴う授業の引き継ぎで用いる資料をお書きください。（例：「進度表」「標準学力テ

スト」等）

（３）中学部の授業全体についておたずねいたします。
①授業の指導案作成について学部の取り決めがありますか。「あり」「なし」でお答えください。

「あり」の場合にはその取り決めについて具体的にお書きください。「なし」の場合には学部

で一般的な指導案作成状況についてお書きください（例：「週毎の指導計画のみ作成している」

「研究授業時のみ指導案（細案）を作成し、日常的には指導案（略案）を作成している」等）。

②授業の指針として、以下の項目について申し合わせ（「ガイドライン」や授業マニュアル等）

を作成していますか。それぞれの観点について「あり」「なし」のどちらかに○をつけてく

ださい。またその他の項目で申し合わせ等がある場合には「その他」の欄に項目名をお書き

ください。差し支えなければ実物を返信用封筒に同封してください。

・授業時のコミュニケーション手段に関して　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の視覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の聴覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の発問について　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の板書について                     　　   　　あり　　　なし

・授業時の機器使用法や教材の掲示方法について　　　　　あり　　　なし

・授業時の TT（チームティーチング）の役割について 　　あり　　  なし

その他（                                                               ）

③研究授業（指定授業者による授業とそれに関する研究協議会等）を行っていますか。　「はい」

「いいえ」のどちらかに○をつけてください。「はい」の場合は、研究会の回数や授業者の選

定方法（全教員が研究授業を行うか何らかの基準で授業者を選択するか等）、参加者等にお

答えください。 ＊研究授業の回数は平成 20 年度（平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月）の計画

をもとにお書きください。

④授業に資する職員研修として定期的に実行（あるいは参加）しているものをお書きください。

（「発音研修会」「手話研修会」「教材研究会」等）

⑤授業の評価 (「自己評価」と「他者評価」）について定期的（ 授業終了後、単元終了後、学

期終了後、学年終了後）に行っている内容をお書きください。 

⑥授業を評価する様式（チェックリスト、観点表等）がありますか。それぞれの観点について

「あり」「なし」のどちらかに○をつけてください。またその他の項目で申し合わせ等がある

場合には「その他」の欄に項目名をお書きください。差し支えなければ実物を返信用封筒に

同封してください。
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・授業時のコミュニケーション手段に関して　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の視覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の聴覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の発問について　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の板書について                     　　   　　あり　　　なし

・授業時の機器使用法や教材の掲示方法について　　　　　あり　　　なし

・授業時の TT（チームティーチング）の役割について 　　あり　　  なし

その他（                                                               ）

⑦授業の評価を行うことで授業への取り組みに変化（改善等）が見られた場合には、その内容

をお書きください。

⑧現在の中学部における授業に関して課題となっていることを３つ程度お書きください。
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質問紙５．高等部（本科及び専攻科）の「授業とその評価」について

（＊本科と専攻科はそれぞれ別の回答用紙にお書きください）

  記入者と職名をお書きください。

複数の障害部門を併設する学部の場合、聴覚障害部門のみについてお答えください。

（１）「国語」の各授業グループについて以下の項目にお答えください。
生徒数：複数の学年にまたがる場合にはそれぞれの学年と人数をお書きください。各人数のうち、

重複障害児の人数を (  ) 内にお書きください。

教員数：各授業グループ毎の教員数をお書きください。教員内で役割の違いがある場合にはお書

きください。　

主要なコミュニケーション手段：授業グループ内の児童が主として使用するコミュニケーション

スタイルを以下 A.B.C.D. の選択肢から一つ選んで○をつけてください。またそこで用いられる

中心的手段について例をもとに記入してください。

A 聴覚・音声活用主体（中心的手段の記述                             ）

B. 日本語ベースの視覚活用主体（中心的手段の記述                         ）

C. 日本手話ベースの視覚活用主体（中心的手段の記述                       ）

D. その他（スタイルの概要と中心手段の記述                       ）

＜コミュニケーション手段の例＞

聴覚・口話（発話・読話）・日本手話・日本語対応手話・手話付きスピーチ・.指文字・書きことば・

キュードスピーチ・発音サイン・写真カード・身振り・その他　

＊上記手段のうち手話に関連するものについては便宜上以下のように定義します。

日本手話： 「音声日本語とは異なる言語構造や統語規則を持ち、日本で用いられる手話」

日本語対応手話：音声日本語の言語構造や統語規則に従って表現される手指表現

手話付きスピーチ：音声日本語にそった手指表現と発話を同時表現するもの

使用教科書の種類：a. 学年対応 b. 学年対応 c. その他のいずれかに○をし、その他の場合に　

は内容をお書きください。

聾学校用教科書の使用の有無：「あり」「なし」のいずれかに○を記入してください。

＜記入例＞

授業グループ 1

生徒数  総数　名　　年生　名（　名）  年生　名（　名）　年生　名（　名）

教員数  総数　名（内訳                                                     ）

コミュニケーション手段  

   A.. 聴覚・音声活用主体（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）

　 B. 日本語ベースの視覚活用主体（                    　　　　　　　　　　   ）

　 C. 日本手話ベースの視覚活用主体（                                         ）

　 D. その他（                                                               ）

使用教科書  a. 学年対応　b. 下学年対応　c. その他（　　　　　　　　　　　　　）
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（２）「国語」の授業について下記の設問にお答えください。
①授業グループを編成する基準についてお答えください。（例：学年、学習進度等）

②教科書題材等の「精選」を行う場合にはその観点についてお書きください。（例：「説明文、

物語文、詩などのジャンルに配慮して行う」等）

③家庭学習や寄宿舎での学習として課すことが多い学習内容があればお書きください。

（例：「漢字の書き取り」等）

④進級等に伴う授業の引き継ぎで用いる資料をお書きください。（例：「進度表」「標準学力テ

スト」等）

（３）高等部の授業全体についておたずねいたします。
①授業の指導案作成について学部の取り決めがありますか。「あり」「なし」でお答えください。

「あり」の場合にはその取り決めについて具体的にお書きください。「なし」の場合には学部

で一般的な指導案作成状況についてお書きください（例：「週毎の指導計画のみ作成している」

「研究授業時のみ指導案（細案）を作成し、日常的には指導案（略案）を作成している」等）。

②授業の指針として、以下の項目について申し合わせ（「ガイドライン」や授業マニュアル等）

を作成していますか。それぞれの観点について「あり」「なし」のどちらかに○をつけてく

ださい。またその他の項目で申し合わせ等がある場合には「その他」の欄に項目名をお書き

ください。差し支えなければ実物を返信用封筒に同封してください。

・授業時のコミュニケーション手段に関して　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の視覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の聴覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の発問について　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の板書について                     　　   　　あり　　　なし

・授業時の機器使用法や教材の掲示方法について　　　　　あり　　　なし

・授業時の TT（チームティーチング）の役割について 　　あり　　  なし

その他（                                                               ）

③研究授業（指定授業者による授業とそれに関する研究協議会等）を行っていますか。　「はい」

「いいえ」のどちらかに○をつけてください。「はい」の場合は、研究会の回数や授業者の選

定方法（全教員が研究授業を行うか何らかの基準で授業者を選択するか等）、参加者等にお

答えください。 ＊研究授業の回数は平成 20 年度（平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月）の計画

をもとにお書きください。

④授業に資する職員研修として定期的に実行（あるいは参加）しているものをお書きください。

（「発音研修会」「手話研修会」「教材研究会」等）

⑤授業の評価 (「自己評価」と「他者評価」）について定期的（ 授業終了後、単元終了後、学

期終了後、学年終了後）に行っている内容をお書きください。 

⑥授業を評価する様式（チェックリスト、観点表等）がありますか。それぞれの観点について

「あり」「なし」のどちらかに○をつけてください。またその他の項目で申し合わせ等がある

場合には「その他」の欄に項目名をお書きください。差し支えなければ実物を返信用封筒に

同封してください。
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・授業時のコミュニケーション手段に関して　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の視覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の聴覚的配慮について　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の発問について　　　　　　　　　　　　　　　　あり　　　なし

・授業時の板書について                     　　   　　あり　　　なし

・授業時の機器使用法や教材の掲示方法について　　　　　あり　　　なし

・授業時の TT（チームティーチング）の役割について 　　あり　　  なし

その他（                                                               ）

⑦授業の評価を行うことで授業への取り組みに変化（改善等）が見られた場合には、その内容

をお書きください。

⑧現在の高等部における授業に関して課題となっていることを３つ程度お書きください。



－ 166 －



－ 167 －



－ 168 －



－ 169 －



－ 170 －



－ 171 －



－ 172 －



－ 173 －



－ 174 －



－ 175 －





第六部　まとめ

よりよい授業を目指して　　　　　　　　　　　　　 小田侯朗
　





－ 179 －

よりよい「授業」を目指して

小田侯朗

授業に関する今日的課題

（１）「聾学校」における授業
本報告書の中では、聾学校における授業の大切さが様々なかたちで語られている。それは宍戸

の論文に端的に表れているところであるが、子どもたちの持つ力を最大限に引き出し、伸ばして

いくことが聾学校の授業に求められているところである。そのための熱意や努力や工夫が、過去

から現在へと受け継がれ、聾教育を特徴付ける「授業」という大きな財産となっているのである。

これらの軌跡は宍戸が紹介する石川倉次 1889) の「尋常科に関る唖生の希望」や藤本が報告する

授業形態や指導法、そして教材の変遷などにみることができる。

また聾教育は変化を取り入れる教育でもある。それは単に時代や状況の変化に追従することで

はない。授業の方法として可能性のあるものには取り入れようと模索し、極めようとする思いが

強くあった。手話口話論争、言語と経験を巡る論争、分析的方法と全体的方法を巡る論争、聴能

訓練と聴覚学習等、一方ではそれぞれの時代において行っている方法をより極めようとする努力

があり、他方では新しい可能性にかけようとする努力がある。近年聾教育を巡る議論の場で「不

易と流行」という言葉をよく聞く。変わらずに大切にするもの、時代に合わせて工夫するもの、

この二つを突き詰めることで、聾教育の発展、授業の改善があるということだろう。

本研究の趣旨のところで述べたとおり、この研究は様々な変化の中で聾学校の授業がどうある

べきかを探ることを目的に計画された。その変化の実態を明確にするために全国聾学校調査が行

われた。この調査から分かったことは、聾学校という場で学ぶ子どもたちの少人数化や多様化を

背景に、学びの集団が小さくなっていることや、聾教育の専門性の変化や維持の困難さ等であっ

た。これらを踏まえた上で、原田は聾学校在籍児の実態把握の面から多様性への対応を論じた。

小田はコミュニケーション手段の多様化の点から、特に手話の活用についての配慮等を論じた。

また藤本は授業グループの少人数化などに対応する工夫について述べた。いずれも多くの聾学校

が直面している課題であり、今後の授業の工夫に役立てることができるなら幸いである。

本報告書では、これらの変化に対応する「授業」の具体的な工夫や取り組みを実践報告として

紹介した。これらの実践に共通するのは、聞こえにくい子どもたちが学びやすい授業を工夫する

こと、子どもたちの気づきや思考を受け止め、更に深める授業を創造すること、そして学校とし

てまた教員の集団として授業の充実を考え、協力して専門性を維持し、向上させていこうという

姿勢であろう。

（２）聴覚障害児の学び
聴覚障害児の学力や言語力の向上は、この教育が始められた頃からの重要な目標であり、授業

の質が問われる大きな課題でもある。本研究所が行った過去の研究では、聾学校に在籍する生徒

が高等部を卒業する段階で示す読書力診断テストの結果が、聞こえる子どもが示す同テストの小

学生高学年レベルに相当することを述べていた（我妻 1983）。このような傾向は現在でもアメリ
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カをはじめ、長い聾教育の歴史をもつ国においてみられるところであり、世界の聾教育における

共通の課題と言える。日本の聾教育の中で「９歳レベルの峠」あるいは「９歳の壁」等と呼ばれ

てきた聾教育の課題は、現在でもしばしば取り上げられる。小学部の高学年あたりから学力や言

語力の伸びに停滞を示す子どもたちがいる。教師はそれを「峠」や「壁」にたとえながら、峠を

越え壁を乗り越える努力をしてきたのだが、全体としてみるならば聞こえる子どもたちと同等の

学力・言語力を補償するには未だ至っていないのが現状である。しかしながら、聾学校の生徒の

中にはこのような“壁”を軽々と超え、すばらしい成績を示し卒業していく者も少なからずいる。

聞こえにくいという状態が同じであっても、個々の子どもたちの特性、学習環境や学習への意欲、

指導法と学びのスタイルの適合性など、一律ではない要因が無数にある。そして「授業」は“壁”

を超えるための重要な要因の一つであり、貴重な活動の中心にあるものと言える。

本報告書の中では子どもたちの豊かな学びを支えるための様々な工夫について述べてきた。論

考というかたちで、原田は効果的な授業のために、子どもたちの実態把握が欠かせないことを述

べた。原田はさらにこの実態把握が子どもに関わる教師集団によって共有されることの重要さに

ついても述べている。また小田はこれまであまりふれられてこなかった手話を用いた教授法の可

能性について述べた。子どもが持っている日本語力や手話力を十分に考慮すること、意図した手

段で確実に伝わることを確認することの重要さなどについても述べている。藤本は子どもたちが

ともに学ぶための学習集団や学習内容について論考を進め、更に子どもにあわせた教材の大切さ

についても述べた。実践報告の中では、二年間という研究期間であったこともあり、学力向上と

授業の関係を十分に示すものを用意することはできなかった。しかしながら、それぞれの報告の

中では、「考える授業」「自分を見つめる授業」「他者の意見を取り入れる授業」などが紹介され、

子どもたちが学びを広げ、深める活動が随所に述べられている。

本報告書が子どもの実態把握からより適切な学びの方向を探るための一助になれば幸いであ

る。

（３）教師の専門性
「授業」は聾学校教員の専門性の核にあるものと言える。授業を中心とした教員としての心構

えや指導技術は、従来の聾学校において先輩教員から後輩教員に受け継がれてきたものである。

宍戸の論文の中でも、先輩から折に触れて教わること、そしてその教えの意味を考え続けるこ

との大切さが述べられている。大学の教員養成課程では聴覚障害に関する様々な知識を学ぶが、

授業技術や授業計画などについては、教員としての授業経験を通して身に付けるものが多い。

また授業にかかわる専門性としては、小・中学校等と共通するものもあるが、聾学校独自のも

のも少なくない。聾学校の新任の教員のみではなく、小・中学校等からの転任者や他障害の学

校からの転任者も、聾学校での授業に接して、多かれ少なかれ戸惑いを感じる。それは例えば、

音声日本語によるコミュニケーションを基本とした場合には授業が成立しない子どもたちを前

にして、聾学校は様々な工夫を積み重ねてきたからである。本報告書は聾教育の専門性そのも

のをテーマにして議論を進めているものではないが、各論文の中で様々な形で聾教育の専門性

が語られている。

聾学校全国調査からは、研修内容や授業の課題に関する質問項目の中で、聾教育の専門性を取

り巻く現状がわかる。また「授業の指針」や「授業の評価法」についての質問項目に対する回答

からも聾教育の中で重要視される専門性がわかる。多くの聾学校から授業の課題として「指導技
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術」があげられているが、これは別の視点で述べるなら指導技術継承の課題でもある。聾学校に

おける指導技術を継承あるいは発展させる一つとして、各学校では研修に力を入れている。特に

教師と子どものコミュニケーションを支える技術（手話・発音指導・読話指導・聴覚活用等）に

ついては、教壇に立った瞬間、あるいは聾学校に赴任した瞬間から必要とされる技術でもある。

しかしながらこれらの技術を身につけるには相当の時間を要する。自分自身がこれらの技術をあ

るレベルで利用できるようになるまでの時間が相当であるという意味と、これらの技術を整理し

て他人に伝える事ができるようになるまでの時間も相当であるという意味の二つの側面がある。

聾学校の教師はこのようなコミュニケーションの技術を土台にして、考えさせる「発問」や整理

された「板書」、子どもたちの実態と授業の目的にあった教材教具の開発・使用等の専門性を磨

くことになる。聾学校の研修内容の調査からは様々な形態（講義・演習・協議等）で専門性を高

める努力がなされていることが認められるが、在籍児の少人数化や人事異動などの課題は、教員

が十分な聾教育の専門性を身につけるために必要な体験の積み重ねを保障する時間の足りなさを

あらためて提起しているといえる。

また、これまでにはない新たな専門性の獲得という面でも聾学校は課題を抱えている。一つ

は技術革新による新しいテクノロジーへの対応といえる。教材・教具の面ではコンピュータや

様々な視・聴覚教材の活用技術が必要になる。人工内耳や補聴器の情報にも精通していたい。

また字幕挿入や手話通訳などに代表される、情報保障の様々なシステムも学校の場で活用され

るようになっている。二つ目には様々な連携・協力を効果的に進めるための専門性があげられ

る。これは子どもたちが生きていく社会全体の中に教育を位置づける専門性でもある。リーダ

ーシップ、フォロアーシップ、コーディネーション、ファシリテーションなど学校組織や教員

集団が全体としてうまく機能していくための専門性や技術も、近年は重視されつつある。また

医療分野、福祉分野、労働分野等との連携も課題となる。さらには、聾学校に各種の専門家（言

語聴覚士や臨床心理士等）が入り、教員とは異なった視点から、専門的に子どもたちにかかわ

る動きが始まっている。

特別支援教育制度への移行に伴い、従来の聾学校が他の障害種の部門を併置した形態をとるよ

うになったり、在籍児のみならず地域で学ぶ子どもたちへの支援に力を注ぐようになっている。

このように多様に拡大する専門性を前に、聾学校の教員にとって真に必要とされる専門性の見極

めや選択もこれからの課題となるであろう。

１．授業を作る

（１）　教員の授業作り
本報告書では聾学校における授業作りの基本となる活動について、実践報告を中心に紹介した。

特に佐坂、藤岡論文には授業作りのプロセスが丁寧に紹介されている。また宍戸の論文の中には、

聾学校で授業を行う上で重要な視点や態度が多く書かれている。ここでは改めて新任の教員を想

定しながら、授業作りの基本となるところをまとめてみたい。

①子どもたちの実態を把握すること
実態把握の方法については原田の論文に詳しく説明されているが、検査だけではなく、前任の

教師や保護者との話し合いから把握できるもの、直接子どもとやりとりすることで分かることな
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どがある。また一人ひとりの子どもの実態だけではなく、集団の中での個々の子どもの振る舞い

や、その集団の特徴なども実態把握として大切なものになる。そして、その実態は授業場面を想

定しながら把握していく事が重要である。

②指導内容を明確にする
何を教えるのかについて教師自身が明確にしておかなければならない。そして、目標を安易に

下げないことも大切である。子どもたちの力を可能なかぎり引き出し、最大限に伸ばすことを心

がけることが大切である。

③教材を工夫し指導計画を立てる
教材をどのように作るかについては藤岡の論文に詳しい。こどもたちの実態を把握し指導内

容を明確にすると、次にその間に適切に当てはまる教材の検討が始まる。教材は子どもたちの

発達段階や、生活経験などの実態把握に基づくものでもあるが、教員が授業の中で扱いきれる

ものでなければならない。その意味では、常に授業場面を想定しながら教材を検討する必要が

ある。

教材を検討しつつ授業計画を作る。計画では単元全体の指導目標を明確にした上で、一つ一つ

の授業について指導案を作成する。多くの学校では日常的には週案作成が基本で、公開授業など

では略案（省略した指導案）を作成し、研究授業では細案（詳細な指導案）を作成している。し

かしよい授業を行うため、授業から多くのことを学び改善につなげるためには、指導案作りは欠

かせない。佐坂の論文にある指導案には予想される子どもの反応がかかれている。予想通りにな

るかならないかは別として、実際の授業場面を想定しながらつくる指導案は、教員の指導意図や

到達目標をより明確にするものと言える。

④模擬授業を行う
佐坂の論文では模擬授業、原田の論文では空授業ということばが用いられていた。いずれも実

際の授業の準備として、教員が自身の授業展開をより深く想定するためのものである。これによ

り、より深い教材研究や発問の工夫がなされる。

⑤授業の配慮
聾学校での授業は、小・中学校の授業のように、例えば、音声日本語でのコミュニケーショを

基本にした場合には成立しにくいものである。それゆえ視覚的なコミュニケーションについて

様々な配慮を行う。もちろん聴覚的なコミュニケーションについても同様であり、聾学校の中に

は授業の指針として明確に提示しているところもある。堀谷の論文には、新転任者向けに作られ

た「聾学校の児童と話すポイント」「授業のポイント」が示されている。これらのほとんどは特

別に難しいことでもなく、赴任してすぐできることである。しかしながらこれらは、通常の小中

学校ではやっていない、あるいは意識的に行ってはいないことである。そのため、新転任の教員

はこれらのポイントを意識すると授業の内容に集中できなくなったり、逆に授業の内容に集中す

ると、これらの配慮がおろそかになったりすることがある。子どもたちが学びやすい環境、ある

いはその授業の目的が達成しやすい環境をあらかじめ作ることも授業の配慮といえる。机の配置

等についても、この「授業のポイント」の中に示されているが、藤岡の論文では発達段階に合わ

せて机の並びを変える配慮が示されており、目的に合わせた調整が大切であることが分かる。

⑥発問・板書等の工夫
発問や板書の大切さについては、宍戸、佐坂、藤岡らの論文に詳しく示されている。

発問に関して述べるなら、彼らに共通するのは子どもの発言を促したり思考を揺さぶるよう



－ 183 －

な発問の重要さであり、目的が曖昧であったり相手を混乱させるような発問に対する戒めであ

る。また板書についても、授業の流れが整理できたり、大切な内容が強調される等の工夫が大切

であることを示している。

⑦授業を振り返る
教員は授業者として、授業の後には何がしかの感想をもつ。うまくいったと思うこと、失敗し

たと思うこと等、結果として強く印象に残ったことをあれこれ考えることはある。しかしながら

授業は目的をもった行為であり、子どもたちの次の学びにつなげるものでもある。その意味では

授業の計画の時点であらかじめ、振り返るべき視点を定めておくことが大切である。研究授業な

どでは授業評価の観点表やチェックリストをあらかじめ作成し、授業者自身が振り返るとともに、

参観者も同様に授業についての評価を行うことはよくあることである。できれば研究授業や授業

研究会のみではなく、日常の授業活動の中でも自分自身の授業を評価する観点を明確にし、場合

によっては同僚の教員に授業参観をお願いしたりしながら、授業における指導の向上に心がける

ことが大切である。

授業評価をどの時点で行うかも大切な点である。その都度の授業の振り返り、単元を終えたと

きの授業全体の振り返り、学期毎の振り返り、年度末の振り返りなどの時期がある。授業の細か

なテクニックについては授業毎の反省で取り上げることができる。取り上げた題材全体の扱い方

やいくつかの授業をつなぐ組み立てについては単元毎の反省で取り上げることができる。学期毎

あるいは年度末の反省では、子どもたちの成長や変化を踏まえた上でどのような題材・教材を選

択するかなども含めて反省することができる。

より具体的な工夫については本報告書の各論文をお読みいただくこととして、授業作りの基本

は実態把握と教員自身の目標の明確化が欠かせないことを最後に繰り返した。

（２）学校としての授業作り
よりよい授業作りのためには、教員一人一人の授業の工夫とともに、学校全体での取り組みが

不可欠である。本報告書の中では、堀谷が授業技術の向上を目指した学校全体の研修体制につい

て、細田が教員同士のつながりをもとにしながら学校の様々な活動を授業力の向上につなげてい

く取り組みについて述べている。堀谷は学校がテーマを持ち、そのテーマを生かしながら授業力

の向上にむけて教員集団が研究や話し合いを進めることの重要さを述べている。また細田は小規

模校の教員同士のコミュニケーションの良さを土台にして、様々な機会を利用しながら子どもを

知り、できるだけ多くの授業を見、できるだけ多くの授業を行い、それらについて教員集団が丁

寧に話し合おうとする学校としての取り組みを紹介している。

髙濵はより効果的な授業評価表の作成に、学部全体で取り組む活動を紹介している。教員集団

が共通に理解でき、簡潔に記述でき、各人の授業の振り返りに有効なものを探しながら、研究授

業での使用等を通して改善していく取り組みは他の聾学校でも課題となっているところである。

多くの聾学校では職員研修や研究授業の機会を少なからず持つ。しかしながら授業との関連で、

これらのテーマや目的が曖昧だと、必ずしも授業力の向上にはつながらない。学校全体が授業の

あり方に対して課題意識を持ち、改善への取り組みを持続することが常に求められているといえ

よう。
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２．授業を生かす

授業の目的は、一義的にはそこで扱われる題材について子どもたちが目標にそった理解を示し、

また理解に基づく表現や活動を行うことになるのであろう。しかしながら授業は、それだけでは

なくその後の子どもたちの生きる力につながるものでなければならない。宍戸がその論文の中で

引用する石川倉次の言葉には「学び方を教えてください」という趣旨の一行がある。最終的には

自分で学んでいく力が必要なことを、120 年前の聾教育の先達が述べているのである。本報告書

の中でも、授業の直接的な題材を超えて、子どもたちの生きる力につながる学びを考慮した実践

が報告されている。藤岡は「芋掘り」を題材にしながら、子ども同士の話し合い活動を活発にす

る実践を報告している。堀谷は社会科の題材に、聴覚障害者自身のかかわり方を積極的に取り込

み、教科の内容理解とともに、自己理解（障害認識）をより深める取り組みを報告している。佐

坂は授業で用いられた言葉や概念を、授業以外の子どもとの自然なやりとりの場で用いることで、

言葉を子ども自身のものにしていく事例を報告している。授業での学びを自らの学びへ、自らの

学びを社会参加への学びへつなげていく思いが、聾学校教員の授業には必要である。

本報告書はそれぞれの論文が独立して、特定のテーマについて考察し報告したものである。そ

れらの論文をまとめて論じるのは無理があるところではあるが、特に新しく聾学校に赴任された

先生に読んでいただくことを考え、また我々の積み残した課題等にも触れる意味で、最後のまと

めとさせていただいた。

本書が聾学校の「授業」を考える上で、役に立つのであれば幸いである。








